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エマージング･カレンシー･債券ファンド(１年決算型) 

追加型投信 / 海外 / 債券 

投資信託説明書（交付目論見書） 

（訂正事項分） 

2010 年２月 24 日 

 

この冊子は、「エマージング･カレンシー･債券ファンド(１年決算型)」の投資信託説明書（交付

目論見書(2009.08)）の訂正事項を記載したものです。投資家の皆様におかれましては、お手

数ではございますが、同投資信託説明書(交付目論見書)の該当部分をこの冊子にしたがい

読み替えていただきますようお願い申し上げます。 

 

１.この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「エマージング・カレンシー・債券ファンド

（１年決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）

第５条の規定により有価証券届出書を平成 21 年８月 24 日に関東財務局長に提出しており、

平成 21 年８月 25 日にその効力が発生しております。また、同法第７条の規定により有価証

券届出書の訂正届出書を平成 21 年 11 月 19 日および平成 22 年２月 24 日に関東財務局

長に提出しております。 

 

２.金融商品取引法第 13 条第２項第２号に定める内容を記載した投資信託説明書（請求目論

見書）は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合には、

投資家自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、当投資信託説

明書（交付目論見書）は、投資信託説明書（請求目論見書）を添付しております。 

 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象で

はありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになり

ます。 

 



  

１【目論見書の訂正理由】 

「エマージング･カレンシー･債券ファンド(１年決算型)」投資信託説明書（交付目論見書）

2009.08の記載事項のうち訂正すべき事項が発生いたしましたので、これを訂正および更新

するものです。 
 

２【訂正の内容】 

訂正および更新後の内容を記載しております。 

 

第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

５ 運用状況（原交付目論見書30～32頁） 

以下のとおり更新されます。 

 

以下は平成 21 年 12 月末日現在の運用状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

（１）投資状況 

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 

投資証券 ルクセンブルグ 435,967,645 97.62 

親投資信託受益証券 日本 4,004,214 0.90 

コール・ローン等、その他の資産 

(負債控除後) 
― 6,623,236 1.48 

合計(純資産総額)   446,595,095 100.00

 

（２）投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

１） 評価額上位銘柄明細 

国/

地域 
種類 銘柄名 数量 

簿価

単価

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 

投資

比率

(％)

ル 

ク 

セ 

ン 

ブ 

ル 

グ 

投資 

証券 

SIM ブルーベ

イ・エマージン

グ・マーケット・

ローカル・カレ

ンシー・ボンド・

ファンド 

46,204.329 9,252 427,511,614 9,435 435,967,645 97.62

日 

本 

親投 

資信

託受

益証

券 

SIM ショートタ

ーム・マザー・

ファンド 

3,943,873 1.0145 4,001,156 1.0153 4,004,214 0.90



  

２） 種類別および業種別投資比率 

種類 業種 投資比率(％) 

投資証券 ― 97.62

親投資信託受益証券 ― 0.90

合計 98.52

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

（３）運用実績 

①純資産の推移 
平成 21 年 12 月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資

産の推移は次の通りです。 
純資産総額（百万円） １口当たり純資産額(円)  

 (分配落ち) (分配付き) (分配落ち) (分配付き) 

設定時 

（平成20年９月30日） 
36 ─ 0.9999 ─

第１期計算期間末 

（平成21年５月25日） 
191 191 0.9343 0.9343

第２期中間計算期間末 

（平成21年11月25日） 
450 ― 1.0278 ―

平成20年12月末日 54 ― 0.8140  ―

平成21年１月末日 75 ― 0.7839  ―

平成21年２月末日 77 ― 0.7984  ―

平成21年３月末日 82 ― 0.8510  ―

平成21年４月末日 99 ― 0.8913  ―

平成21年５月末日 205 ― 0.9473  ―

平成21年６月末日 342 ― 0.9575  ―

平成21年７月末日 380 ― 0.9930  ―

平成21年８月末日 388 ― 0.9772  ―

平成21年９月末日 401 ― 0.9956  ―

平成21年10月末日 401 ― 1.0184  ―

平成21年11月末日 438 ― 0.9997  ―

平成21年12月末日 446 ― 1.0421  ―

＊純資産総額（百万円）は単位未満を切捨てて表示しています。 



  

②分配の推移 
計算期間 1 口当たりの分配金 

第１期計算期間 

（平成 20 年 ９ 月 30 日～平成 21 年 ５ 月 25 日）
─ 

第２期中間計算期間 

（平成 21 年 ５ 月 26 日～平成 21 年 11 月 25 日）
─ 

 

③収益率の推移 
期間 収益率（％） 

第１期計算期間 

（平成 20 年 ９ 月 30 日～平成 21 年 ５ 月 25 日）
△6.6 

第２期中間計算期間 

（平成 21 年 ５ 月 26 日～平成 21 年 11 月 25 日）
10.0 

＊各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前の

計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を

前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下

２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。 

 



  

（参考） 

 

「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の平成 21 年 12 月末日現在の運用状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

（１）投資状況 

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 

国債証券 日本 1,049,730,840 99.63

コール・ローン等、その他の資産 

（負債控除後） 
― 3,948,432 0.37

合計(純資産総額)   1,053,679,272 100.00

 

（２）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

１） 評価額上位銘柄明細 

利率(％) 券面総額 簿価金額（円） 評価金額（円） 
投資

比率
国/ 

地域 
銘柄名 種類別 

償還期限 （円） 単価 金額 単価 金額 （％）

- 
日本 

第 77 回 

国庫短期証券 

国債 

証券 2010年４月7日 
480,000,000 99.96 479,840,160 99.96 479,850,240 45.54

- 
日本 

第 76 回 

国庫短期証券 

国債 

証券 2010年３月29日
220,000,000 99.96 219,929,820 99.97 219,940,600 20.87

- 
日本 

第 67 回 

国庫短期証券 

国債 

証券 2010年２月22日
200,000,000 99.96 199,922,800 99.98 199,969,000 18.98

- 
日本 

第 69 回 

国庫短期証券 

国債 

証券 2010年３月1日 
100,000,000 99.95 99,959,900 99.98 99,982,200 9.49

- 
日本 

第 72 回 

国庫短期証券 

国債 

証券 2010年３月15日
50,000,000 99.96 49,984,700 99.97 49,988,800 4.74

 

２） 種類別および業種別の投資比率 

種類 業種 投資比率(％) 

国債証券 ― 99.63 

合計 99.63 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 



  

第２ 財務ハイライト情報（原交付目論見書 41～43 頁） 

以下の内容が追加されます。 

 

（１）下記の情報は有価証券届出書、「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状

況」の「１中間財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。 

 

（２）「中間財務諸表」については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、当該有限責任監査法人による中間監査報告書は、有価証券届出書「第三部 フ

ァンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「中間財務諸表」に添付

されております。 

 
エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型） 

 
１ 中間貸借対照表  
                                       （単位：円） 

 第２期中間計算期間 

（平成 21年 11 月 25 日現在） 

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  投資証券 
  親投資信託受益証券 
  未収利息    

 

 

8,440,808

440,448,230

4,003,425

11

 流動資産合計 452,892,474

資産合計 452,892,474

負債の部 
 流動負債 
  未払解約金 
  未払受託者報酬 
  未払委託者報酬 
  その他未払費用 

155,763

57,860

2,063,740

530,656

 流動負債合計 2,808,019

負債合計 2,808,019

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   剰余金又は欠損金(△) 

437,907,703

12,176,752

純資産合計 450,084,455

負債純資産合計 452,892,474

 



  

２ 中間損益及び剰余金計算書 

                                        （単位：円） 

 

第２期中間計算期間 

(自平成 21年 ５月 26 日 

至平成 21年 11 月 25 日） 

営業収益 

受取配当金 

 受取利息 

 有価証券売買等損益 

 為替差損益 

33,839,977

2,504

28,215,092

△26,356,710

営業収益合計 35,700,863

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

57,860

2,063,740

764,255

営業費用合計 2,885,855

営業利益又は営業損失（△） 32,815,008

経常利益又は経常損失（△） 32,815,008

中間純利益又は中間純損失（△） 

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う

中間純損失金額の分配額（△） 

期首剰余金又は期首欠損金（△） 

剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

32,815,008

818,954

△13,480,377

803,568

803,568

-

7,142,493

 -

7,142,493

剰余金又は欠損金（△） 12,176,752

 



  

＜中間注記表＞ 

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

項目 

第 2期中間計算期間 

（自平成 21 年 ５月 26日 

至平成 21年 11 月 25 日） 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 (１)投資証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、中間計算期間 

末日に知りうる直近の日の基準価額に基づい 

て評価しております。 

(２)親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、中間計算期間 

末日における親投資信託受益証券の基準価額 

に基づいて評価しております。 

２．デリバティブの評価基準及び評価 

  方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、国内における中間計算期 

間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価し 

ております。 

３．外貨建資産・負債の本邦通貨への 

  換算基準 

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の 

円換算は、国内における中間計算期間末日の 

対顧客電信売買相場の仲値によって計算して 

おります。 

４．収益及び費用の計上基準 (１)受取配当金 

 投資証券の配当落ち日において、確定配当 

金額又は予想配当金額を計上しております。 

予想配当金額を計上した場合は、入金時に入 

金額との差額を計上しております。 

(２)為替予約取引による為替損益の計上基準 

 約定日基準で計上しております。 

(１)外貨建資産等の会計処理 

  外貨建資産等については、投資信託財産の 

計算に関する規則第 60条の規定に基づき、 

通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産 

等と区分して整理する方法を採用しておりま 

す。従って、外貨の売買については、同規則 

第 61条の規定により処理し、為替差損益を 

算定しております。 

５．その他中間財務諸表作成のための 

  基本となる重要な事項 

(２)ファンドの計算期間 

当ファンドの計算期間は、原則として毎年 

５月 24 日から翌年５月 23 日までとしており 

ますが、前計算期間末日及びその翌日が休業 

日のため、第 2期中間計算期間は平成 21 年５ 

月 26 日から平成 21年 11 月 25 日までとなって

おります。 

 
 



エマージング･カレンシー･債券ファンド(１年決算型) 

追加型投信 / 海外 / 債券 

投資信託説明書（請求目論見書） 

（訂正事項分） 

2010 年２月 24 日 

 

この冊子は、「エマージング･カレンシー･債券ファンド(１年決算型)」の投資信託説明書（請求

目論見書(2009.08)）の訂正事項を記載したものです。投資家の皆様におかれましては、お手

数ではございますが、同投資信託説明書(請求目論見書)の該当部分をこの冊子にしたがい

読み替えていただきますようお願い申し上げます。 

 

この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「エマージング・カレンシー・債券ファンド（１

年決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５

条の規定により有価証券届出書を平成21年８月24日に関東財務局長に提出しており、平成

21 年８月 25 日にその効力が発生しております。また、同法第７条の規定により有価証券届出

書の訂正届出書を平成 21 年 11 月 19 日および平成 22 年２月 24 日に関東財務局長に提出

しております。 

 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象で

はありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことにな

ります。 

 

 



１【目論見書の訂正理由】 

「エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型）」投資信託説明書（請求目論見書）

2009.08の記載事項のうち訂正すべき事項が発生いたしましたので、これを訂正および更新す

るものです。 

 

２【訂正の内容】 

訂正および更新後の内容を記載しております。 

 
ファンドの詳細情報 
第４ ファンドの経理状況（原請求目論見書９～42 頁） 
以下の内容が追加されます。 
 
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の３及び第 57 条の２

の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133

号）に基づいて作成しております。 

なお、当ファンドの第 1期計算期間は平成 20 年９月 30 日（設定日）から平成 21

年５月 25 日までであったため、第 1期中間計算期間（平成 20 年９月 30 日（設定

日）から平成 21 年３月 29 日まで）に係る中間財務諸表は作成しておりません。 

また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

（２）当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第２期中間

計算期間（平成 21 年５月 26 日から平成 21 年 11 月 25 日まで）の中間財務諸表に

ついて、有限責任監査法人ト－マツによる中間監査を受けております。 

 
 





エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型） 

 
（１）中間貸借対照表  
                                       （単位：円） 

 第２期中間計算期間 

（平成 21年 11 月 25 日現在） 

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  投資証券 
  親投資信託受益証券 
  未収利息    

 

 

8,440,808

440,448,230

4,003,425
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 流動資産合計 452,892,474

資産合計 452,892,474

負債の部 
 流動負債 
  未払解約金 
  未払受託者報酬 
  未払委託者報酬 
  その他未払費用 

155,763

57,860

2,063,740

530,656

 流動負債合計 2,808,019

負債合計 2,808,019

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   剰余金又は欠損金(△) 

437,907,703

12,176,752

純資産合計 450,084,455

負債純資産合計 452,892,474

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）中間損益及び剰余金計算書 

                                        （単位：円） 

 

第２期中間計算期間 

(自平成 21年 ５月 26 日 

至平成 21年 11 月 25 日） 

営業収益 

受取配当金 

 受取利息 

 有価証券売買等損益 

 為替差損益 

33,839,977

2,504

28,215,092

△26,356,710

営業収益合計 35,700,863

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

57,860

2,063,740

764,255

営業費用合計 2,885,855

営業利益又は営業損失（△） 32,815,008

経常利益又は経常損失（△） 32,815,008

中間純利益又は中間純損失（△） 

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う

中間純損失金額の分配額（△） 

期首剰余金又は期首欠損金（△） 

剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

32,815,008

818,954

△13,480,377

803,568

803,568

-

7,142,493

 -

7,142,493

剰余金又は欠損金（△） 12,176,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）中間注記表 

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

項目 

第 2期中間計算期間 

（自平成 21 年 ５月 26日 

至平成 21年 11 月 25 日） 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 (１)投資証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、中間計算期間 

末日に知りうる直近の日の基準価額に基づい 

て評価しております。 

(２)親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、中間計算期間 

末日における親投資信託受益証券の基準価額 

に基づいて評価しております。 

２．デリバティブの評価基準及び評価 

  方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、国内における中間計算期 

間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価し 

ております。 

３．外貨建資産・負債の本邦通貨への 

  換算基準 

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の 

円換算は、国内における中間計算期間末日の 

対顧客電信売買相場の仲値によって計算して 

おります。 

４．収益及び費用の計上基準 (１)受取配当金 

 投資証券の配当落ち日において、確定配当 

金額又は予想配当金額を計上しております。 

予想配当金額を計上した場合は、入金時に入 

金額との差額を計上しております。 

(２)為替予約取引による為替損益の計上基準 

 約定日基準で計上しております。 

(１)外貨建資産等の会計処理 

  外貨建資産等については、投資信託財産の 

計算に関する規則第 60条の規定に基づき、 

通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産 

等と区分して整理する方法を採用しておりま 

す。従って、外貨の売買については、同規則 

第 61条の規定により処理し、為替差損益を 

算定しております。 

５．その他中間財務諸表作成のための 

  基本となる重要な事項 

(２)ファンドの計算期間 

当ファンドの計算期間は、原則として毎年 

５月 24 日から翌年５月 23 日までとしており 

ますが、前計算期間末日及びその翌日が休業 

日のため、第 2期中間計算期間は平成 21 年５ 

月 26 日から平成 21年 11 月 25 日までとなって

おります。 

 

 

 

 



（中間貸借対照表に関する注記） 

項目 
第２期中間計算期間 

（平成 21年 11 月 25 日現在） 

１. 当該中間計算期間の末日における受益権総数 

 

２． １口当たり純資産額 

(１万口当たり純資産額） 

437,907,703 口 

 

1.0278 円 

           （10,278 円）

  

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第２期中間計算期間 

（自平成 21 年 ５月 26日 

  至平成 21 年 11 月 25 日） 

剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 

 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金 

減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又 

は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第２期中間計算期間 

(自平成 21年 ５月 26 日 

  至平成 21年 11 月 25 日） 

該当事項はありません。 

   

（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動 

項目 
第２期中間計算期間 

（平成 21年 11 月 25 日現在） 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

205,102,141 円

246,870,450 円

14,064,888 円

 

２ 有価証券関係 

第２期中間計算期間 

（平成 21年 11 月 25 日現在） 

該当事項はありません。 

 

３ デリバティブ取引関係 

第２期中間計算期間 

（平成 21年 11 月 25 日現在） 

該当事項はありません。 

 



  

(参考) 

本書の開示対象ファンド（エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型）、

以下「当ファンド」といいます。）は、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル

建て外国投資法人である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カ

レンシー・ボンド・ファンド」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資

産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券です。主要投資対象で

ある同外国投資法人の計算期間末日（平成21年６月30日）時点で、現地の法律に基づい

た同外国投資法人の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より入手し、

委託会社が原文を翻訳しております。 

 

また、当ファンドは、「SIM ショートターム・マザー・ファンド」（以下「マザーファ

ンド」といいます。）の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上

されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券です。当ファン

ドの、計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次

に示すとおりです。 

 

ただし、上記２点に関しては、監査意見の対象ではありません。 

 



SIM ショートターム・マザー・ファンドの状況 

 

（１）貸借対照表 

                                  （単位：円） 

 (平成 21年 11 月 25 日現在) 

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  国債証券 
  未収利息 

3,701,223

1,029,825,330

5

 流動資産合計 1,033,526,558

資産合計 1,033,526,558

負債の部 
負債合計 -

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   剰余金 

1,018,126,901

15,399,657

純資産合計 1,033,526,558

負債純資産合計 1,033,526,558

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
(自平成 21年 ５月 26 日 

  至平成 21年 11 月 25 日） 

有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 

個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価

にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等

で評価しております。 

   

（貸借対照表に関する注記） 

項目 (平成 21年 11 月 25 日現在) 

１.計算日における受益権総数 

 

２.１口当たり純資産額 

（1万口当たり純資産額） 

   1,018,126,901 口

      1.0151 円

          （10,151 円）

 

（重要な後発事象に関する注記） 

(自平成 21年 ５月 26 日 

 至平成 21 年 11 月 25 日） 

該当事項はありません。 

   

（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの中間計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 

項目 (平成 21年 11 月 25 日現在) 

同中間計算期間の期首元本額 

同中間計算期間中の追加設定元本額 

同中間計算期間中の一部解約元本額 

同中間計算期間末日の元本額※ 

※上記元本額の内訳 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

新生・トロイカ ロシアファンド 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型）

農産物指数ファンド 

1,014,184,654 円 

3,942,247 円 

- 円 

1,018,126,901 円 

 

993,296,826 円 

19,900,786 円 

3,943,873 円 

985,416 円 

 

２ 有価証券関係 

(平成 21年 11 月 25 日現在) 

該当事項はありません。 

 

３ デリバティブ取引関係 

(平成 21年 11 月 25 日現在) 

該当事項はありません。 

 



 

運用会社の取締役の報告書 
 
取締役の責任 
本ファンドの連結財務諸表は、取締役会の監督の下で管理者である BBH（Brown Brothers Harriman）が
作成します。ルクセンブルグの法律および規則に従って、取締役は、財務諸表の作成および適正表示
に関する適切な内部統制が本ファンドのサービス・プロバイダーにより適切に実施されるよう、また財務諸
表の作成に関して行われた会計上の判断ないし見積もりに関する監督を行うために適切な措置を講じて
います。取締役会は、これらの要求を完全に充足しているものと確信しています。 
 
取締役会 ルクセンブルグ、2009 年 10 月 12 日
 



 

独立監査人の報告書 
 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンドの株主各位 
我々は、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンドおよびその各サブ・ファンドの添付の連結財務諸表の監査
を行いました。これらの連結財務諸表は、2009 年 6 月 30 日時点の結合純資産計算書ならびに投資明細
表、同日に終了した年度についての結合損益計算書および結合純資産変動計算書、重要な会計方針
の概要、財務諸表へのその他の注記から構成されます。 
 
連結財務諸表に対する SICAV-FIS の取締役会の責任 
SICAV-FIS の取締役会は、連結財務諸表の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に
従って、これらの連結財務諸表を作成し適正に表示する責任を負います。この責任には、不正によるか
誤謬によるかを問わず、重大な虚偽表示のない連結財務諸表の作成および適正表示に関する内部統
制の設計、実施および維持、適切な会計方針の選択および適用、ならびに状況に応じた合理的な会計
上の見積もりを行うことが含まれます。 
 
監査人の責任 
我々の責任は、我々の監査に基づきこれらの連結財務諸表に対して意見を表明することです。我々は、
「公認監査人協会」（“Institut des Réviseurs d’Entreprises”）によって適用された国際監査基準に従って
監査を実施しました。当該基準は、我々が倫理義務を遵守し、財務諸表に重大な虚偽表示がないか否
かについての合理的な確証を得るための監査を計画し実施することを我々に要求しています。 
監査には、連結財務諸表の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含ま
れます。選択されるこの手続きは、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表上の重大な虚偽表示
リスクの評価を含む監査人の判断に依拠しています。それらのリスク評価において、監査人は、状況に適
合する監査手続きを立案するため、事業体の財務諸表の作成および適正表示に関する内部統制につ
いて考慮しますが、これは事業体の内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではあり
ません。 
監査はまた、SICAV-FIS の取締役会が採用した会計方針の妥当性および行った会計上の見積もりの合
理性についての評価と共に、連結財務諸表の全体的な表示に関する評価も含んでいます。 
我々は、我々が収集した監査証拠が我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信してい
ます。 
 
意見 
我々の意見では、これらの連結財務諸表は、2009 年 6 月 30 日時点のブルーベイ・ストラクチャード・ファ
ンドおよびその各サブ・ファンドの財政状態、ならびに同日に終了した年度についての経営成績および
純資産の変動を財務諸表の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って真実かつ
公正に表示しています。 
 

 

その他の事項 

本年次報告書に含まれる補足的情報は、我々に課された責務との関連において検討されたものですが、

これらは上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続きの対象ではありません。従って、我々

はこれらの情報に対して意見を表明するものではありませんが、連結財務諸表との関連で全体として見

た場合、これらの情報に関して指摘事項はありません。 

 

プライスウォーターハウスクーパース S.à.r.l.  ルクセンブルグ、2009 年 10 月 12 日 

監査人代表 

 

Didier Prime 



 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ 

ボンド・ファンド 

(Société d’Investissement à Capital Variable-Fonds d’Investissement Spécialisé） 

2009 年 6 月 30 日時点の投資明細表およびその他純資産 

 
 

証券銘柄 

  

利率 

  

償還日 

 

通貨

額面金額 

（000） 

 評価額 

米ドル 

純資産

比率（%）

         

公認取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 

         

債券         

         

アルゼンチン        

Republic of Argentina,VRB  2.45%  2035/12/15 ARS 992,394 10,916,332 1.04

     

ブラジル     

Brazil Notas do Tesouro 

 Nacional – Serie Ｆ 

 10.00%  2012/1/1 BRL 161,700 84,452,385 8.07

Brazil Notas do Tesouro 

 Nacional – Serie Ｆ 

 10.00%  2014/1/1 BRL 101,537 50,359,155 4.81

Federal Republic of Brazil  10.25%  2028/1/10 BRL 24,800 12,527,809 1.20

     147,339,349 14.08

コロンビア     

Republic of Columbia  12.00%  2015/10/22 COP 15,467,000 8,235,098 0.79

     

ハンガリー     

Hungary Government Bond  5.50%  2014/2/12 HUF 1,146,940 5,016,346 0.48

Hungary Government Bond  6.00%  2023/11/24 HUF 420,220 1,577,266 0.15

Hungary Government Bond  6.50%  2019/6/24 HUF 7,544,570 31,161,954 2.98

Hungary Government Bond  6.75%  2013/2/12 HUF 79,000 371,469 0.04

Hungary Government Bond  6.75%  2017/2/24 HUF 2,121,220 9,188,373 0.88

Hungary Government Bond  7.50%  2020/11/12 HUF 2,500,720 11,060,102 1.06

Hungary Government Bond  8.00%  2015/2/12 HUF 5,293,880 25,264,437 2.42

     83,639,947 8.01

インド       

European Investment Bank  0.00%  2013/4/24 IDR 9,808,650  668,852 0.06

      

アイルランド      

Depfa Bank, Plc.  5.00%  2010/4/20 PLN 8,200  2,202,289 0.21

Depfa Bank, Plc.  6.75%  2012/5/9 RON 26,695  6,197,697 0.59

      8,399,986 0.80

ルクセンブルグ      

RSHB Capital S.A. for OJSC 

 Russian Agricultural Bank 

 6.88%  2010/11/29 USD 1,780  1,797,438 0.17

SB Capital, SA  5.93%  2011/11/14 USD 1,780  1,780,000 0.17

VTB Capital, SA  6.33%  2010/3/15 GBP 1,780  2,913,072 0.28

VTB Capital, SA  6.61%  2012/10/31 USD 1,780  1,682,100 0.16

VTB Capital, SA  7.50%  2011/10/12 USD 1,630  1,627,881 0.16

      9,800,491 0.94

マレーシア       

Malaysia Government Bond  5.09%  2014/4/30 MYR 75,020  22,538,014 2.15

      

メキシコ      

Mexican Bonos  8.00%  2013/12/19 MXN 79,410  6,221,194 0.59

Mexican Bonos  8.00%  2015/12/17 MXN 521,360  40,076,010 3.83



 

Mexican Bonos  9.50%  2014/12/18 MXN 604,500  50,159,996 4.80

      96,457,200 9.22

ポーランド      

Poland Government Bond  5.75%  2022/9/23 PLN 104,178  30,699,789 2.94

      

南アフリカ共和国      

South Africa Government 

 Bond 

 13.50%  2015/9/15 ZAR 650,929  104,363,692 9.98

      

国際機関      

International Bank for  

 Reconstruction & 

 Development 

 13.63%  2017/5/9 TRY 2,437  1,599,751 0.15

      

トルコ      

Republic of Turkey  10.00%  2012/2/15 TRY 29,873  20,065,429 1.92

Republic of Turkey  14.00%  2011/1/19 TRY 18,737  12,599,190 1.20

Turkey Government Bond  0.00%  2011/2/2 TRY 103,880  56,482,130 5.40

      89,146,749 8.52 
米国      

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2015/10/29 USD 6,000  6,261,954 0.60

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2020/7/27 COP 36,050,000  20,520,409 1.96

Citigroup Funding Inc.  10.80%  2009/10/9 USD 8,500  8,992,150 0.86

Jp Morgan Chase & Co.  0.00%  2017/10/4 IDR 35,500  5,944,898 0.57

Jp Morgan Chase & Co.  0.00%  2012/4/12 TRY 13,504,220  931,120 0.09

Jp Morgan Chase & Co.  6.00%  2012/10/10 PHP 516,400  9,976,043 0.95

Jp Morgan Chase & Co.  8.00%  2012/7/9 INR 147,500  3,128,275 0.30

Jp Morgan Chase & Co., FRB  17.62%  2011/6/20 RUB 574,000  16,916,034 1.62

      72,670,883 6.95

      

債券合計      686,476,133 65.63

      

公認取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 686,476,133 65.63

       

その他の有価証券       

       

リバース・レポ契約       

       

米国       

United States Treasury Note 

 2.125% 2010/1/31 

 0.15%  2010/6/24 USD 50,000 50,000,000 4.78

United States Treasury Note  

 2.875% 2010/6/30 

 0.08%  2010/5/12 USD 80,002 80,002,031 7.65

United States Treasury Note  

 4.125% 2015/5/15 

 0.09%  2010/5/20 USD 86,385 86,385,000 8.26

     216,387,031 20.69

     

リバース・レポ契約合計     216,387,031 20.69

       

トータル・リターン・スワップ       

       

ブラジル       

Brazil Notas do Tesouro 

 National-Serie F 

 10.00%  2014/1/1 BRL 26,620  13,202,682 1.26



 

Brazil Notas do Tesouro 

 National-Serie F 

 10.00%  2017/1/1 BRL 26,805  12,580,401 1.20

      25,783,083 2.46

コロンビア      

Colombian TES  9.25%  2012/8/15 COP 35,467,400  18,678,894 1.79

Titulos De Tesoreria B  13.50%  2014/9/12 COP 21,950,188  13,157,953 1.26

      31,836,847 3.05

インドネシア      

Republic of Indonesia  10.25%  2022/7/15 IDR 50,000,000  4,445,261 0.43

Republic of Indonesia  10.25%  2027/7/15 IDR 81,500,000  6,926,402 0.66

Republic of Indonesia  11.00%  2020/11/15 IDR 21,500,000  2,074,700 0.20

Republic of Indonesia  11.00%  2025/9/15 IDR 20,000,000  1,822,190 0.17

Republic of Indonesia  12.80%  2021/6/15 IDR 83,002,000  8,903,962 0.85

      24,172,515 2.31

       

トータル・リターン・スワップ 

合計 

     81,792,445 7.82

       

その他の有価証券合計      298,179,476 28.51

       

投資合計      984,655,609 94.03

（取得原価 966,806,399 米ド

ル） 

      

       

その他の資産および負債      61,319,918 5.97

       

純資産合計      1,045,975,527 100.00 
 
略称： 

VRB－変動金利債 

FRB－変動利付債 

S/U－ステップアップ債 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
 



 

 

 

 

 

 

注記 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベ

イ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボ

ンド・ファンド 

米ドル 

資産   

投資証券（時価） 2 984,655,609

先物外国為替契約にかかる未実現利益 2,10 9,295,264

金利スワップおよび通貨スワップにかかる未実現利益 2,10 4,527,046

銀行預金  40,295,632

株式引受未収金  220,000

未収分配金および未収利息  12,551,959

  

資産合計  1,051,545,510

  

負債  

トータル・リターン・スワップにかかる未実現損失 2,10 1,134,161

未払取締役報酬 6 2,146

ルクセンブルグの年次税（Taxe d'abonnement） 3 36,904

未払運用顧問報酬 5 684,847

未払専門家報酬  45,420

未払分配金  3,212,008

未払費用およびその他の未払金  454,497

  

負債合計  5,569,983

純資産合計  1,045,975,527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
 



 

 
 

 

 

 

 

注記 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベ

イ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボ

ンド・ファンド 

米ドル 

利益   

源泉徴収税控除後利息 2 97,607,021

銀行金利  401,886

その他の利益  6,341

総利益  98,015,248

  

費用  

運用顧問報酬 5 8,602,756

ルクセンブルグの年次税（Taxe d'abonnement） 3 105,516

保管管理報酬  1,458,105

専門家報酬  62,871

利払費用  4,594,886

取締役報酬 6 3,734

その他費用  1,028,014

総費用  15,855,882

純投資利益  82,159,366

  

投資証券およびオプションにかかる実現純利益／（損失） 2 （225,314,330）

金利スワップおよび通貨スワップにかかる実現純利益／（損

失） 

 6,656,967

先物外国為替契約にかかる実現純利益／（損失）  25,535,855

実現純利益／（損失）  （110,962,142）

  

投資証券およびオプションにかかる未実現評価益／（評価

損）の純変動額 

 25,895,329

先物外国為替契約にかかる未実現評価益／（評価損）の純

変動額 

 5,161,652

金利スワップおよび為替スワップにかかる未実現評価益／

（評価損）の純変動額 

 21,806,853

トータル・リターン・スワップにかかる未実現評価益／（評価

損）の純変動額 

 （1,134,161）

当期本年度実績  （59,232,469）

  

株式取引  

株式取引にかかる純引受額  63,701,919

株式取引にかかる償還額  （163,030,000）

分配金  (75,220,640)

当期純資産の増加／（減少）  （233,781,190）

当期首純資産  1,279,756,717

  

当期末純資産合計  1,045,975,527

  

 
 
 
 
 
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
 



 

総経費率 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2009 年 6 月 30 日） 

- ベースクラス I  0.95％ 

 
発行済口数 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2009 年 6 月 30 日） 

 

- ベースクラス I ドル        -    10,411,696 

 

統計情報 
純資産合計 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2009 年 6 月 30 日） 

 

- ベースクラス I ドル       -  1,045,975,527 

 

一株当たり純資産価格 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2009 年 6 月 30 日） 

 

- ベースクラス I  ドル       -      100.46 

 

 



 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド 

会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable-Fonds d’Investissement Spécialisé） 

2009 年 6 月 30 日時点の財務諸表への注記 

 

1. 一般情報 

 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド（「本ファンド」）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて会社

型投資信託（Société d’investissement à Capital Variable（SICAV））として組織された有限責任会社で、

2005 年 5 月 19 日に設立されました（存続期間は無期限）。本ファンドは、2007 年 2 月 13 日法に基づく

専門投資ファンド（SICAV、SICAV-FIS 形式における専門投資ファンド）として承認されています。 

本ファンドは、1991 年 7 月 19 日法に基づいて設立されましたが、この法律は 2007 年 2 月 13 日付で廃

止され、その日以降、本ファンドは、専門投資ファンドに関する 2007 年 2 月 13 日法の適用を受けます。 

本ファンドは投資の選択機会を提供しており、現在は、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：エマージン

グ・マーケット・ポータブル・アルファ・ファンドおよびブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：ハイ・イール

ド・ポータブル・アルファ・ファンド（いずれも 2006 年 2 月 8 日に販売開始）、ブルーベイ・ストラクチャード・

ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド（2006 年 7 月 3

日に販売開始）、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：ハイ・イールド・エンハンスド・ファンド（2007 年 9

月 25 日に販売開始）ならびにブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：ハイ・インカム・ローン・ファンド

（2008 年 11 月 11 日に販売開始）の 5 サブ・ファンドが存在します。 

 

2. 重要な会計方針 

 

結合財務諸表は、ルクセンブルグの規制当局の要求に従って作成され、ユーロで表示されます。 

下記は、各サブ・ファンドが採用した重要な会計方針の概要です。 

 

a) 有価証券の評価額 

証券取引所に上場されているまたは証券取引所で売買される有価証券の評価額は、決算日時点の入

手可能な直近の終値、また場合に応じて、証券取引所（通常は当該証券の主要市場）における平均価

格に基づいて評価され、またその他の規制市場で取引される各有価証券は、上場有価証券に利用され

る方法と可能な限り同様の方法で評価されます。非上場有価証券、証券取引所やその他の規制市場で

取引・売買されていない有価証券、評価額が入手できないその他の市場での上場・非上場有価証券、ま

たは相場価格が適正市場価格を表さない有価証券に関しては、その評価額は、予測可能な購入・売却

価格に基づいて取締役会により慎重かつ誠実に決定されます。 

 

b) 先物外国為替契約 

先物外国為替契約のポジションは、当該評価日時点の実勢先物為替レートに基づいて評価され、その

結果としての未実現評価益／評価損が純資産計算書に記載されます。満期が到来した先物外国為替

契約にかかる実現利益／損失は、損益および純資産変動計算書に記載されます。 

 

c) 投資有価証券の売却に関する実現利益および損失 

投資有価証券の売却に関する利益および損失は、平均原価に基づいて算定されます。 

 

d) 外貨換算 

各サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨建ての投資ならびにその他の資産および負債の市場価格は、

2009 年 6 月 30 日時点の為替レート（1 ユーロ：1.40265 米ドル）で換算されています。各サブ・ファンドの

報告通貨以外の通貨建ての経費は、取引日の為替レートで換算されています。 

これらの項目の換算による為替差損益を考慮に入れて、運用実績が判断されます。 

 



 

e) クレジット・デフォルト・スワップ 

クレジット・デフォルト・スワップの価格は、市場実勢のパー・マーケット・スワップと比較することにより決定

されるものとします。パー・マーケット・スワップは元本の交換を行わずに市場で即日開始可能なスワップ

であり、その売買スプレッドは、スワップの市場価格がゼロに等しくなる値となります。当初のデフォルトと

パー・マーケット・スワップの間のスプレッドは、アニュイティとして関連リスク調整済み割引率を使用して

割り引かれます。パー・マーケット・スワップ・レートは、市場の当事者のクロスセクションから得られます。 

 

f) 投資からの収入 

金利収入は、日次ベースで計上されます。 

 

g) レポ契約およびリバース・レポ契約 

本ファンドは、両当事者が契約上の取り決めにおいて設定した価格および期間で売却された有価証券を

取得者から買い戻す権利または義務を売り手に留保する条項を盛り込んだ有価証券の購入・売却から

成るレポ契約を補助的に締結することができます。 

本ファンドは、レポ契約において買い手または売り手のいずれかとして行動することができます。 

レポ契約およびリバース・レポ契約は、額面金額で評価されます。 

 

h) オプション取引 

本ファンドに代わって投資マネージャーは、プット・オプションおよびコール・オプションを購入することが

できます。オプションが行使されるか否かにかかわらず本ファンドがプレミアムを支払うという点がオプショ

ンの購入に伴うリスクとなります。更に、本ファンドは、プレミアムの損失および市場価格の変動のリスクを

負います。 

プット・オプションおよびコール・オプションの購入は、ポートフォリオの有価証券と同じ方法で会計処理さ

れます。 

 

i) 設立費用 

本ファンドの設立費用は、5 年間にわたり定額法で償却されます。これらの費用は、当初のサブ・ファンド

2 本の間で均等に分割されます。それ以降の各サブ・ファンドは、それぞれの設立費用を負担します。 

 

j) ターム・ローン 

SICAV は、金融市場商品としての資格を有するターム・ローンに投資することが可能です。その評価額は、

予想購入・売却価格に基づいて取締役会により慎重かつ誠実に決定されます。 

 

k) 金利スワップ 

金利スワップは、計算基準となる想定元本に基づく通常は交換されない支払金利（通常、固定/変動）と、

他の支払金利を交換することに当事者同士が合意した二者間契約です。 

 

l) トータル・リターン・スワップ 

トータル･リターン･スワップは、計算基準となる想定元本に基づく一組の支払利子と投資先資産の全パフ

ォーマンスを交換することに、当事者同士が合意した二者間契約です。従って、その価格は予想購入・

売却価格に基づいて、取締役会が慎重かつ誠実に決定します。交換される名目上のトータル･リターン･

スワップは、投資明細表およびその他純資産において開示されます。交換対象ではない名目上のトータ

ル･リターン･スワップは、連結財務諸表に対する注記において開示されます。 

 



 

3. 税務上の取り扱い 

 

現在の法律および慣習の下では、本ファンドにルクセンブルグの税金は課されません。また、本ファンド

が支払う分配金にルクセンブルグの源泉徴収税は課されません。しかしながら、本ファンドは、ルクセンブ

ルグにおいて、その純資産に関して年 0.01%のルクセンブルグの年次税（"taxe d'abonnement"）を課され、

この税金は四半期ごとに支払われるもので、該当する四半期末の本ファンドの純資産の評価総額を基に

計算されます。この税金は、本ファンドの資産のうち、その他のルクセンブルグの集団投資事業に投資さ

れた部分には適用されません。設立時に１回のみ支払われた 1,250 ユーロの税金以外は、本ファンドの

株式発行に際して、ルクセンブルグにおいては印紙税その他の税金は課されません。 

本ファンドの資産の実現・未実現キャピタル・ゲインに対しては、ルクセンブルグでは税金は課されませ

ん。 

本ファンドが受領した金利収入は、発生国の回収不能の源泉徴収税の対象となる可能性があります。 

投資家は、国籍国または居住国の法律に基づいて適用される課税に関しては専門アドバイザーに相談

してください。 

 
4. 分配方針 
 
各サブ・ファンドおよび各クラスの方針としては、すべての収益およびキャピタル・ゲインを再投資するた
め、分配金の支払いは行いません。しかし、取締役会は、いずれの会計年度においても、分配金の支払
いを行うことが適切であると取締役会が考える場合には、年次総会において各サブ・ファンドまたは各クラ
スの株主に対して、各サブ・ファンドまたは各クラスの当期における純投資収益の全部または一部から分
配金を支払うよう提案することもできます。取締役会は、当該分配金を控除した後のファンドの資本金が
ルクセンブルグの法律が要求する 低資本金を上回る場合にのみ、分配金の支払いを提案することが
できます。 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンドの株主に対して、2008 年 7 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までの期
間の分配金が支払われました。 
2008 年 8 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.7863 米ドル 
2008 年 9 月 12 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.2173 米ドル 
2008 年 10 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.77501 米ドル 
2008 年 11 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.3643 米ドル 
2008 年 12 月 12 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.0623 米ドル 
2009 年 1 月 15 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 1.0464 米ドル 
2009 年 2 月 13 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.1693 米ドル 
2009 年 3 月 13 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.3408 米ドル 
2009 年 4 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 1.8512 米ドル 
2009 年 5 月 15 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.4993 米ドル 
2009 年 6 月 15 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.3516 米ドル 
2009 年 7 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.3085 米ドル 
 



 

5. 運用顧問報酬 
 
本ファンドは、ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーと契約を締結し、その契約に基づいて同
社は投資マネージャー兼アドバイザーに任命されました。ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシ
ーは、英国で設立され、金融サービス庁（FSA）による認可・規制を受けています。本ファンドは、投資マ
ネージャー兼アドバイザーに対して、運用中の各サブ・ファンドまたは各クラスの純資産の一定の割合と
して計算される運用顧問報酬を支払います。投資マネージャー兼アドバイザーの報酬は、各評価日に発
生し、下記の利率で毎月後払いで支払われます。 
 

サブ・ファンド 株式クラス 利率 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド： 
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・
ボンド・ファンド 

ベースクラス I 0.80% 

 

運用会社は、ファンドの英文目論見書に記載される費用を超過した実際の管理費用をサブ・ファンドに

課することに同意しています。 

 

6. 取締役の報酬 

 

取締役の報酬は、1 人当たり年間 5,000 ユーロであり、次の年次総会での株主の承認を必要とします。投

資マネージャー兼アドバイザーに任命された本ファンドのオフィサーである取締役会の各メンバーは、取

締役の報酬を放棄しています。 

 

7. 関係者との取引 

 

本ファンドの取締役である Nicholas Williams は、本ファンドの投資マネージャー兼アドバイザーに任命さ

れたブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーの 高財務責任者兼取締役です。投資マネージャ

ー兼アドバイザーに対して行われるすべての支払いの詳細については、上記の注記 5 および注記 6 に

記載されています。 

本ファンドの取締役である Claude Niedner は、ルクセンブルグの本ファンドのリーガル・アドバイザーであ

る Arendt & Medernach のパートナーです。Arendt & Medernach に対するすべての支払いは、実際に提

供されるサービスに対するものです。 

 

8. ポートフォリオ構成の変動報告書 

 

2009 年 6 月 30 日に終了した年度に関する投資のポートフォリオの変動を示す報告書は、本ファンドの登

記上の事務所から無料で入手することができます。 

 

9. 成功報酬 

 

投資家が成功報酬支払株式クラスの株式を購入した場合、投資マネージャーおよびアドバイザーは、株

主が所有する株式に基づいて計算される成功報酬を受け取る権利を有します。各持ち株に関する成功

報酬は日次で計算され、12ヶ月終了時の各期間に対して、6月の 終水曜日（以下「計算期間」といいま

す。）に支払われます。 

各計算期間に対する各持ち株の成功報酬は、一株当たり基準累積相対利益を上回る計算期間中の一

株当たり累積相対利益における上昇分の 20%です。 

一株当たり基準累積相対利益は、株式発行時点の一株当たり累積相対利益の中で も大きく、かつ、か

かる持ち株が所有されていた期間のいずれの前計算期間末（もしあれば）に達成された一株当たり累積



 

相対利益が も高いものとします。 

成功報酬は株式クラスごとに計算され、サブ・ファンドにより投資マネージャーおよびアドバイザーに支払

われます。詳細はファンドの英文目論見書の成功報酬の項をご参照下さい。 

 

10. 投資取引 

 

各サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ管理を目的として、また市場リスクをヘッジするために、金融

先物契約およびオプション取引を含めて様々なポートフォリオ戦略を実施します。また各サブ・ファンドは、

債券・株式指数や指数ポートフォリオに関するオプション取引も行うことができます。各サブ・ファンドは、

通貨オプション、先物契約および先物外国為替契約を利用することによって、ファンドの基準通貨である

各通貨に不利な為替レートの変動に対して投資のヘッジを図ることができます。 

各サブ・ファンドは、金利変動をヘッジする目的で、金利先物契約の売却、金利のコール・オプションの

売却またはプット・オプションの購入、あるいはスワップ契約の締結を行うことができます。 

 

a) 先物外国為替契約 
 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 

（2009 年 6 月 30 日現在） 

 

 

先物 

  

 

購入 

   

 

売却 

 

 

償還日 

 未実現利益/ 

（損失） 

（米ドル） 

         

USD  3,294,118  KZT （419,176,471） 2009/10/8  543,425

KZT  419,176,471  USD （2,721,925） 2009/10/8  40,768

USD  7,199,425  KZT （971,922,375） 2009/11/16  824,847

KZT  971,922,375  USD （6,222,294） 2009/11/16  152,284

USD  3,354,118  KZT （451,631,942） 2009/11/13  390,877

KZT  451,631,942  USD （2,895,077） 2008/11/13  68,164

RUB  383,355,000  USD （10,500,000） 2009/7/23  1,742,314

USD  8,400,000  RUB （266,280,000） 2009/7/23  （103,563）

RUB  374,104,000  USD （10,100,000） 2009/7/27  1,833,300

EUR  4,400,000  LTL （15,873,000） 2009/9/1  (131,413)

EUR  4,400,000  LTL （15,978,600） 2009/10/1  (82,390)

EUR  5,852,195  BGN （13,196,700） 2010/2/26  （808,613）

EUR  8,700,000  LTL （33,137,430） 2010/2/26  （227,429）

INR  469,953,474  USD （9,251,053） 2009/7/8  554,455

INR  522,684,474  USD （10,278,947） 2009/7/8  626,785

INR  847,961,667  USD （16,891,667） 2009/7/17  787,512

INR  544,019,000  USD （10,900,000） 2009/7/20  439,378

INR  296,726,500  USD （5,950,000） 2009/7/20  234,883

USD  22,911,934  EUR （16,422,442） 2009/8/12  (122,850)

USD  16,410,000  BRL （31,981,449） 2009/7/2  91,269

IDR  104,263,500,000  USD （9,790,000） 2009/8/19  312,563

IDR  79,893,200,000  USD （7,580,000） 2009/8/24  152,785

IDR  97,060,000,000  USD （9,200,000） 2009/8/24  194,343

INR  794,808,000  USD （16,600,000） 2009/8/24  (78,473)

INR  1,041,881,981  USD （21,819,518） 2009/8/26  (165,335)

USD  77,591,586  EUR （55,721,977） 2009/8/12  (566,322)

EUR  63,765,602  USD （89,157,427） 2009/8/12  282,796

MYR  99,250,251  USD （28,359,645） 2009/8/26  (177,898)

MYR  80,050,989  USD （23,069,449） 2009/8/26  (339,262)

BRL  96,971,613  USD （49,230,000） 2009/7/2  250,362

USD  29,904,962  BRL （59,386,360） 2009/7/2  (397,293)

KRW  20,741,767,500  USD （16,630,000） 2009/9/1  (298,028)

COP  14,745,346,538  USD （6,864,686） 2009/7/2  （479）



 

USD  7,387,394  COP (14,88,445,545) 2009/7/2  457,037

COP  11,069,306,928  USD (5,148,515) 2009/7/2  4,434

USD  7,399,327  COP (14,887,445,545) 2009/7/2  468,970

COP  18,847,683,169  USD (8,786,799) 2009/7/2  (12,885)

USD  7,388,310  COP (14,887,445,545) 2009/7/2  457,953

BRL  60,371,400  USD (30,300,000) 2009/7/2  504,878

USD  32,800,000  BRL (64,570,080) 2009/7/2  (147,280)

EUR  8,378,816  USD (11,596,282) 2009/8/12  156,186

GBP  4,796,168  USD (7,877,480) 2009/9/17  20,137

USD  19,696,000  KRW (25,033,616,000) 2009/7/23  19,721

USD  27,300,000  INR (1,323,504,000) 2009/7/23  (279,714)

USD  9,848,000  KRW (12,516,808,000) 2009/7/23  9,861

USD  19,696,000  KRW (25,013,920,000) 2009/7/23  35,202

PLN  72,759,548  EUR (16,125,000) 2009/7/29  191,152

USD  7,843,351  GBP (4,784,865) 2009/9/17  (35,655)

RUB  285,480,600  USD (9,060,000) 2009/7/24  54,134

HUF  4,647,804,300  EUR (16,502,643) 2009/7/29  617,040

PLN  111,968,003  USD (34,721,991) 2009/7/29  378,918

INR  474,039,000  USD (9,700,000) 2009/9/29  125,194

INR  473,651,000  USD (9,700,000) 2009/9/29  117,152

USD  18,418  GBP (11,303) 2009/9/17  (194)

HUF  1,790,038,924  USD (8,971,277) 2009/7/29  181,503

USD  18,000,000  BRL (35,586,000) 2009/8/4  (40,242)

     合計  9,295,264

 

b) 金利スワップ契約 

 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 

（2009 年 6 月 30 日現在） 

 

通貨 

  

額面金額 

  

償還日 

 

変動金利

 

固定金利

未実現利益/（損

失） 

（米ドル） 

    

MYR  (39,620,000)  2019/4/23 2.11 （11,271,693） 

MYR  39,620,000)  2019/4/23 4.07 10,787,652 

ILS  (26,300,000)  2019/5/14 5.50 （6,706,532） 

ILS  26,300,000  2019/5/14 1.27 6,762,647 

ILS  40,350,000  2019/5/14 5.52 10,391,620 

ILS  （40,350,000）  2019/5/14 1.27 （10,289,299） 

INR  900,000,000  2014/5/22 5.78 18,661,550 

INR  （900,000,000）  2014/5/22 5.78 （18,787,183） 

   合計 （451,237） 

 



 

c) 通貨スワップ契約 
 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 

（2009 年 6 月 30 日現在） 
 

通貨 

  

額面金額 

  

償還日 

 

変動金利 

 

固定金利 

 未実現利益/（損失） 

（米ドル） 

     

PHP  173,500,000  2014/1/27 1.62  （3,660,338）

USD  （3,660,338）  2014/1/27 5.60  3,688,738

IDR  53,865,000,000  2010/3/15 17.00  5,552,9203

USD  （4,500,000）  2010/3/15 1.90  （4,500,000）

IDR  107,730,000,000  2010/3/15 17.00  11,105,807

USD  （9,000,000）  2010/3/15 1.90  （9,000,000）

IDR  110,026,000,000  2010/4/23 11.65  10,964,350

USD  （10,150,000）  2010/4/23 1.64  （10,150,000）

RUB  58,215,612  2010/11/29 6.88  （1,780,000）

USD  （1,780,000）  2010/11/29 23.51  2,027,810

RUB  58,215,612  2011/11/14 5.93  （1,780,000）

GBP  （1,780,000）  2011/11/14 23.30  2,099,031

RUB  87,695,998  2010/3/15 6.33  （2,931,393）

USD  （1,780,000）  2010/3/15 22.15  2,669,308

RUB  58,215,612  2012/10/31 6.61  （1,780,000）

USD  （1,780,000）  2012/10/31 25.31  2,193,004

RUB  53,309,802  2011/10/12 7.50  （1,630,000）

USD  （1,630,000）  2011/10/12 24.51  1,889,063

    合計  4,978,283

 

d) オプション契約 

 

 該当事項はありません。 

 

11. 総経費率（TER） 

 

株式クラス通貨での営業費用合計 
 

TER = 

 
株式クラス通貨での平均サブ・ファンド資産 

 

x 100 

 

 

12. 資本参加と同様の貸付金 

 

ブルーベイ･ハイ･インカム･ローン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ（以下「借入人」といいま

す）およびブルーベイ・ストラクチャード･ファンズ:ハイ・インカム・ローン・ファンド（以下「貸付人」といいま

す）は、2009 年 4 月 16 日付で貸付金契約を締結し、貸付人は、借入人に対し資本参加と同様の貸付金

を供与します。本契約は 10 年間にわたり効力を有します。 

ブルーベイ･ハイ･イールド･エンハンスド･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ（以下「借入人」とい

います）およびブルーベイ・ストラクチャード･ファンズ:ハイ・イールド・エンハンスド・ファンド（以下「貸付

人」といいます）は、2009 年 4 月 16 日付で貸付金契約を締結し、貸付人は、借入人に対し資本参加と同

様の貸付金を供与します。本契約は 10 年間にわたり効力を有します。 

借入人は、貸付時に貸付人の認め得る金額および通貨の貸付を、貸付人の承認を持って借入れること

ができます。貸付には、年率 1％の固定利子ならびに貸付金契約に記載される変動利率利子が付されま

す。 

借入人は、各貸付ならびに満額の貸付利子を 10 年目の借入日に返済するものとします。 

 



 

a) ブルーベイ・ハイ・イールド・エンハンスド・インベストメンツ(ルクセンブルグ)エス・エイ 

（2009 年 6 月 30 日現在） 

 EUR 

資本参加と同様の貸付金－EUR 7,500,000 

資本参加と同様の貸付金－GBP 11,588,285 

資本参加と同様の貸付金－USD 884,041 

 19,972,326 

 

b) ブルーベイ・ハイ・インカム・ローン・インベストメンツ(ルクセンブルグ)エス・エイ 

（2009 年 6 月 30 日現在） 

 EUR 

資本参加と同様の貸付金－EUR 63,087,410 

資本参加と同様の貸付金－GBP 50,941,422 

資本参加と同様の貸付金－USD 25,668,091 

 139,696,923 

 
借入人による投資の市場価格の全ては、各サブ・ファンドの連結純資産状況で一元管理され、各サ

ブ・ファンドの投資明細表の一部として開示されます。投資により生じた利子は、各サブ・ファンドの

管理状況において一元管理されます。借入人は、ファンドの完全子会社であり、借入人の当初資本

金は、各サブ・ファンドの純資産状況に反映されます。 

 
13. トータル・リターン・スワップ 

 

a) トータル・リターン・スワップ－債券 
 
 ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレン

シー・ボンド・ファンド 
 

額面金額 

  

通貨 

 

償還日 

 

支払 

 

受取 

未実現利益/（損失）

（米ドル） 

    

49,795,200  KRW 2010/5/21 1.08% Korean Treasure 

Bond 5.75% 

2018/10/9 

（1,134,161）

    合計 （1,134,161）

 

b) トータル・リターン・スワップ－株式 
 
 該当事項はありません。 
 
 



（参考）SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド･ファンド 

有価証券明細（2009 年 12 月末日現在） 

国名 種別 証券銘柄 
利率

（％）
償還日 

取引

通貨
額面金額 

純資産 

比率（％） 
米ドル時価 

アルゼンチン 国債 REPUB ARGENT ZCPN 12/15/35W/I 0.0 2035/12/15 ARS 992,393,779 1.08 11,958,345.04

インド クレジット・リンク

債等 

JP MORGAN CH 8% 7/9/12 /INR/ 8.0 2012/7/9 INR 147,500,000 0.32 3,481,551.52

インドネシア クレジット・リンク

債等 

EUROPEAN INVT 0% 4/24/13 /IDR/ 0.0 2013/4/24 IDR 9,808,650,000 0.07 804,492.01

インドネシア クレジット・リンク

債等 

JP MORGAN CHASE 0% 4/12/12 0.0 2012/4/12 IDR 13,504,220,080 0.11 1,203,233.91

インドネシア トータルリターン 

スワップ 

INDONESIA GOVT 11% 10/15/14 11.0 2014/10/15 IDR 71,782,500,000 0.75 8,249,830.16

インドネシア トータルリターン

スワップ 

TRS INDONESIA GOVERNMENT 10.25% 

7/15/22 /IDR/ LONG CLEAN PRICING

10.25 2022/7/15 IDR 50,000,000,000 0.47 5,188,930.28

インドネシア トータルリターン

スワップ 

INDONESIA 12.5% 3/15/13 /IDR/ 12.5 2013/3/15 IDR 25,000,000,000 0.27 2,960,351.25

インドネシア トータルリターン

スワップ 

INDONESIA GOV 11% 12/15/12/IDR 11.0 2012/12/15 IDR 25,000,000,000 0.26 2,849,920.17

インドネシア トータルリターン

スワップ 

INDNESIA GOV 9.5% 6/15/15 /IDR 9.5 2015/6/15 IDR 30,723,500,000 0.3 3,339,688.60

インドネシア トータルリターン

スワップ 

TRS INDOGB 9 1/2 6/15/15 /IDR/ 9.5 2015/6/15 IDR 50,459,000,000 0.5 5,484,965.81

ウクライナ クレジット・リンク

債等 

INTL FINANCE CORP 0% 7/30/10 0.0 2010/7/30 USD 7,200,000 0.54 6,012,828.00

韓国 トータルリターン

スワップ 

KOREA TRE 5.75% 09/10/18  /KRW 5.75 2018/9/10 KRW 24,897,600,000 2.04 22,471,720.96

コロンビア クレジット・リンク

債等 

CITIGROUP FUNDING 0% 7/27/20 0.0 2020/7/27 COP 23,000,000,000 1.24 13,708,810.57

コロンビア クレジット・リンク

債等 

CITIGROUP FUNDING V/R 10/29/15 0.0 2015/10/29 USD 6,000,000 0.59 6,542,400.00

コロンビア トータルリターン

スワップ 

COLTES 13 1/2 09/12/14 LONG 13.5 2014/9/12 COP 21,950,187,939 1.23 13,527,353.95

コロンビア トータルリターン

スワップ 

TRS COLTES 9 1/4 08/15/12 0.0 2012/8/15 COP 35,467,400,000 1.72 18,997,367.18

コロンビア 国債 REP COLOMBIA 12% 10/22/15 /COP/ 12.0 2015/10/22 COP 15,467,000,000 0.84 9,299,429.65

トルコ クレジット・リンク

債等 

JP MORGAN CHASE 0% 10/4/17 MTN 

CUSIP JPM041017 

0.0 2017/10/4 TRY 28,100,000 0.63 6,936,376.13

トルコ 国債 TURKEY GO 10% 2/15/12 /TRY/ 10.0 2012/2/15 TRY 30,928,113 2.09 23,014,942.46

トルコ 国債 TURKEY GO 9% 05/21/14  /TRY/ 9.0 2014/5/21 TRY 91,057,109 6.43 70,922,428.95

ハンガリー 金利スワップ等 RECV CCSHUF20140728CITINY 11.56 2014/7/28 HUF 4,520,367,600 2.22 24,477,741.67

ハンガリー 金利スワップ等 PAYB CCSHUF20140728CITINY 6.75 2014/7/28 EUR -16,520,000 -2.15 -23,702,069.74

ハンガリー 国債 HUNGARY(REP OF) 6.5 2019/6/24 HUF 1,988,570,000 0.86 9,542,796.76

ハンガリー 国債 HUNGARY G 5.5% 2/12/14 /HUF/ 5.5 2014/2/12 HUF 88,350,000 0.04 435,710.12

ハンガリー 国債 HUNGARY G 7.5% 11/12/20 /HUF/ 7.5 2020/11/12 HUF 2,500,720,000 1.17 12,876,308.04

ハンガリー 国債 HUNGARY GT 8% 2/12/15 /HUF/ 8.0 2015/2/12 HUF 644,740,000 0.31 3,472,027.82

ハンガリー 国債 HUNGARY G 6.75% 2/24/17 /HUF/ 6.75 2017/2/24 HUF 1,449,950,000 0.65 7,193,278.48

ハンガリー 国債 HUNGARY G 6% 11/24/23  /HUF/ 6.0 2023/11/24 HUF 420,220,000 0.17 1,879,015.13

ハンガリー 国債 REPUBLIC  6.75% 07/28/14  /EUR 6.75 2014/7/28 EUR 16,520,000 2.32 25,597,948.53

フィリピン クレジット・リンク

債等 

JP MORGAN CHASE 6% 10/10/12 

/PHP/ 

6.0 2012/10/10 PHP 516,400,000 1.05 11,571,247.24

フィリピン クレジット・リンク

債等 

JP MORGAN CHASE & 6.0 2012/10/10 PHP 30,000,000 0.06 672,225.83

ブラジル 国債 REP OF BRAZIL 10.25% 1/10/28 10.25 2028/1/10 BRL 24,800,000 1.3 14,360,084.90

ブラジル 国債 NOTA DO TES 10% 1/1/12 /BRL/ 10.0 2012/1/1 BRL 28,315,000 1.5 16,512,281.76

ブラジル 国債 NOTA DO TESOURO 10% 1/1/14/BRL 10.0 2014/1/1 BRL 101,537,000 5.11 56,415,851.99

ブラジル 国債 NOTA DO TESOURO 10% 1/1/17 /BRL/ 10.0 2017/1/1 BRL 134,465,000 6.34 69,965,424.76

米国 通貨オプション P/O USD/BRL 1.7 DKO 1.69/1.84 2010/10/6 USD 32,300,000 0.07 792,965.00

米国 通貨オプション C/O USDJPY 110 APR10 OT 2010/4/9 USD 18,540,000 0.05 602,550.00



米国 通貨オプション P/O USD VS CHF 1.04 DKO .98/1.06 2010/5/20 USD 78,180,000 0.19 2,046,361.50

米国 通貨オプション P/O USD CHF 1.086 DKOSPR MAY10 2010/5/20 USD -78,180,000 -0.09 -1,016,340.00

米国 通貨オプション P/O USD/MXN 12.5 SEP10 2010/9/29 USD 71,750,000 0.13 1,435,000.00

ポーランド クレジット・リンク

債等 

DEPFA BANK PLC 5.0 2010/4/20 PLN 8,200,000 0.25 2,758,764.02

ポーランド 国債 POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 2022/9/23 PLN 44,287,000 1.34 14,779,356.68

ポーランド 国債 POLAND GO 5?04/25/37  /PLN/ 5.0 2037/4/25 PLN 13,500,000 0.36 3,937,535.38

ポーランド 国債 POLAND GO 5.75?04/25/14  /PLN 5.75 2014/4/25 PLN 5,156,000 0.16 1,807,852.12

マレーシア 国債 MALAYSIAN 5.094% 4/30/14 /MYR/ 5.094 2014/4/30 MYR 171,770,000 4.79 52,875,461.45

メキシコ 国債 MEXICAN FIXED 8% 12/17/15/MXN/ 8.0 2015/12/17 MXN 927,650,000 6.58 72,595,440.88

メキシコ 国債 MEXICAN BONO 9.5% 12/18/14/MXN 9.5 2014/12/18 MXN 421,270,000 3.18 35,128,761.27

メキシコ 国債 MEXICAN FIXED 8% 12/19/13 8.0 2013/12/19 MXN 71,469,000 0.51 5,650,124.42

メキシコ 国債 MEX BONOS 8.5% 11/18/38 /MXN/ 8.5 2038/11/18 MXN 158,568,700 1.07 11,782,671.99

ルーマニア クレジット・リンク

債等 

DEPFA BANK  6.75% 5/9/12 /RON/ 6.75 2012/5/9 RON 26,695,000 0.68 7,513,769.55

ロシア クレジット・リンク

債等 

VTB CAPITAL 6.332% 3/15/10/GBP 6.332 2010/3/15 GBP 1,780,000 0.26 2,901,847.84

ロシア クレジット・リンク

債等 

RSHB CAPTL 6.875% 11/29/10 6.875 2010/11/29 USD 1,780,000 0.17 1,851,932.03

ロシア クレジット・リンク

債等 

SB CAPITAL 5.93% 11/14/11 5.93 2011/11/14 USD 1,780,000 0.17 1,860,129.67

ロシア クレジット・リンク

債等 

VTB BANK 7.5% 10/12/11 7.5 2011/10/12 USD 1,630,000 0.16 1,713,741.25

ロシア クレジット・リンク

債等 

VTB CAPITAL SA 6.609?10/31/12 6.609 2012/10/31 USD 1,780,000 0.16 1,818,240.33

ロシア クレジット・リンク

債等 

JPMORGAN CHASE V/R 6/20/11 RUB 0.0 2011/6/20 RUB 574,000,000 1.7 18,759,926.11

ロシア クレジット・リンク

債等 

WHITE NIGHTS FIN 10.5 2014/3/8 USD 6,810,000 0.7 7,763,195.70

ロシア トータルリターン

スワップ 

RFLB 11.2 12/17/14 /RUB/ 11.2 2014/12/17 RUB 414,530,014 1.39 15,383,879.07

ロシア トータルリターン

スワップ 

TRS RUSSIA-OFZ 8.1 11/26/14   

/RUB/ 

8.1 2014/11/26 RUB 206,258,677 0.62 6,831,402.25

ロシア 金利スワップ等 RECV CCSUSD20101129JPMLDN LONG 0.0 2010/11/29 RUB 58,215,612 0.18 1,991,422.51

ロシア 金利スワップ等 REVC CCSUSD20111114JPMLDN LONG 0.0 2011/11/14 RUB 58,215,612 0.19 2,118,927.54

ロシア 金利スワップ等 RECV CCSGBP20100315JPMLDN LONG 0.0 2010/3/15 RUB 87,695,998 0.27 2,960,300.52

ロシア 金利スワップ等 RECV CCSUSD20121031JPMLDN LONG 0.0 2012/10/31 RUB 58,215,612 0.22 2,404,840.68

ロシア 金利スワップ等 RECV CCSUSD20111012JPMLDN LONG 0.0 2011/10/12 RUB 53,309,802 0.17 1,922,496.86

ロシア 金利スワップ等 RECV CCSRUB 0% 3/8/14 /RUB/ 14.1 2014/3/8 RUB 198,579,600 0.53 5,892,139.89

ロシア 金利スワップ等 PAYB CCSGBP20100315JPMLDN  

SHORT 

6.33 2010/3/15 GBP -1,780,000 -0.26 -2,874,432.93

ロシア 金利スワップ等 PAYB CCSUSD201011129JPMLDN 

SHORT 

6.88 2010/11/29 USD -1,780,000 -0.16 -1,780,000.00

ロシア 金利スワップ等 PAYB CCSUSD2011114JPMLDN 5.93 2011/11/14 USD -1,780,000 -0.16 -1,780,000.00

ロシア 金利スワップ等 PAYB CCSUSD20121031JPMLDN 

SHORT 

6.61 2012/10/31 USD -1,780,000 -0.16 -1,780,000.00

ロシア 金利スワップ等 PAYB CCSUSD20111012JPMLDN 

SHORT 

7.5 2011/10/12 USD -1,630,000 -0.15 -1,630,000.00

ロシア 金利スワップ等 RECV CCSRUB V/R  3/8/14 0.0 2014/3/8 USD -6,810,000 -0.62 -6,810,000.00

南アフリカ 

共和国 

国債 REPUBLIC 13.5% 9/15/15 /ZAR/ 13.5 2015/9/15 ZAR 579,347,301 8.75 96,590,536.49

南アフリカ 

共和国 

国債 REPUBLIC SA 10.5% 12/21/26/ZAR 10.5 2026/12/21 ZAR 29,200,000 0.41 4,471,794.37

南アフリカ 

共和国 

国債 REPUBLIC OF SA 8% 12/21/18/ZAR 8.0 2018/12/21 ZAR 142,990,000 1.65 18,194,949.57

 
※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・ 
マネジメントにて作成。 

 



第５ 設定及び解約の実績（原請求目論見書 43 頁） 
以下のとおり更新されます。 
 

期間 設定数量（口数） 解約数量（口数） 

第１期計算期間 

（平成 20 年９月 30 日～平成 21 年５月 25 日） 
207,831,800 2,729,659 

第２期中間計算期間 

（平成21年５月26日～平成21 年11 月25 日） 
246,870,450 14,064,888 

（注）第１期計算期間の設定数量（口数）は、当初設定数量（口数）を含みます。 
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設定・運用は 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 
 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。 



 

 

 

１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「エマージング・カレンシー・債券

ファンド（１年決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23

年法第 25 号）第５条の規定により有価証券届出書を平成 21 年８月 24 日に関東財務局

長に提出しており、平成 21 年８月 25 日にその効力が発生しております。 

 

２．金融商品取引法第 13 条第２項第２号に定める内容を記載した投資信託説明書（請求目

論見書）は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合

には、投資家自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、

当投資信託説明書（交付目論見書）は、投資信託説明書（請求目論見書）を添付して

おります。 

 

 
 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の

支払対象ではありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありませ

ん。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様

が負うことになります。 
 

 



下記の事項は、この投資信託（以下「当ファンド」といいます。）をお申し
込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項と
してお知らせするものです。 
お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書 （交付目論見書）の
内容を十分にお読みください。 

記 
 
◎当ファンドに係るリスクについて 
 
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。公社
債の価格は、一般的には金利水準、残存期間の影響を受けます。また発行
体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥
った場合などは無価値となる場合もあり、基準価額が下落し、損失を被る
ことがあります。投資対象国である新興国への投資は、先進国と比較して、
相対的に高いリスクがあります。また、外貨建て資産に投資をしておりま
すので、為替変動により、損失を被ることがあります。したがって、ご投
資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落に
より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「為
替変動リスク」「カントリーリスク」および「信用リスク」等があります。
 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 
 
 
◎当ファンドに係る手数料等について 
 
●申込時に直接ご負担いただく費用 
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限3.675％（税抜3.5％）

●解約時に直接ご負担いただく費用 
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5％ 

●投資信託の保有期間中にご負担いただく費用 
・信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.10％） 
・投資対象ファンドの運用報酬 年率0.8％ 

実質的な信託（運用）報酬（税込・年率）の概算値 
年1.955％程度 

 
●その他費用 
有価証券の売買に係る売買委託手数料、ファンドに関する租税、信託事務
の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、外貨建て資
産の保管等に要する費用、ファンドに係る監査費用 等 
その他費用（投資先ファンドにおいて発生する費用等を含みます。）につ
いては、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に
全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできませ
ん。 

 
上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有さ
れる期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 
 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 
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① 

ファンドの概要 
エマージング･カレンシー･債券ファンド(１年決算型)
 
※ お申し込みの際には、掲載の投資信託説明書（交付目論見書）記載内容をよくお読み

いただき、当ファンドの内容・手数料等・リスクを十分にご理解いただいた上で、ご
自身の判断でお申し込みください。 

 

ファンドの目的および基本的性格について 
商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 
ファンドの 
目的 

この投資信託は、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成
長をめざして運用を行います。 

主な投資対象 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法
人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投
資対象とします。 
＜ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人＞ 
「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレン
シー・ボンド・ファンド」投資証券 
＜証券投資信託＞ 
「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券 

主な投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款におい
てファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されて
いるものについては投資信託財産の純資産総額の50％を超えて
取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の
純資産総額の50％を超えないものとします。 

③ 株式への直接投資は行いません。 
④ 外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の
理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。 

信託期間 原則として無期限とします。  
ただし、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。 

決算日 原則として、毎年５月 23 日とします。 
なお、該当日が休業日の場合は翌営業日です。 

収益分配 毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定し
ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があ
ります。  
・「一般コース」 

原則として、決算日から起算して５営業日目までに収益分配金
のお支払いを開始いたします。  

・「自動けいぞく投資コース」 
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投
資され、手数料はかかりません。  



 
                                                 

② 

 

取得申込手続きについて 
申込方法 販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。

 
収益分配金の受取方法によって「一般コース」および「自動けいぞ
く投資コース」の２通りがあります。 

 
なお、販売会社や申込形態により、どちらか一方のコースのみのお
取り扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。 

受付時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所※が半休日となる場
合は午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。なお上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日
のお取扱いとなります。 
※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
市場をいいます。 

受付不可日 販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当
する場合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。 
●ルクセンブルグの銀行休業日 
●ロンドンの銀行休業日 
●ニューヨークの銀行休業日 

受付場所 販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。 
申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 
 なお、基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い

合わせください。 
申込単位 お申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合

わせください。 
取得申込の 
受付の中止・ 
既に受付けた 
取得申込の 
受付の取消 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデタ
ーや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、
信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込の受付を取
り消す場合があります。 

※当ファンドについては、販売会社または下記の連絡先までお問い合わせください。 
 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 （委託会社） 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号  03-5157-5549 

お問い合わせ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合９:00～12:00）



 
 

③ 

 

換金（解約）手続きについて 

受付時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場

合は午前 11 時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したも

のを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営

業日のお取扱いとなります。 

受付不可日 販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当す

る場合は、換金の請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお

問い合わせください。 

●ルクセンブルグの銀行休業日 

●ロンドンの銀行休業日 

●ニューヨークの銀行休業日 

支払開始日 原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払い

いたします。 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基

準価額に 0.5％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

解約価額 

※解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.5％）

換金単位 販売会社が定める単位をもって換金できます。 

 ※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しく

は、販売会社にお問い合わせください。 

換金申込の 

受付の中止・ 

既に受付けた

換金申込の 

受付の取消 

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停

止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフ

ォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、ク

ーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もし

くは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるとき

は、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約請求の

受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中止された場合に

は、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請

求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回し

ない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後

の 初の基準価額の計算日（この計算日が解約の請求を受付けない日

であるときは、この計算日以降の 初の解約の請求を受付けることがで

きる日とします。）に解約の請求を受付けたものとして取り扱います。



 
                                                 

④ 

 
当ファンドにおいてご負担いただきます手数料等 
申込手数料 
 

お申込手数料につきましては、3.675％（税抜 3.5％）を上限とし
て販売会社が定めるものとします。 
※詳しくは、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。

信託報酬等 
 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.155％（税抜
1.10％）の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用
計上されます。 
※信託報酬の配分は、以下の通りとします。（括弧内は税抜です。）

信託報酬（年率） 

合計 委託会社 販売会社 受託会社 
1.155％ 

（1.10％） 
0.3885％ 
（0.37％） 

0.735％ 
（0.70％） 

0.0315％ 
（0.03％）

※投資先ファンドの運用報酬（年率 0.80％）を加えた、実質的な
信託（運用）報酬（税込・年率）の概算値は、年 1.955％ 程度
です。 

その他の 
手数料等 
 
 

① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的
として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託
財産から支払われます。 

② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および
受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産
から支払われます。 

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数
料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建て資産の保管
等に要する費用は信託財産から支払われます。 

④ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等
に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され、信託報酬の
支弁される日に信託財産中から支払われます。 

※その他の手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等
により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額また
はこれらの計算方法を示すことはできません。 

※手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有
される期間等に応じて異なりますので、表示することができませ
ん。 

換金（解約）
手数料等 
 

① 換金（解約）手数料 
換金（解約）手数料はかかりません。 

② 信託財産留保額 
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.5％の率を乗じて

得た額とします。 



 
 

⑤ 

 

投資先ファンドにおいてご負担いただきます手数料等 

 
 

当ファンドが投資対象とする米ドル建て外国投資法人「SIM ブル
ーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボ
ンド・ファンド」（以下「投資先ファンド」といいます。）におけ
る手数料等 

申込手数料 申込手数料はかかりません。 

換金（解約）
手数料 

換金（解約）手数料はかかりません。 

  
運用報酬 運用報酬（年率） 投資先ファンドの純資産の 0.80％  
  
＜参考＞ なお、当ファンドの信託報酬（年率 1.155％）に、投資先ファンド

の運用報酬（純資産総額に対して年率 0.80％）を加えた、受益者
が実質的に負担する信託（運用）報酬率の概算値は以下の通りで
す。(申込手数料、解約留保額等は含んでおりません。）ただし、
この値はあくまでも実質的な信託（運用）報酬率の目安であり、
投資先ファンドの組入れ状況および為替相場の変動によっては、
実質的にご負担いただく信託（運用）報酬率は変動いたします。 
 

全体としての実質的な信託（運用）報酬（税込・年率）の概算値

年 1.955％ 程度  
  
その他の 
手数料等 
 

保管報酬・登録・名義書換、支払代理人報酬・所在地事務・管理
事務代行報酬（合わせて年率 0.3％を上限）、その他主要な費用と
して、運営および管理に関する報酬（設立・登録費用、資産に対
するルクセンブルグの年次税、投資先ファンドの取締役が負担し
た実費、弁護士報酬・監査報酬、継続登録費用、翻訳費用、目論
見書作成・配布費用、株主への財務報告書類等の作成・配布費用
等を含みますがこれらに限定されません。また、設立・登録費用
50,000 ユーロおよび投資先ファンドの設立費用は５年間を限度と
する期間で償却されます。）、さらに売買仲介手数料を含むポート
フォリオ組入有価証券取引関連費用、および訴訟費用等の臨時特
別費用等が含まれます。なお、償還手数料はかかりません。 
※その他の費用につきましては、運用状況等により変動するもので
あり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を
示すことはできません。 

＜参考＞ 
 

●「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 
信託報酬、申込手数料、換金手数料等はかかりません。 



 
                                                 

⑥ 

 

主なリスクと留意点 

主なリスクと 

留意点 

 

当ファンドは、組み入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が
大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当フ
ァンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご
注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるもので
はありません。 
 
① 価格変動リスク（金利変動リスク） 

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資し
ます。公社債の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、
金利が上昇した場合は下落します。価格変動は、一般的には残存
期間が長い公社債の方が、短いものより大きくなります。また発
行体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、
倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的
に組み入れた公社債の価格の下落は基準価額が下がる要因とな
り、その結果投資元本を割り込むことがあります。 
また当ファンドは、先進国の債券に比べ、市場規模や取引量が

比較的小さい国･地域の公社債を実質的な投資対象としますが、
そうした公社債の価格は大きく変動することがあります。さらに
流動性が低いため、想定する債券価格と乖離した価格で取引を行
わなければならない場合などがあり、そうしたことが基準価額の
下落要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。

 
② 為替変動リスク 

当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資
した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為
替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元
本を割り込むことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有
価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨
に対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価
額が下落する場合があります。為替レートは、各国の経済･金利
動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動し
ます。 
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や

取引量が比較的小さい国･地域を実質的な投資対象としますが、
そうした国･地域の為替相場は大きく変動することがあります。
さらに、流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレー
トで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのこと
が基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割り込むこと
があります。 



 
 

⑦ 

 
主なリスクと留意点 
主なリスクと 
留意点 
 

③ カントリーリスク 
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、

投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規制等の変化によ
り、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込む
ことがあります。 
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱

であるため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨
準備高等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外
国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。 
また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外

国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比
較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化
（格付けの低下）、経営不安･破綻、金融危機、経済危機等が起り
やすいリスクもあります。また決済の遅延･不能や決済制度上の
問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外か
らの投資に対する規制や外国人投資家に対する課税の強化･導
入、外国への送金･資産凍結などの規制の強化･導入、金融商品取
引所･市場の閉鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変
化、戦争、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国
為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影
響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。 

 
④ 信用リスク 

当ファンドは、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経
営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等によ
り基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営･財務状況の急激な

悪化や経営不安･破綻が起りやすいリスクがあります。 
また、当ファンドの資産をコール･ローン、譲渡性預金等の短

期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が
発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込
むことがあります。 

 
⑤ その他の留意点 
１）金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他や

むを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、ある
いは既に受付けた注文を取り消すことがありますのでご注
意ください。 

２）投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、
投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。  



 
                                                 

⑧ 

 
主なリスクと留意点 
主なリスクと 
留意点 
 
 

３）当ファンドの基準価額は、組み入れた投資信託証券の価格が
当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によっ
て修正されたことにより訂正される場合や、当該国･地域等
の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が
行われない場合があります。 

４）ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託
を終了させる場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



－ 1 － 

第一部【証券情報】 

(１)【ファンドの名称】 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型）（以下「当ファンド」 

または「ファンド」という場合があります。） 

(２)【内国投資信託受益証券の形態等】 

・追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。） 

・格付けは取得していません。 

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」と

いいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「（11）

振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座

管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され

ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることに

より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である新生イン

ベストメント・マネジメント株式会社（以下、「委託者」、「委託会社」ま

たは「当社」という場合があります。）は、やむを得ない事情等がある場合

を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受

益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

(３)【発行（売出）価額の総額】 

5,000億円を上限とします。 

(４)【発行（売出）価格】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額※１とします。 

午後３時（わが国の金融商品取引所※２が半休日の場合は午前11時）までに、取

得申込が行われ、かつ当該取得申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了した

ものを当日のお申し込み分とします。 

※１「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託

協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額

を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における

受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては１万

口当りの価額で表示されます。 

※２「金融商品取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商

品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融

商品市場をいいます。（以下同じ。） 

 

・基準価額につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先にお問い

合わせください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社  

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問い合わせ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00～

12：00） 

また、原則として、基準価額計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン

基準価格」欄に略称「エマ１Y」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 
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(５)【申込手数料】 

① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675％（税抜3.5％）を上限とし

て販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは、販売会社または（４）に記載される委託会社の照会先にお問

い合わせください。 

② 「自動けいぞく投資コースでお申し込みの場合、収益分配金の再投資によ

り取得する口数については、お申込手数料はかかりません。 

(６)【申込単位】 

お申込単位につきましては、販売会社または（４）に記載される委託会社の照

会先にお問い合わせください。 

(７)【申込期間】 

平成21年８月25日から平成22年８月24日まで 

平成22年８月25日以降のお申込期間については、あらたに有価証券届出書を提

出することによって更新されます。 

(８)【申込取扱場所】 

ファンドの申込取扱場所である「販売会社」については（４）に記載される委

託会社の照会先までお問い合わせください。 

(９)【払込期日】 

お申込金額は、販売会社が指定する期日までにお支払いください。お申込金額

には利息は付利されません。 

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日

に、委託会社の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行（以下「受託者」

または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託

している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。 

(10)【払込取扱場所】 

お申込金額は、お申し込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所につ

いてご不明の場合は、（４）に記載される委託会社の照会先までお問い合わせく

ださい。 

(11)【振替機関に関する事項】 

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

(12)【その他】 

① お申し込みの方法 

受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申し込みください。 

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」

と、分配金が税引き後、自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」

の２つの申込方法があります。「自動けいぞく投資コース」による再投資の

際には手数料はかかりません。 

お申し込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、

どちらかのコースをお申し出ください。 

なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取

り扱いとなる場合や、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会

社にお問い合わせください。 
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② 取得申込不可日 

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場

合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い

合わせください。 

●ルクセンブルグの銀行休業日 

●ロンドンの銀行休業日 

●ニューヨークの銀行休業日 

③ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取り消し 

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の

停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者

の判断でファンドの受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受

付けた取得申込の受付を取り消す場合があります。 

④ 日本以外の地域における発行は行いません。 

⑤ 振替受益権について 

・ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関

に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にし

たがって取り扱われるものとします。 

・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替

機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがっ

て支払われます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」

といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま

せん。 
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第二部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

(１)【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の

確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行います。 

② ファンドの基本的性格 

当ファンドは、追加型投信／海外／債券に属します。 

当ファンドは社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通り

となります。 

 

商品分類表   

単位型・追加型 投資対象地域 
投資対象資産 

（収益の源泉） 

 株 式 

単 位 型 投 信 

国 内 

債 券 

 海 外 不動産投信 

追 加 型 投 信 
その他資産 

（     ） 

 

内 外 

資産複合 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞ 

追加型投信 ・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来

の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 

海      外 ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益

が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

債      券 ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益

が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 
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属性区分表     

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

株式 年１回 グローバル   

一般  (含、日本)   

大型株 年２回    

中小型株  日本   

 年４回    

債券  北米 ファミリーファンド あり 

一般 年６回   (   ) 

公債 (隔月) 欧州   

社債     

その他債券 年１２回 アジア   

クレジット属性 (毎月)    

(   )  オセアニア   

 日々    

不動産投信  中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし 

 その他    

その他資産 (   ) アフリカ   

(投資信託証券(債券(一般)))     

  中近東   

資産複合  (中東)   

(   )     

資産配分固定型  エマージング   

資産配分変更型     

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 
※当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を

示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（債券（一般））））と収益の
源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券）とが異なります。 

＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞ 
その他資産（投資信託証券（債券（一般）））・・・ 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主

として投資信託証券であり（投資形態がファミリーファンドま
たはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）、実質的
に主として債券 一般（公債、社債、その他債券属性にあてはま
らない全てのものをいいます。）に投資する旨の記載があるも
のをいいます。 

年 １ 回・・・ 目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載
があるものをいいます。 

エ マ ー ジ ン グ・・・ 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
がエマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。 

ファンド・オブ・ファンズ・・・ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファン
ド・オブ・ファンズをいいます。 

な し・・・ 目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジ
を行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨
の記載がないものをいいます。 

（注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、
社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http：//www.toushin.or.jp）
で閲覧が可能です。 
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③ 信託金限度額 

委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加す

ることができます。 

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 

④ ファンドの特色 
 

 

外国投資法人（「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・

カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券）（以下、「ブルーベイ・ファ

ンド」といいます。）を通じて、主に現地通貨建てのエマージング債券に

投資し、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長をめざしま

す。 
 

＜現地通貨建てエマージング債券とは＞ 

エマージング諸国の自国通貨建て（現地通貨建て）債券をいいます。 
 

＜エマージング諸国とは＞ 

一般的に経済発展の途上にあり、既に成熟した先進国並みの経済をめざす成長段

階に位置している国および地域を指します。 
 

＜主なエマージング諸国の例＞ 

●東欧地域

ロシア、トルコ、ポーランド、ハンガリー、

スロバキア、ウクライナ等

●アジア地域

中国、インド、マレーシア、タイ、

インドネシア等

●中東・アフリカ地域

南アフリカ、モロッコ、エジプト、

ナイジェリア、チュニジア等

●中南米地域

ブラジル、コロンビア、チリ、メキシコ、

パナマ、ジャマイカ、エクアドル、

アルゼンチン、ペルー、ドミニカ共和国等

 
※上図は、一般的なエマージング諸国を例示したものであり、ブルーベイ・ファ

ンドは、上記のエマージング諸国に投資するとは限りません。また、上記以外

のエマージング諸国に投資を行う場合があります。 

エマージング債券は一般的に先進国の債券と比較してカントリーリスクが高い

反面、相対的に高い利回りが期待できます。ブルーベイ・ファンドがベンチマ

ークとする「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・

マーケット・ブロード・ダイバーシファイド」（米ドル建て：為替ヘッジなし）

の利回りは、世界主要国の国債の利回りと比較すると相対的に高めです。 

１ 
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＜エマージング債券＜現地通貨建て＞インデックス構成国と世界国債インデックス 終利回り比較＞ 

（2009 年６月末現在） 
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※「エマージング債券（現地通貨建て）インデックス」はJPモルガン・ガバメン

ト・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバー

シファイド（米ドル建て：為替ヘッジなし）、「世界国債インデックス」はシ

ティグループ世界国債インデックス（日本を含む）の指数を使用しています。 

※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・

ブロード・ダイバーシファイド（米ドル建て：為替ヘッジなし）とは、JPモル

ガンが公表している現地通貨建てエマージング債券の指数であり、2009年６月

末時点では17ヵ国から構成されています。当該インデックスは１カ国の構成比

を10％までに制限しています。また、同インデックスは世界銀行の定義におい

て２年連続して低・中所得国と区分された国から構成されます。 

※世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・イン

クの開発した、世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均

し、指数化したものです。 

※「ブルーベイ・ファンド」は上記のエマージング諸国の債券に投資するとは限

りません。また上記以外のエマージング諸国の債券に投資を行う場合がありま

す。 

※出所：JPモルガン、ブルームバーグデータ2009年６月末をもとに新生インベス

トメント・マネジメント株式会社にて作成。 
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＜エマージング諸国の投資リスクについて＞ 

当ファンドが投資する投資信託証券の投資対象国であるエマージング諸国は、先

進国と比較し、一般的に情報の開示などの基準が異なる場合があり、投資判断に

際して正確な情報を充分に確保できない場合があります。また、政治・経済情勢

などの安定性の欠如による、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取

引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常

事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自

然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖、もし

くは、流動性の極端な減少等）も想定されます。その他、政府当局による海外か

らの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、金融

商品取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場

合には金融商品市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっ

ては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能と

なることも想定されます。 

当ファンドのリスクの詳細に関しましては、「３ 投資リスク、（１）ファンドの

リスクと留意点」をご参照ください。 
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主として外国投資法人の投資証券に投資し、一部国内証券投資信託（親投

資信託）の受益証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。 

 

 

受 
 

 

益 
 

 

者 

＜当ファンド＞ 

 
エマージング・ 
カレンシー・ 
債券ファンド 
（１年決算型） 

  
設定・運用 

新生インベストメント・ 

マネジメント株式会社 

＜投資対象ファンド＞ 

 
「SIM ブルーベイ・ 

エマージング・マーケット・ 
ローカル・カレンシー・ 

ボンド・ファンド」 
（ルクセンブルグ籍） 

 
 

「SIM ショートターム・ 
マザー・ファンド」 

 

エマージング

諸国の債券等

 

 
わが国の短期

公社債および

短期金融商品等

投資
損益 

損益

投資 

損益 

投資 

分配金 

解約金 

償還金 

お申込金 

 
 
 

ブルーベイ・ファンドの特色 
 

・ 主に現地通貨建てのエマージング債券（国債、政府機関債、社債等）に投資を

行い、グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分

析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。 

・ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・

ブロード・ダイバーシファイド（米ドル建て：為替ヘッジなし）をベンチマー

クとし、これを上回るリターンをめざします。 

・ 運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシー（以下「ブルー

ベイ社」といいます。）が行います。 
  

 

●各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市場動向などを勘案して決定するもの

とし、原則として、ブルーベイ・ファンドの組入れ比率を高位とすることを基本と

します。 

 

●当ファンドは外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

ただし、ブルーベイ･ファンドでは為替取引を機動的に行います。 

（例）現地通貨を米ドルやユーロなどの先進国通貨に対して為替ヘッジを行います。 

 

●「SIM ショートターム・マザー・ファンド」は主としてわが国の短期公社債および

短期金融商品等に投資し、新生インベストメント・マネジメント株式会社が運用し

ます。 

 

※資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。 

2 
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＜ブルーベイ社とは＞ 

2001年７月にロンドンで設立されたクレジット債券運用に特化した資産運用会社

です。エマージング債券、ハイ・イールド債券等の運用を行っています。2009年

６月末時点の運用資産残高は約２兆3,300億円となっており、そのうちエマージン

グ債券運用資産残高は4,200億円超となっております（2009年６月末日の三菱東京

UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値1米ドル=96.01円にて換算）。ブルーベイ社

が運用する「ブルーベイ・エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」は2005

年６月に格付会社のS&P社の格付けにおいて「AA」の評価を得ました。これは、ブ

ルーベイ社の統制の取れた投資プロセス、経験豊富な人たちのチームワークによ

って達成された堅実な運用実績、リスク管理体制などが総合的に評価されたこと

によるものです。また、2006年11月にブルーベイ社はロンドン証券取引所に上場

しました。 
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(２)【ファンドの仕組み】 
① ファンドの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット

ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド

（ルクセンブルグ籍） 

 
新生インベストメント・マネジメント

株式会社 

 

信託財産の運用指図、目論見書お

よび運用報告書の作成、基準価額

の計算および信託財産に関する帳

簿書類の作成を行います。なお、信

託財産の計算その他当ファンドの事

務管理に関する業務を第三者に委

託することがあります。 

委託会社 

受益者 

エマージング諸国 

の債券等 

 
エマージング・カレンシー・債券ファンド

（１年決算型） 

 

株式会社りそな銀行 

 

（再信託受託銀行:日本トラ 

スティ・サービス信託銀行

株式会社） 
 

信託財産の保管・管理・計算

等を行います。 

受益権の募集の取扱いおよび販

売、一部解約に関する事務、収益

分配金、償還金および一部解約金

の支払い、ならびに収益分配金の

再投資に関する事務等の代行等

を行います。 

販売会社 

受託会社 

SIM ショートターム・ 

マザー・ファンド 

わが国の短期公社債 

および短期金融商品等 

分配金・解約金・償還金 お申込金 

１．証券投資信託契約 

損益 投資 投資 

損益 投資 損益 投資 

２．投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約

損益
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② 契約等の概要 

１）証券投資信託契約 

「証券投資信託契約」は、委託会社（新生インベストメント・マネジ

メント株式会社）と受託会社（株式会社りそな銀行）との間で結ばれ、

投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管

理について定めた契約です。 

２）投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約 

「投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約」は、委託会社（新生

インベストメント・マネジメント株式会社）と販売会社との間で結ば

れ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、投資信託契約の一

部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、な

らびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引き

受けることを定めた契約です。 

③ 委託会社の概要 

１）資本金 

４億9,500万円（平成21年６月末日現在） 

２）沿革 

平成13年12月17日：新生インベストメント・マネジメント株式会社と

して設立 

平成14年２月13日：「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法

律」に基づく投資顧問業の登録 

平成15年３月12日：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく

投資信託委託業および「有価証券に係る投資顧問

業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約

にかかる業務の認可 

平成19年９月30日：証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資

運用業、投資助言・代理業のみなし登録 

３）大株主の状況 

 （平成21年６月末日現在）

氏名または名称 住所 所有株式（株） 所有比率（％）

株式会社新生銀行 
東京都千代田区 

内幸町二丁目１番８号 
9,900 100 
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２【投資方針】 

(１)【投資方針】 

① ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である

「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボ

ンド・ファンド」投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも

のをいいます。）および証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・

ファンド」受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい

います。）を主な投資対象とします。 

※当ファンドは、ファンド･オブ･ファンズであり、投資対象とする外国投資

信託に組み入れる銘柄の選択について重視し、当該ファンドに投資を行い

ます。 

② 投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証

券の収益性を勘案して委託会社が決定します。投資信託証券への投資は、高

位を維持することを基本とし、外国投資信託証券への投資比率を高位に保ち

ます。 

③ 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、

残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生

した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 

(２)【投資対象】 

① 投資の対象とする資産の種類 

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとし

ます。 

次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する

法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

１）有価証券 

２）金銭債権 

３）約束手形（上記１）に掲げるものに該当するものを除きます。） 

および、次に掲げる特定資産以外の資産 

１）為替手形 

② 運用の指図範囲等 

委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および新生イ

ンベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行

を受託者として締結された親投資信託である「SIM ショートターム・マザー・

ファンド」の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項

の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に

投資することを指図します。 

１）ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人であ

る「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレン

シー・ボンド・ファンド」投資証券 
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２）証券投資信託「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券 

３）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品

（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号

に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。 

１）預金 

２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証

券発行信託を除きます。） 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

 

＜投資対象投資信託証券の概要＞ 

１）「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボ

ンド・ファンド」 

ファンド名 SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシ

ー・ボンド・ファンド 

形態 ルクセンブルグ籍オープン・エンド型米ドル建て外国投資法人 

運用の基本方針 中長期的に収益および資本増による高レベルのリターンをめざし

ます。 

投資態度 

 

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・

マーケット・ブロード・ダイバーシファイド（米ドル建て：為替ヘ

ッジなし）をベンチマークとし、これを上回るリターンをめざしま

す。 

投資対象 

 

① このファンドは、原則として純資産総額の2 / 3以上を直接的、

間接的（例えばクレジット・リンク債券を通じて）にあらゆる格

付け（投資適格※および投資適格未満を含む）のエマージング諸

国の政府、またはエマージング諸国に所在する法人が発行する現

地通貨建ての債券に投資します。 

※投資適格とは、スタンダード・アンド・プアーズ社においては

BBBマイナス以上、ムーディーズ社においてはBaa3以上の格付

けを取得したものをいいます。 

 主な投資可能債券は、以下の通りです。 

 ・現地通貨建て国内市場で取引されている当該国の国債 

 ・当該国内市場で取引されている銀行や企業が発行する社債 

 

② このファンドは原則として純資産総額の1 / 3を上限として自

国通貨以外の通貨（例えば、米ドル）で表示されたエマージング

諸国の発行体が発行する債券に投資することができます。 

 
③ このファンドは、現地通貨のポジションもアクティブに取りま

す。 
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④ 運用の効率化に資するため、直接投資できない市場に投資する

ため、またポジションのヘッジを行うために、金融デリバティブ

商品に投資することがあります。 

 ⑤ 純資産総額の10％以上の借入れは行いません。 

 

⑥ 原則として株式への投資割合は純資産総額の10％、転換社債あ

るいは新株予約権付社債への投資割合は純資産総額の25％、短期

金融商品への投資割合は純資産総額の1 / 3を上回らないものと

します。 

 ただし、これらの資産への投資合計は、純資産総額の1 / 3を

上回らないものとします。 

信託報酬 0.80％ 

申込手数料 ファンドで買付ける場合は不要です。 

その他の費用 別途ファンドの管理費用（上限0.3％）等がかかります。 

運用会社 BlueBay Asset Management PLC 

設定日 2006年７月４日 

信託期間 無期限 

決算日 毎年６月30日 

設定、解約 ルクセンブルグ、ロンドンの銀行休業日を除く毎営業日 

収益分配方針 原則として経費控除後の利子・配当等収益および売買益の全額を分

配します。 

 

投資先ファンドは上記のような投資方針に基づいて運用が行われますが、市況動向等

によっては上記のような運用が行われないことがあります。 

（注）運用報酬や管理費等については、後記「４ 手数料等及び税金」をご参照くださ

い。 

 

２）「SIM ショートターム・マザー･ファンド」 

ファンド名 SIM ショートターム・マザー･ファンド 

形態 証券投資信託 / 親投資信託 

運用の基本方針 信託財産の安定的な収益の確保を図ることを目的として運用を行

うことを基本とします。 

主な投資態度 わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確

保を図ります。なお、市況動向により、上記のような運用が行えな

い場合があります。 

主な投資対象 わが国の短期公社債および短期金融商品です。 

主な投資制限 ① 外貨建て資産への投資は行いません。 

② 有価証券先物取引等を行うことができます。 

③ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

決算日 年１回、原則として毎年５月23日（収益の分配は行いません。） 

申込手数料 かかりません。 
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解約手数料 かかりません。 

運用報酬 かかりません。 

運用会社 新生インベストメント･マネジメント株式会社 

受託銀行 株式会社りそな銀行 

 

(３)【運用体制】 

① 新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ファンド運用に関する主な会議および組織は以下の通りです。 

会 議 役 割・機 能 

投資政策委員会 運用に関わる基本事項を審議し、運用が適切かつ適正に行われる

体制を整えることを目的として、原則月１回会議を開催していま

す。 

運用の基本方針の決定を行い、運用計画、投資ガイドライン等の

検討を行います。 

リスク管理委員会 業務執行に際して生じる多様なリスクについての基本事項及び

関連事項を審議、決定することを目的として、原則月１回会議を

開催しています。運用リスクの管理状況、投資ガイドラインの遵

守状況等の確認を行います。 

  

組 織 役 割・機 能 

運用部 

（８名） 

運用部は、運用計画書を作成し、投資政策委員会に提出して承認

を受けます。 

・当ファンドにおいては、投資環境および資金動向等により、投

資対象ファンドおよびその他資産への投資割合を総合的に判

断し決定します。 

・投資制限のチェック、運用成果の分析および評価、運用リスク

分析等を定期的に行います。 

トレーディング室 運用計画書の確認後、売買発注の執行等を行います。 

管理部 信託財産の管理事務のほか、運用リスクの管理、法令遵守状況の

管理も行います。 

※なお、コンプライアンス・オフィサーは、管理部に属します。 

また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用

業務管理規程、ファンドマネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの

売買における発注先選定基準などに関して取扱い基準を設けることにより、利益相

反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守の徹底を図っていま

す。 
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② ブルーベイ社 

ブルーベイ社の運用体制は、以下の通りです。 

１）エマージングマーケットチーム 

 

   
投資委員会 

 
リスク管理 

運用チーム
 

ポートフォリオ・マネジャー ５名 

アナリスト
 

アナリスト ５名 

取引執行、資金調達 
 

トレーダー ５名 

・ 投資委員会は、CIOおよび全シニア・ポートフォリオ・マネジャーの 

12名で構成。 

・ ブルーベイ社のエマージング・デスクはポートフォリオ・マネジャー5 

名、アナリスト 5名から成るチームで構成。 
・ 運用は、投資委員会で議論されるブルーベイ社共通のマクロの見方と、 

アナリストやトレーダーからのボトムアップ情報を組み合わせ、ポー 

トフォリオを構築していきます。 

４名 

・ 投資委員会は、CIO・COOおよび全シニア・ポートフォリオ・マネジャー

の 17名で構成。

 
 

・ブルーベイ社の投資の意思決定過程は、ボトムアップとトップダウンを組

み合わせたものとなります。トップダウン・アプローチでは、投資委員会

（インベストメント・コミッティー）にてマクロ経済、金利などの状況を

議論し、市場の方向性を予想し、ポートフォリオ全体のリスクを決定しま

す。トップダウンによって決まった全体的なリスクに対し、ボトムアップ・

アプローチでは全体的なリスクの範囲内で、ファンダメンタルズ、テクニ

カル、取引コスト、流動性といった観点から個別の銘柄を選別し、実際の

投資を決定していきます。エマージング債券の運用では、個別銘柄の選択

が非常に重要で、ボトムアップ・アプローチの比率が高くなっています。 
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２）投資プロセス 

クレジット分析

独自のリサーチ・モデルを使用
してのスコアリング・システム

ポートフォリオ構築

目標投資リターン

価格評価

実質価格と相対価格分析使用

リスクコントロールリスクコントロールリスクコントロールリスクコントロール

リスクコントロールリスクコントロール  
 

・個別の投資の決定は、社内外からの情報、調査に基づき行われます。社内

には資産クラス毎にクレジット・リサーチを担当するクレジット・アナリ

ストがおり、この内部のアナリストが作成したレポートを基に投資を行っ

ています。 

 

・エマージング債券の評価では、ブルーベイ社独自の調査に加え、エマージ

ング各国の政府やＩＭＦなどの国際機関の公表データ、投資銀行のリサー

チ等を基に、10項目のファンダメンタル・チェックシートを作成し、債務

支払能力を評価しています。各項目に５点満点で評価を行い、10項目のチ

ェックを行うことでバランスよく、様々な観点から債務支払能力を分析し

ています。 

 

・社外情報では、エマージング各国政府の開示情報、ＩＭＦ、世界銀行など

の国際機関のレポート、投資銀行のリサーチなどを利用しますが、こうい

った社外情報は参考資料として位置付けられており、社外情報だけで投資

判断を行わず、必ず社内で分析を行ってから投資を行います。 

  

※上記運用体制は平成21年６月末日現在のものであり、今後変更となる場合

があります。 

 

(４)【分配方針】 

① 収益分配方針 

毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

１）分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等

の全額とします。 
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２）分配対象額についての分配方針 

分配対象額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定分配を継

続的に行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には分

配を行わないことがあります。 

３）留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みま

す。）については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いま

す。 

② 収益分配金の支払い 

「一般コース」 

原則として、決算日から起算して５営業日目までに収益分配金のお支払い

を開始いたします。お支払いは販売会社において行います。 

「自動けいぞく投資コース」 

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資され、手

数料はかかりません。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま

たは記録されます。 

 

（注）収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載また

は記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前にお

いて解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該

収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代

金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権

については、原則として取得申込者とします。）に、原則として決

算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始いたします。 

 

(５)【投資制限】 

投資信託約款に基づく投資制限 

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファン

ド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては

投資信託財産の純資産総額の50％を超えて取得できるものとし、それ以外の

ものについては投資信託財産の純資産総額の50％を超えないものとします。 

③ 株式への直接投資は行いません。 

④ 外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等によ

り特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

⑤ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、

一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのため

に借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる

収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通

じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
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もって有価証券等の運用は行わないものとします。 

⑥ 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代

金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間

または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の

解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である

場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の

解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金

の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超

えないこととします。 

⑦ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁

される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を

限度とします。 
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３【投資リスク】 

（１）ファンドのリスクと留意点 

当ファンドは、組み入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大き

く変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファン

ドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意くださ

い。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。

 

① 価格変動リスク（金利変動リスク） 

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。

公社債の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上

昇した場合は下落します。価格変動は、一般的には残存期間が長い公

社債の方が、短いものより大きくなります。また発行体が財政難や経

営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合な

どは無価値となる場合もあります。実質的に組み入れた公社債の価格

の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込む

ことがあります。 

また当ファンドは、先進国の債券に比べ、市場規模や取引量が比較

的小さい国･地域の公社債を実質的な投資対象としますが、そうした公

社債の価格は大きく変動することがあります。さらに流動性が低いた

め、想定する債券価格と乖離した価格で取引を行わなければならない

場合などがあり、そうしたことが基準価額の下落要因となり、その結

果投資元本を割り込むことがあります。 

 

② 為替変動リスク 

当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した

資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レート

の変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込む

ことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等の価格が

表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円が高くな

った場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があり

ます。為替レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、為替市

場の動向など様々な要因で変動します。 

また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引
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量が比較的小さい国･地域を実質的な投資対象としますが、そうした

国･地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性

が低いため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなけ

ればならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因と

なり、その結果投資元本を割り込むことがあります。 

 

③ カントリーリスク 

当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資

対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規制等の変化により、基準価

額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。

特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であ

るため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨準備高等

の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に

大きな変動をもたらすことがあります。 

また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外国為

替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経

済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化（格付けの低

下）、経営不安･破綻、金融危機、経済危機等が起りやすいリスクもあ

ります。また決済の遅延･不能や決済制度上の問題も生じやすい面があ

ります。さらに大きな政策転換、海外からの投資に対する規制や外国

人投資家に対する課税の強化･導入、外国への送金･資産凍結などの規

制の強化･導入、金融商品取引所･市場の閉鎖や取引規制、クーデター、

政治体制の大きな変化、戦争、テロ事件などの非常事態により、金融

商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自

然災害の影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。 

 

④ 信用リスク 

当ファンドは、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営･財務

状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が

影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。 

特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営･財務状況の急激な悪化や

経営不安･破綻が起りやすいリスクがあります。 

また、当ファンドの資産をコール･ローン、譲渡性預金等の短期金融

商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生するこ
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とがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがありま

す。 

 

⑤ その他の留意点 

１）金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむ

を得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは

既に受付けた注文を取り消すことがありますのでご注意くださ

い。 

２）投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、

投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。 

３）当ファンドの基準価額は、組み入れた投資信託証券の価格が当

該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正

されたことにより訂正される場合や、当該国･地域等の法令等の

基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合

があります。 

４）ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を

終了させる場合があります。 
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（２）投資リスクに対する管理体制 

① 新生インベストメント・マネジメント株式会社 

１）当社の基本方針と組織 

当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会のもとで一元的に管理

する体制となっております。社内各部から集められたリスク情報はリス

ク管理委員会に集約され、検討が加えられたのち、管理状況等につき改

善の必要が認められた場合には、各部に指示が下されます。投資リスク

を管理する実務担当部は以下の通りです。 

組 織 役 割・機 能 

運用部 ・基準価額の変動が、商品性と著しく乖離していないことを日々確認

します。 

・投資ファンドおよび投資ファンドの運用を行う運用会社の評価につ

いては定期的に見直し、その結果を投資政策委員会に報告します。

管理部 ・投資ガイドラインや社内規定に基づく運用制限のモニタリングを行

います。 

・法令及び信託約款の遵守状況をモニタリングします。 

 

２）コンプライアンス体制 

管理部（コンプライアンス・オフィサーは、管理部に属します。）は、

当社の業務に係る法令諸規則の遵守状況の管理・検査を行い、必要に応

じて指導を行います。また、コンプライアンス委員会を設置し、社内の

現状と問題点の報告に基づき、効果的な改善策を決定し、社内管理体制

の充実・強化を図っています。 

 

② ブルーベイ社 

ブルーベイ社では、リスク管理部門の専用担当を設け、専用のシステムに

より以下の観点からリスク管理を行っています。 

・様々な角度（モンテカルロ、ヒストリック・シミュレーション、パラメ

トリックなど）からのリスク分析の他、トラッキング・エラー、VaR、金

利や為替のポジションにターゲット・レンジを設けて管理しています。

また、ポートフォリオ全体のリスクが戦略によってどのように変動する

のかをシミュレートするストレス・テストも実施しています。 

・取引執行の事前、事後に当該取引が運用ガイドラインから逸脱していな

いかチェックしています。例えば、投資制限を越えるような取引の発注

はできないといった、物理的なコントロールを行っています。 

  

※上記体制は平成21年６月末日現在のものであり、今後変更となる場合があり

ます。 
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４【手数料等及び税金】 

(１)【申込手数料】 

① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675％（申込手数料お

よび当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額）（税抜

3.5％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

とします。 

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。販売会社につ

いては、委託会社までお問い合わせください。 

② 収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。 
 

(２)【換金（解約）手数料】 

① 換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はかかりません。 

② 信託財産留保額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得

た額とします。 

※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者

の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入

れる金額のことをいいます。 
 

(３)【信託報酬等】 

① 信託報酬 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し、年1.155％（税

抜1.10％）の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、

費用計上されます。 

② 信託報酬の配分 

信託報酬の配分は、以下の通りとします。（括弧内は税抜です。）
 

  信託報酬（年率）  

 合計 委託会社 販売会社 受託会社  

 1.155％ 0.3885％ 0.735％ 0.0315％  

 （1.10％） （0.37％） （0.70％） （0.03％）  

※投資先ファンドの運用報酬（純資産総額に対して年率0.80％）

を加えた、実質的な信託（運用）報酬（税込・年率）の概算

値は、年1.955％ 程度です。 
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③ 信託報酬の支払時期 

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、

毎計算期間終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日と

します。）および信託終了のときに、信託財産から支払います。
 

(４)【その他の手数料等】 

信託財産に関する以下の諸経費、諸費用およびそれに付随する消費

税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。 

① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および

受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産

から支払われます。 

② ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数

料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプショ

ン取引等に要する費用、外貨建て資産の保管等に要する費用は信

託財産から支払われます。 

③ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に

相当する金額は、計算期間を通じて日々、費用計上し、信託報酬

の支弁される日に信託財産中から支払われます。 

④ ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的と

して資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財

産から支払われます。 
 

※その他の手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等

により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額また

はこれらの計算方法を示すことはできません。 
 

※手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有

される期間等に応じて異なりますので、表示することができませ

ん。 
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« 参考 » 
当ファンドが投資対象とする米ドル建て外国投資法人「SIM ブルーベ
イ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファ
ンド」（以下「投資先ファンド」といいます。）における手数料等 
 
（１）申込手数料 

申込手数料はかかりません。 
 
（２）換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はかかりません。 
 
（３）運用報酬等 
 運用報酬（年率） 投資先ファンドの純資産の0.80％  
 

なお、当ファンドの信託報酬（年率1.155％）に、投資対象とする
投資先ファンドの運用報酬（純資産総額に対して年率0.80％）を加
えた、受益者が実質的に負担する信託（運用）報酬率の概算値は以
下の通りです。(申込手数料、解約留保額等は含んでおりません。）
ただし、この値はあくまでも実質的な信託（運用）報酬率の目安で
あり、投資先ファンドの組入れ状況および為替相場の変動によって
は、実質的にご負担いただく信託（運用）報酬率は変動いたします。

 
 全体としての実質的な信託（運用）報酬（税込・年率）の概算値  
 年1.955％程度  
 
（４）その他の手数料等 

保管報酬・登録・名義書換、支払代理人報酬・所在地事務・管理
事務代行報酬（合わせて年率0.3％を上限）、その他主要な費用とし
て、運営および管理に関する報酬（設立・登録費用、資産に対する
ルクセンブルグの年次税、投資先ファンドの取締役が負担した実費、
弁護士報酬・監査報酬、継続登録費用、翻訳費用、目論見書作成・
配布費用、株主への財務報告書類等の作成・配布費用等を含みます
がこれらに限定されません。また、設立・登録費用50,000ユーロお
よび投資先ファンドの設立費用は５年間を限度とする期間で償却さ
れます。）、さらに売買仲介手数料を含むポートフォリオ組入有価
証券取引関連費用、および訴訟費用等の臨時特別費用等が含まれま
す。 
なお、償還手数料はかかりません。 
※その他の手数料等については、運用状況等により変動するもの
であり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方
法を示すことはできません。 

「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 
信託報酬、申込手数料および換金手数料はかかりません。 
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(５)【課税上の取扱い】 

受益者が支払いを受ける「収益分配金」のうち課税扱いとなる普通分配金なら

びに個別元本について 

 

＜普通分配金と特別分配金＞ 

収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分

配金」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

 

受益者が収益分配金を受け取る際： 

① 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当りの個別元本と同額か

または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり

ます。 

② 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当りの個別元本を下回っ

ている場合には、収益分配金の範囲内で、その下回っている部分の額が特

別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金

となります。 

③ 収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、そ

の後の受益者の個別元本となります。 

 

＜個別元本＞ 

各受益者の買付時の受益権の基準価額（お申込手数料および当該手数料に係

る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。 

① 受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、１口当りの個別元本

は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、複数支店で同一ファ

ンドをお申し込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、

販売会社にお問い合わせください。 

② 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元

本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と

なります。 

 

※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 
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≪参考≫個人投資家および法人投資家の課税の取扱いについて 

＜個人投資家の場合＞ 

（１）収益分配金に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、平成 23 年 12

月 31 日までは 10％（所得税７％および地方税３％）、平成 24 年１月１日

以降は 20％（所得税 15％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行わ

れ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分

離課税の選択も可能です。 

 

（２）一部解約時および償還時に対する課税 

一部解約時および償還時の譲渡益については、平成 23 年 12 月 31 日まで

は 10％（所得税７％および地方税３％）、平成 24 年１月１日以降は 20％

（所得税 15％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されま

す。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。 

なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収

益分配金、上場株式等にかかる譲渡益との通算が可能です。 

 

＜法人投資家の場合＞ 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配

金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 23 年

12 月 31 日までは７％(所得税７％、地方税の源泉徴収はありません。)、平成

24 年１月１日以降は 15％(所得税 15％、地方税の源泉徴収はありません。)

の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、益金不

算入制度は適用されません。また、法人が受け取る譲渡益に関しては、全額

が法人税の課税対象となります。 

 

※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 

※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお

勧めいたします。 
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５【運用状況】 

以下は平成21年６月末日現在の運用状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいま

す。 

（１）【投資状況】 

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 

投資証券 ルクセンブルグ 337,516,540 98.48

親投資信託受益証券 日本 2,001,453 0.58

コール・ローン等、その他資産 

（負債控除後） 
― 3,207,544 0.94

合計(純資産総額)  342,725,537 100.00

 

（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

１）評価額上位銘柄明細 
国 
/ 
地 
域 

種 
類 

銘柄名 数量 
簿価 
単価 
(円) 

簿価 
金額 
(円) 

評価 
単価 
(円) 

評価 
金額 
(円) 

投資
比率
(％)

ル 
ク 
セ 
ン 
ブ 
ル 
グ 

投 
資 
証 
券 

SIM ブルーベ
イ・エマージ
ング・マーケ
ット・ローカ
ル・カレンシ
ー・ボンド・
ファンド 

35,119.192 9,509 333,956,405 9,610 337,516,540 98.48

日 
本 

親 
投 
資 
信 
託 
受 
益 
証 
券 

SIMショート
ターム・マザ
ー・ファンド 

1,972,847 1.0143 2,001,156 1.0145 2,001,453 0.58

 

２）種類別及び業種別の投資比率 

種類 業種 投資比率(％) 

投資証券 ― 98.48 

親投資信託受益証券 ― 0.58 

合計 99.06 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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（３）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

平成21年６月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純

資産の推移は次の通りです。 

純資産総額（百万円） １口当たり純資産額(円)
決算期末 

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 

設定時（平成20年９月30日） 36 ─ 0.9999 ─

第１期計算期間末（平成21年５月25日） 191 191 0.9343 0.9343

平成20年９月末日 36 ─ 0.9999 ─

平成20年10月末日 51 ─ 0.7908 ─

平成20年11月末日 50 ─ 0.7738 ─

平成20年12月末日 54 ─ 0.8140 ─

平成21年１月末日 75 ─ 0.7839 ─

平成21年２月末日 77 ─ 0.7984 ─

平成21年３月末日 82 ─ 0.8510 ─

平成21年４月末日 99 ─ 0.8913 ─

平成21年５月末日 205 ─ 0.9473 ─

平成21年６月末日 342 ─ 0.9575 ─

＊純資産総額 （百万円）は単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

②【分配の推移】 

計算期間 1口当たりの分配金 

第１期計算期間 

（平成20年９月30日〜平成21年５月25日）
─ 

 

③【収益率の推移】 

計算期間 収益率（％） 

第１期計算期間 

（平成20年９月30日〜平成21年５月25日）
△6.6 

（注１）各計算期間の収益率とは、計算期間末の基準価額（分配金付の額）から当該計算期間の直

前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除

した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 

（注２）収益率は、小数点第２位以下を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しています。 
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（参考） 

 

「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の平成 21 年６月末日現在の運用状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

（１）投資状況 

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 

国債証券 日本 1,029,690,840 99.98 

コール・ローン等、その他の資産 

（負債控除後） 
― 208,762 0.02 

合計(純資産総額)   1,029,899,602 100.0 

 

（２）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

１） 評価額上位銘柄明細 

利率(％) 券面総額 簿価金額（円） 評価金額（円） 
投資

比率
国/ 

地域 
銘柄名 

種類

別 
償還期限 （円） 単価 金額 単価 金額 （％）

- 
日本 

国庫短期証券 

第 35 回 

国債 

証券 2009年9月29日
480,000,000 99.96 479,817,120 99.96 479,826,240 46.59 

- 
日本 

国庫短期証券 

第 24 回 

国債 

証券 2009年8月17日
200,000,000 99.95 199,915,600 99.98 199,963,000 19.42 

- 
日本 

国庫短期証券 

第 34 回 

国債 

証券 2009年9月18日
200,000,000 99.96 199,923,600 99.96 199,936,600 19.41 

- 
日本 

国庫短期証券 

第 27 回 

国債 

証券 2009年8月24日
100,000,000 99.95 99,954,200 99.97 99,978,600 9.71 

- 
日本 

国庫短期証券 

第 29 回 

国債 

証券 2009年9月7日
50,000,000 99.95 49,977,800 99.97 49,986,400 4.85 

 

２） 種類別及び業種別の投資比率 

種類 業種 投資比率(％) 

国債証券 ― 99.98 

合計 99.98 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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６【手続等の概要】 

(１) 申込（販売）手続等 

① 取得申込手続き 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。 

２）原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前11

時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と

します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、当該

取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るも

のとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録

が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換

えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を

行うことができます。 

② 取得申込不可日 

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合

は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わ

せください。 

●ルクセンブルグの銀行休業日 

●ロンドンの銀行休業日 

●ニューヨークの銀行休業日 

③ 申込単位 

申込単位につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先にお問い

合わせください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問い合わせ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00～ 

12：00） 

④ コースの選択 

収益分配金の受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コー

ス」の２通りがあります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一

方のコースのみのお取扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問

い合わせください。 

「一般コース」 

お申し込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申し込みください。 

「自動けいぞく投資コース」 

お申し込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでい

ただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約また

は規定が用いられることがあります。収益分配金は、原則として各計算期間

終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。 
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⑤ 申込価額と金額 

１）受益権のお申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

２）取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、

お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 

３）お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

⑥ 申込手数料 

１）取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675％（税抜3.5％）を上限とし

て、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

２）収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。 

⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産

凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争

など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得な

い事情があるときは、取得のお申し込みの受付を中止すること、および既に受

付けた取得のお申し込みの受付を取り消すことができます。 
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(２) 換金（解約）手続等 

① 換金の請求 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。 

２）原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午

前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付

分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなりま

す。 

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うの

と引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請

を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の請求を

受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

② 換金請求不可日 

販売会社の営業日であっても、換金請求申込日が下記のいずれかに該当する

場合は、換金請求のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお

問い合わせください。 

●ルクセンブルグの銀行休業日 

●ロンドンの銀行休業日 

●ニューヨークの銀行休業日 

③ 換金制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないよ

うにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があり

ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

④ 換金単位 

販売会社が定める単位をもって換金できます。 

※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売

会社にお問い合わせください。 

⑤ 解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※（当該基準価額に

0.5％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確

保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関

係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額（基

準価額に0.5％の率を乗じて得た額）をいい、信託財産に繰り入れられます。 

⑥ 支払開始日 

お手取額は、原則として解約申込の受付日から起算して、７営業日目以降、

販売会社において支払います。 

⑦ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消 

１）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、
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決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、

重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重

大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端

な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中

止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取り消すことができま

す。 

２）解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および

その前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその

解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該

受付中止を解除した後の 初の基準価額の計算日（この計算日が解約の請

求を受付けない日であるときは、この計算日以降の 初の解約の請求を受

付けることができる日とします。）に解約の請求を受付けたものとして取

り扱います。 
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７【管理及び運営の概要】 

(１) 資産管理等の概要 

① 資産の評価 

１）基準価額の算定 

イ）基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託

協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債

総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日

における受益権総口数で除した金額をいいます。 

ロ）ファンドは便宜上、基準価額を、１万口当りに換算した価額で表示す

ることがあります。 

２）ファンドの主な投資対象の評価基準 

イ）ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人であ

る「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレン

シー・ボンド・ファンド」投資証券は、原則として、基準価額計算日

に知りうる直近の基準価額で評価します。 

ロ）証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 受益

証券は、原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 

ハ） 外貨建て資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいま

す。）の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信

売買相場の仲値によって計算します。 

ニ）信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会

規則にしたがって時価評価します。 

ホ）予約為替は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 

３）基準価額の算出頻度と公表 

イ）基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および

販売会社などで入手することができます。 

ロ）基準価額につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先に

お問い合わせください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問い合わせ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00

～12：00） 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基

準価格」欄に略称「エマ１Y」として当ファンドの基準価額が掲載され

ます。 

② 保管 

該当事項はありません。 



－ 38 － 

③ 信託期間 

原則として、無期限とします。ただし、投資信託約款の規定に基づき、信

託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 

④ 計算期間 

原則として、毎年５月24日から翌年５月23日までとします。ただし、各計

算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。 

⑤ その他 

１）信託の終了（繰上償還） 

イ）委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益

者のため有利であると認めるとき、信託の一部解約により当ファンド

の受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、またはやむを得

ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解

約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者

は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとし

ます。 

ロ）委託者は、前記イ）について、書面による決議（以下「書面決議」と

いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議

の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日

の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書

面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

ハ）前記ロ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託

財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者とし

ての受託者を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決

権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者

が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ

いて賛成するものとみなします。 

ニ）前記ロ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以

上であって、当該受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ

て行います。 

ホ）前記ロ）からニ）までの規定は、委託者が信託契約の解約について提

案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべて

の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに

は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない

事情が生じている場合であって、前記ロ）からニ）までに規定される

信託契約の解約手続きを行うことが困難な場合についても同様としま

す。 

２）運用報告書 

委託者は、毎年５月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売

会社を通じて知れている受益者に対して交付します。 
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３）信託約款の変更 

イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない

事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更す

ることまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に

関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」

をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、

変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ま

す。なお、信託約款は本項に定める以外の方法によって変更すること

ができないものとします。 

ロ）委託者は、前記イ）（前記の変更事項にあっては、その内容が重大な

ものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款

の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合

において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の

内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前まで

に、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれ

らの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

ハ）前記ロ）書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財

産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者として

の受託者を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権

を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が

議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい

て賛成するものとみなします。 

ニ）前記ロ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以

上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって

行います。 

ホ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生

じます。 

ヘ）前記ロ）からホ）までの規定は、委託者が重大な約款の変更等につい

て提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るす

べての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

には適用しません。 

ト）前記イ）からホ）の規定にかかわらず、この投資信託において併合の

書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数

の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当

該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

４）公告 

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

５）反対者の買取請求権 

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、

一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、
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自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ

とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事

項は、前述の「信託の終了（繰上償還）」または「信託約款の変更」に

規定する公告または書面に付記します。 

６）関係法人との契約の更新に関する手続 

委託者と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集等の取扱に

関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から別段の意

思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。 

 

(２) 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金・償還金受領権 

② 解約請求権 

③ 帳簿閲覧権 
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第２【財務ハイライト情報】 

（１）下記の情報は有価証券届出書、「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファン

ドの経理状況」の「１ 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したもの

です。 

（２）「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査を受けております。ま

た、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの

詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付

されております。 

 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型） 

 

１【貸借対照表】 
                                        （単位：円） 

 第１期 

（平成 21年５月 25日現在）

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  投資証券 
  親投資信託受益証券 
  派生商品評価勘定 
  未収利息    

 

 

76,632,395

114,006,116

1,001,156

331,890

104

 流動資産合計 191,971,661

資産合計 191,971,661

負債の部 
 流動負債 
  未払受託者報酬 
  未払委託者報酬 
  その他未払費用 

5,067

180,727

164,103

 流動負債合計 349,897

負債合計 349,897

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   期末剰余金又は期末欠損金(△)

205,102,141

△13,480,377

純資産合計 191,621,764

負債純資産合計 191,971,661
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２【損益及び剰余金計算書】 
                                       （単位：円） 

 

第１期 

 （自平成 20 年９月 30日（設定日）

至平成 21年５月 25日） 

営業収益 

 受取配当金 

受取利息 

 有価証券売買等損益 

  為替差損益 

3,459,509

3,080

4,791,790

△4,410,632

営業収益合計 3,843,747

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

14,487

516,426

926,752

営業費用合計 1,457,665

営業利益又は営業損失（△） 2,386,082

経常利益又は経常損失（△） 2,386,082

当期純利益又は当期純損失（△） 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約

に伴う当期純損失金額の分配額（△） 

剰余金増加額又は欠損金減少額 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

剰余金減少額又は欠損金増加額 

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

分配金 

2,386,082

△557,959

58,962

58,962

                               -

16,483,380

                              -

16,483,380

-

期末剰余金又は期末欠損金(△) △13,480,377
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＜注記表＞ 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第１期 

（自平成 20 年９月 30 日（設定日） 

至平成 21年５月 25日） 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 (１)投資証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、計算期間末日 

に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評 

価しております。 

(２)親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、計算期間末日 

における親投資信託受益証券の基準価額に基 

づいて評価しております。 

２．デリバティブの評価基準及び評価 

  方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、国内における計算期間末 

日の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお 

ります。 

 当ファンドにおける派生商品勘定は、当該 

為替予約取引に係るものであります。 

３．外貨建資産・負債の本邦通貨への 

  換算基準 

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の 

円換算は、国内における計算期間末日の対顧 

客電信売買相場の仲値によって計算しており 

ます。 

４．収益及び費用の計上基準 (１)受取配当金 

 投資証券の配当落ち日において、確定配当 

金額又は予想配当金額を計上しております。 

予想配当金額を計上した場合は、入金時に入 

金額との差額を計上しております。 

(２)為替予約取引による為替損益の計上基準 

 約定日基準で計上しております。 

５．その他財務諸表作成のための基本 

となる重要な事項 

(１)外貨建資産等の会計処理 

  外貨建資産等については、投資信託財産の 

計算に関する規則第 60条の規定に基づき、 

通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産 

等と区分して整理する方法を採用しておりま 

す。従って、外貨の売買については、同規則 

第 61条の規定により処理し、為替差損益を 

算定しております。 

 (２)ファンドの計算期間 

当ファンドの計算期間は原則として、毎年 

５月 24 日から翌年５月 23 日までとしており 

ますが、第１期計算期間は期首が設定日であ 

り、また当計算期間末日及びその翌日が休業 

日のため、平成 20年９月 30日から平成 21 

年５月 25日までとなっております。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 

（１）名義書換 

該当事項はありません。 

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され

ることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定に

より主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で

あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得

ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ

ん。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する

場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受

益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わ

ないものとします。 

 

（２）受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

 

（３）譲渡制限の内容 

① 譲渡制限はありません。 

② 受益権の譲渡 

１）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲

渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る

振替機関等に振替の申請をするものとします。 

２）前記１）の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡

人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口

数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと

します。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合

には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替

機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人

の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう

通知するものとします。 

３）前記１）の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とす

る受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と

譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、

委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し

たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（４）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社

および受託会社に対抗することができません。 
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（５）受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところ

にしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 

（６）質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかか

る収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどに

ついては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱

われます。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見

書））の記載項目は以下の通りです。 

 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(１) 資産の評価 

(２) 保管 

(３) 信託期間 

(４) 計算期間 

(５) その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

(１) 貸借対照表 

(２) 損益及び剰余金計算書 

(３) 注記表 

(４) 附属明細表 

２ ファンドの現況 

 純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 
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追加型証券投資信託 

エマージング・カレンシー・債券ファンド 

（１年決算型） 

－運用の基本方針－ 

 

約款第18条に基づき委託者の定める方針は、

次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、中長期的な信託財産の

成長をめざして運用を行うことを基本とし

ます。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

投資信託証券（投資信託または外国

投資信託の受益証券および投資法人ま

たは外国投資法人の投資証券をいいま

す。以下同じ。）を主要投資対象としま

す。 

（２）投資態度 

① ルクセンブルグ籍オープン・エ

ンド型の米ドル建て外国投資法人

である「SIM ブルーベイ・エマー

ジング・マーケット・ローカル・

カレンシー・ボンド・ファンド」

投資証券（金融商品取引法第２条

第１項第11号で定めるものをいい

ます。）および証券投資信託である

SIM ショートターム・マザー・フ

ァンドの受益証券（金融商品取引

法第２条第１項第10号で定めるも

のをいいます。）を主な投資対象と

します。 

② 投資信託証券への投資は、高位

を維持することを基本とします。 

③ 外貨建資産については、原則と

して為替ヘッジを行いません。 

④ 資金動向、市況動向によっては、

上記のような運用ができない場合

があります。 

（３）投資制限 

① 投資信託証券への投資割合には

制限を設けません。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投

資は、当該投資信託約款において

ファンド・オブ・ファンズにのみ

取得されることが記載されている

ものについては投資信託財産の純

資産総額の50％を超えて取得でき

るものとし、それ以外のものにつ

いては投資信託財産の純資産総額

の50％を超えないものとします。 

③ 株式への直接投資は行いません。 

④ 外貨建有価証券への投資につい

ては、わが国の国際収支上の理由

等により特に必要と認められる場

合には、制約されることがありま

す。 

 

３．収益分配方針 

毎決算期末に、原則として以下の方針に

基づき分配を行います。 

（１）分配対象額の範囲 

経費控除後の繰越分を含めた利子・

配当等収益および売買益（評価益を

含みます。）等の全額とします。 

（２）分配対象額についての分配方針 

委託者が基準価額水準、市場動向等

を勘案して決定します。ただし、分

配対象額が少額の場合には分配を行

わないことがあります。 

（３）留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保

した利益（無分配期の利益を含みま

す。）については、運用の基本方針に

基づき運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

エマージング・カレンシー・債券ファンド 

（１年決算型） 

－約 款－ 

 

（信託の種類､委託者および受託者） 

第１条 この信託は証券投資信託であり、新

生インベストメント・マネジメント株

式会社を委託者とし、株式会社りそな

銀行を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律

第108号）（以下「信託法」といいます。）

の適用を受けます。 

③ 受託者は、信託法第28条第１号に基

づく信託事務の委託として、信託事務

の処理の一部について、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法律第１条

第１項の規定による信託業務の兼営

の認可を受けた一の金融機関（受託者

の利害関係人（金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第２条第１項に

て準用する信託業法第29条第２項第

１号に規定する利害関係人をいいま

す。以下この条において同じ。）を含

みます。）と信託契約を締結し、これ

を委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する

業務の委託については、受益者の保護

に支障を生じることがない場合に行

うものとします。 

 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金5,000億円を上限として、

受益者のために利殖の目的をもって信

託し、受託者はこれを引き受けます。 

 

（信託金の限度額） 

第３条 委託者は受託者と合意のうえ、金

5,000億円を限度として信託金を追加

することができます。 

② 委託者は、受託者と合意の上、第１

項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日

から第38条第７項、第40条第１項、第

41条第１項、第42条第１項および第44

条第２項の規定による信託終了の日ま

たは信託契約解約の日までとします。 

 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益権の取得申込

みの勧誘は、金融商品取引法第２条第

３項第１号に掲げる場合に該当する勧

誘のうち投資信託及び投資法人に関す

る法律第２条第８項で定める公募によ

り行われます。 

 

（当初の受益者） 

第６条 この信託契約締結当初および追加信

託当初の受益者は、委託者の指定する

受益権取得申込者とし、第７条により

分割された受益権は、その取得申込口

数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条による受益権につ

いては5,000億口を上限として、追加信

託によって生じた受益権については、

これを追加信託のつど第８条第１項の

追加口数に、それぞれ均等に分割しま

す。 

② 委託者は、受益権の再分割を行いま

せん。ただし、社債、株式等の振替に

関する法律が施行された場合には、受

託者と協議の上、同法に定めるところ

にしたがい、一定日現在の受益権を均

等に再分割できるものとします。 

 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の

前営業日の基準価額に、当該追加信託

にかかる受益権の口数を乗じた額とし

ます。 
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② この約款において基準価額とは、信

託財産に属する資産を法令および社

団法人投資信託協会規則に従って時

価評価して得た信託財産の資産総額

から負債総額を控除した金額（以下

「純資産総額」といいます。）を、計

算日における受益権総口数で除した

金額をいいます。なお、外貨建資産（外

国通貨表示の有価証券（以下「外貨建

有価証券」といいます。）預金その他

の資産をいいます。以下同じ。）の円

換算については、原則としてわが国に

おける計算日の対顧客電信売買相場

の仲値によって計算します。 

③ 第21条に規定する予約為替の評価

は、原則として、わが国における計算

日の対顧客先物売買相場の仲値によ

るものとします。 

 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を

異にすることにより差異を生ずること

はありません。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第10条 この信託のすべての受益権は、社債

等の振替に関する法律（政令で定める

日以降「社債、株式等の振替に関する

法律」となった場合は読み替えるもの

とし、「社債、株式等の振替に関する法

律」を含め「社振法」といいます。以

下同じ。）の規定の適用を受けることと

し、受益権の帰属は、委託者があらか

じめこの信託の受益権を取り扱うこと

について同意した一の振替機関（社振

法第２条に規定する「振替機関」をい

い、以下「振替機関」といいます。）お

よび当該振替機関の下位の口座管理機

関（社振法第２条に規定する「口座管

理機関」をいい、振替機関を含め、以

下「振替機関等」といいます。）の振替

口座簿に記載または記録されることに

より定まります（以下、振替口座簿に

記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り

扱う振替機関が社振法の規定により

主務大臣の指定を取り消された場合

または当該指定が効力を失った場合

であって、当該振替機関の振替業を承

継する者が存在しない場合その他や

むを得ない事情がある場合を除き、振

替受益権を表示する受益証券を発行

しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得な

い事情等により受益証券を発行する

場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式

受益証券から無記名式受益証券への

変更の請求、受益証券の再発行の請求

を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割

された受益権について、振替機関等の

振替口座簿への新たな記載または記

録をするため社振法に定める事項の

振替機関への通知を行うものとしま

す。振替機関等は、委託者から振替機

関への通知があった場合、社振法の規

定にしたがい、その備える振替口座簿

への新たな記載または記録を行います。 

 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた

受益権については信託契約締結時に、

追加信託により生じた受益権について

は追加信託のつど、振替機関の定める

方法により、振替機関へ当該受益権に

係る信託を設定した旨の通知を行いま

す。 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第12条 販売会社（委託者の指定する金融商

品取引法第28条第１項に規定する第一

種金融商品取引業を行う者および委託
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者の指定する金融商品取引法第２条第

11項に規定する登録金融機関をいいま

す。以下同じ。）は、第７条第１項の規

定により分割される受益権を、その取

得申込者に対し販売会社が定める単位

をもって取得申込に応じることができ

るものとします。ただし、別に定める

自動けいぞく投資契約（以下「別に定

める契約」といいます。）を結んだ取得

申込者に限り、１口の整数倍をもって

取得申込に応じることができるものと

します。 

② 前項の取得申込者は販売会社に、取

得申込と同時にまたは予め、自己のた

めに開設されたこの信託の受益権の

振替を行うための振替機関等の口座

を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載また

は記録が行われます。なお、販売会社

は、当該取得申込の代金（第４項の受

益権の価額に当該取得申込の口数を

乗じて得た額をいいます。）の支払い

と引き換えに、当該口座に当該取得申

込者に係る口数の増加の記載または

記録を行うことができます。 

③ 第１項の規定にかかわらず、取得申

込日がロンドンの銀行、ニューヨーク

の銀行あるいはルクセンブルグの銀

行の休業日と同日の場合には、第１項

による受益権の取得の申込みに応じ

ないものとします。ただし、第36条第

２項に規定する収益分配金の再投資

にかかる場合を除きます。 

④ 第１項の場合の受益権の価額は、取

得申込日の翌営業日の基準価額に、手

数料および当該手数料に係る消費税

および地方消費税（以下「消費税等」

といいます。）に相当する金額を加算

した価額とします。ただし、この信託

契約締結日前の取得申込にかかる受

益権の価額は、１口につき１円に手数

料および当該手数料に係る消費税等

に相当する金額を加算した価額とし

ます。 

⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそ

れぞれ独自に定めるものとします。 

⑥ 第４項の規定にかかわらず、受益者

が別に定める契約に基づいて収益分

配金を再投資する場合の受益権の価

額は、原則として、第30条に規定する

各計算期間終了日の基準価額としま

す。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者

は、金融商品取引所（金融商品取引法

第２条第16項に規定する金融商品取

引所および金融商品取引法第２条第

８項第３号ロに規定する外国金融商

品市場をいいます。以下同じ。）にお

ける取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止、投資対象国における

非常事態（金融危機、デフォルト、重

大な政策変更や資産凍結を含む規制

の導入、自然災害、クーデターや重大

な政治体制の変更、戦争など）による

市場の閉鎖もしくは流動性の極端な

減少など、その他やむを得ない事情が

あるときは、第１項による受益権の取

得申込の受付を中止することおよび

すでに受付けた取得申込の受付を取

り消すことができます。 

 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲

渡する場合には、当該受益者の譲渡の

対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等

に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の

振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人

の保有する受益権の口数の減少およ

び譲受人の保有する受益権の口数の

増加につき、その備える振替口座簿に

記載または記録するものとします。た

だし、前項の振替機関等が振替先口座

を開設したものでない場合には、譲受

人の振替先口座を開設した他の振替
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機関等（当該他の振替機関等の上位機

関を含みます。）に社振法の規定にし

たがい、譲受人の振替先口座に受益権

の口数の増加の記載または記録が行

われるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替に

ついて、当該受益者の譲渡の対象とす

る受益権が記載または記録されてい

る振替口座簿に係る振替機関等と譲

受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託者

が必要と認めるときまたはやむをえ

ない事情があると判断したときは、振

替停止日や振替停止期間を設けるこ

とができます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による

振替口座簿への記載または記録によら

なければ、委託者および受託者に対抗

することができません。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第15条 この信託において投資の対象とする

資産の種類は、次に掲げるものとしま

す。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資

産」とは、投資信託及び投資法

人に関する法律第２条第１項で

定めるものをいいます。以下同

じ。） 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権 

ハ．約束手形 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第16条 委託者は、信託金を、主として次の

外国投資法人の投資証券および新生イ

ンベストメント・マネジメント株式会

社を委託者とし、株式会社りそな銀行

を受託者として締結された次のマザー

ファンド（その受益権を他の証券投資

信託の信託財産に取得させることを目

的とした証券投資信託です。）の受益証

券ならびに次の有価証券（金融商品取

引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利

を除きます。）に投資することを指図し

ます。 

１．ルクセンブルグ籍オープン・エ

ンド型の米ドル建て外国投資法

人である 「SIM ブルーベイ・エ

マージング・マーケット・ロー

カル・カレンシー・ボンド・フ

ァンド」投資証券（金融商品取

引法第２条第１項第11号で定め

るものをいいます。） 

２．証券投資信託 SIM ショートタ

ーム・マザー・ファンドの受益

証券（金融商品取引法第２条第

１項第10号で定めるものをいい

ます。） 

３．短期社債等（社振法第66条第１

号に規定する短期社債、同法第

117条に規定する相互会社の社

債、同法第118条に規定する特定

社債および同法第120条に規定

する特別法人債をいいます。）お

よびコマーシャル・ペーパー 

４．指定金銭信託の受益証券（金融

商品取引法第２条第１項第14号

で定める受益証券発行信託の受

益証券に限ります。） 

② 前項の規定にかかわらず、この信託

の設定、解約、償還、投資環境の変動

等への対応等、委託者が運用上必要と

認めるときは、委託者は、信託金を、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法

第２条第２項の規定により有価証券

とみなされる同項各号に掲げる権利

を含みます。）により運用することの

指図ができます。 
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１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法

第２条第１項第14号に規定する

受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買され

る手形 

 

（利害関係人等との取引等） 

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生

じることがないものであり、かつ信託

業法、投資信託及び投資法人に関する

法律ならびに関連法令に反しない場合

には、委託者の指図により、信託財産

と、受託者（第三者との間において信

託財産のためにする取引その他の行為

であって、受託者が当該第三者の代理

人となって行うものを含みます。）およ

び受託者の利害関係人（金融機関の信

託業務の兼営等に関する法律第２条第

１項にて準用する信託業法第29条第２

項第１号に規定する利害関係人をいい

ます。以下本項、次項および第22条に

おいて同じ。）、第22条第１項に定める

信託業務の委託先およびその利害関係

人または受託者における他の信託財産

との間で、前２条に掲げる資産への投

資等ならびに第21条および第25条から

第27条に掲げる取引その他これらに類

する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託

者としての権限に基づいて信託事務

の処理として行うことができる取引

その他の行為について、受託者または

受託者の利害関係人の計算で行うこ

とができるものとします。なお、受託

者の利害関係人が当該利害関係人の

計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信

託及び投資法人に関する法律ならび

に関連法令に反しない場合には、信託

財産と、委託者、その取締役、執行役

および委託者の利害関係人等（金融商

品取引法第31条の４第５項および同

条第６項に規定する親法人等又は子

法人等をいいます。）または委託者が

運用の指図を行う他の信託財産との

間で、前２条に掲げる資産への投資等

ならびに第21条および第25条から第

27条に掲げる取引その他これらに類

する行為を行うことの指図をするこ

とができ、受託者は、委託者の指図に

より、当該投資等ならびに当該取引、

当該行為を行うことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者

は、受益者に対して信託法第31条第３

項および同法第32条第３項の通知は

行いません。 

 

（運用の基本方針） 

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっ

ては、別に定める運用の基本方針にし

たがって、その指図を行います。 

 

（同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 

第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘

柄の投資信託証券の時価総額が、信託

財産の純資産総額の100分の50を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

② 前項の規定にかかわらず、当該信託

約款又は規約においてファンド・オ

ブ・ファンズにのみ取得されることが

記載されている投資信託証券につい

ては、信託財産の純資産総額に対する

同一銘柄の時価総額の制限を受けま

せん。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第20条 外貨建有価証券への投資については、

わが国の国際収支上の理由等により特

に必要と認められる場合には、制約さ

れることがあります。 
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（外国為替予約の指図） 

第21条 受託者は、信託財産に属する外貨建

資産について、当該外貨建資産のヘッ

ジのため、外国為替の売買の予約を指

図することができます。 

 

（信託業務の委託等） 

第22条 受託者は、委託者と協議のうえ、信

託業務の一部について、信託業法第22

条第１項に定める信託業務の委託をす

るときは、以下に掲げる基準のすべて

に適合するもの（受託者の利害関係人

を含みます。）を委託先として選定しま

す。 

１．委託先の信用力に照らし、継続

的に委託業務の遂行に懸念がな

いこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等

に照らし、委託業務を確実に処

理する能力があると認められる

こと 

３．委託される信託財産に属する財

産と自己の固有財産その他の財

産とを区分する等の管理を行う

体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に

遂行するための体制が整備され

ていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選

定にあたっては、当該委託先が前項各

号に掲げる基準に適合していること

を確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次

の各号に掲げる業務を、受託者および

委託者が適当と認める者（受託者の利

害関係人を含みます。）に委託するこ

とができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲

内において、その利用または改

良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財

産の処分およびその他の信託の

目的の達成のために必要な行為

に係る業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとっ

て補助的な機能を有する行為 

 

（混蔵寄託） 

第23条 金融機関または第一種金融商品取引

業者等（金融商品取引法第28条第１項

に規定する第一種金融商品取引業を行

う者および外国の法令に準拠して設立

された法人でこの者に類する者をいい

ます。以下本条において同じ。）から、

売買代金および償還金等について円貨

で約定し円貨で決済する取引により取

得した外国において発行されたコマー

シャル・ペーパーは、当該金融機関ま

たは第一種金融商品取引業者等が保管

契約を締結した保管機関に当該金融機

関または第一種金融商品取引業者等の

名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第24条 信託の登記または登録をすることが

できる信託財産については、信託の登

記または登録をすることとします。た

だし、受託者が認める場合は、信託の

登記または登録を留保することがあり

ます。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益

者保護のために委託者または受託者

が必要と認めるときは、速やかに登記

または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または

記録をすることができる信託財産に

ついては、信託財産に属する旨の記載

または記録をするとともに、その計算

を明らかにする方法により分別して

管理するものとします。ただし、受託

者が認める場合は、その計算を明らか

にする方法により分別して管理する

ことがあります。 
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④ 動産（金銭を除きます。）について

は、外形上区別することができる方法

によるほか、その計算を明らかにする

方法により分別して管理することが

あります。 

 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第25条 委託者は、信託財産に属する投資信

託証券またはマザーファンドの受益証

券にかかる信託契約の一部解約の請求

および信託財産に属する有価証券の売

却等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第26条 委託者は、前条の規定による一部解

約金、有価証券の売却代金、有価証券

に係る償還金等、有価証券等に係る利

子等およびその他の収入金を再投資す

ることの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用

ならびに運用の安定性に資するため、

一部解約に伴う支払資金の手当て（一

部解約に伴う支払資金の手当てのため

に借入れた資金の返済を含みます。）を

目的として、または再投資に係る収益

分配金の支払資金の手当てを目的とし

て、資金借入れ（コール市場を通じる

場合を含みます。）の指図をすることが

できます。なお、当該借入金をもって

有価証券等の運用は行わないものとし

ます。 

② 前項の資金借入額は、次の各号に掲

げる要件を満たす範囲内の額とします。 

１．一部解約に伴う支払資金の手当

てにあたっては、一部解約金の

支払資金の手当てのために行っ

た有価証券等の売却または解約

等ならびに有価証券等の償還に

よる受取りの確定している資金

の額の範囲内 

２．再投資に係る収益分配金の支払

資金の手当てにあたっては、収

益分配金の再投資額の範囲内 

３．借入れ指図を行う日における信

託財産の純資産総額の10％以内 

③ 一部解約に伴う支払資金の手当て

のための借入期間は、受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有

する有価証券等の売却代金の受渡日

までの間または受益者への解約代金

支払開始日から信託財産で保有する

有価証券等の解約代金入金日までの

間もしくは受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価

証券等の償還金の入金日までの期間

が５営業日以内である場合の当該期

間とします。 

④ 再投資に係る収益分配金の支払資

金の手当てのための借入期間は、信託

財産から収益分配金が支弁される日

からその翌営業日までとします。 

⑤ 借入金の利息は信託財産中から支

弁します。 

 

（損益の帰属） 

第28条 委託者の指図に基づく行為により 

信託財産に生じた利益および損失は、

すべて受益者に帰属します。 

 

（受託者による資金の立替え） 

第29条 信託財産に属する有価証券について、

借替がある場合で、委託者の申出があ

るときは、受託者は資金の立替えをす

ることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る

償還金等、有価証券等に係る利子等お

よびその他の未収入金で、信託終了日

までにその金額を見積りうるものが

あるときは、受託者がこれを立替えて

信託財産に繰り入れることができま

す。 
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③ 前２項の立替金の決済および利息

については、受託者と委託者との協議

によりそのつど別にこれを定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第30条 この信託の計算期間は、毎年５月24

日から翌年５月23日とすることを原則

とします。 

ただし、第１計算期間は信託契約締結

日より平成21年５月25日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則によ

り各計算期間終了日に該当する日（以

下本項において「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終

了日は該当日の翌営業日とし、その翌

日より次の計算期間が開始されるも

のとします。ただし、 終計算期間の

終了日は第４条に定める信託期間の

終了日とします。 

 

（信託財産に関する報告等） 

第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を

行い、信託財産に関する報告書を作成

して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに 終計

算を行い、信託財産に関する報告書を

作成して、これを委託者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うこと

により、受益者に対する信託法第37条

第３項に定める報告は行わないこと

とします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第

37条第２項に定める書類又は電磁的

記録の作成に欠くことのできない情

報その他の信託に関する重要な情報

および当該受益者以外の者の利益を

害するおそれのない情報を除き、信託

法第38条第１項に定める閲覧又は謄

写の請求をすることはできないもの

とします。 

 

（信託事務の諸費用および監査費用） 

第32条 信託財産に関する租税、信託事務の

処理に要する諸費用および受託者の立

替えた立替金の利息（以下「諸経費」

といいます。）は、受益者の負担とし、

信託財産中から支弁します。 

② 信託財産に係る監査費用および当

該監査費用に係る消費税等に相当す

る金額は、第30条に規定する計算期間

を通じて日々計上され、第33条第２項

に規定する信託報酬の支弁される日

に信託財産中から支弁します。 

 

（信託報酬等の総額） 

第33条 委託者および受託者の信託報酬の総

額は、第30条に規定する計算期間を通

じて毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000分の110の率を乗じて得た額と

します。 

② 前項の信託報酬は、計算期間の 初

の６ヵ月終了日（該当日が休業日のと

きは、翌営業日とします。）、毎計算期

末および信託終了のとき信託財産中

から支弁するものとし、委託者と受託

者との間の配分は別に定めます。 

③ 第１項の信託報酬に係る消費税等

に相当する金額を信託報酬支弁のと

きに信託財産中から支弁します。 

 

（収益の分配） 

第34条 信託財産から生ずる毎計算期末にお

ける利益は、次の方法により処理します。 

１．分配金、利子およびこれ等に類

する収益から支払利息を控除し

た額（以下「配当等収益」とい

います。）は、諸経費および当該

諸経費に係る消費税等に相当す

る金額、信託財産に係る監査費

用および当該監査費用に係る消

費税等に相当する金額、信託報

酬および当該信託報酬に係る消

費税等に相当する金額を控除し
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た後その残金を受益者に分配す

ることができます。なお、次期

以降の分配金にあてるため、そ

の一部を分配準備積立金として

積み立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した

利益金額（以下「売買益」とい

います。）は、諸経費および当該

諸経費に係る消費税等に相当す

る金額、信託財産に係る監査費

用および当該監査費用に係る消

費税等に相当する金額、信託報

酬および当該信託報酬に係る消

費税等に相当する金額を控除し、

繰越欠損金のあるときは、その

全額を売買益をもって補てんし

た後、受益者に分配することが

できます。なお、次期以降の分

配にあてるため、分配準備積立

金として積み立てることができ

ます。 

② 毎計算期末において、信託財産につ

き生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払

い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第35条 受託者は、収益分配金については第

36条第１項および第２項に規定する支

払開始日までに、償還金（信託終了時

における信託財産の純資産総額を受益

権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）については同条第３項に規定する

支払開始日までに、一部解約金（第38

条第３項の一部解約の価額に当該一部

解約口数を乗じて得た額をいいます。

以下同じ。）については同条第４項に規

定する支払日までに、その全額を委託

者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者

の指定する預金口座等に収益分配金、

償還金および一部解約金を払い込ん

だ後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第36条 収益分配金は、毎計算期間終了日後

１ヵ月以内の委託者の指定する日から、

毎計算期間の末日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されて

いる受益者（当該収益分配金にかかる

計算期間の末日以前において一部解約

が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかか

る計算期間の末日以前に設定された受

益権で取得申込代金支払前のため販売

会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申

込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定め

る契約に基づいて収益分配金を再投

資する受益者に対しては、受託者が委

託者の指定する預金口座等に払い込

むことにより、原則として、毎計算期

間終了日の翌営業日に収益分配金が

販売会社に支払われます。この場合、

販売会社は、受益者に対し遅滞なく収

益分配金の再投資にかかる受益権の

取得の申込に応じるものとします。当

該取得により増加した受益権は、第10

条第３項の規定にしたがい、振替口座

簿に記載または記録されます。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内

の委託者の指定する日から、信託終了

日において振替機関等の振替口座簿

に記載または記録されている受益者

（信託終了日以前において一部解約

が行われた受益権にかかる受益者を

除きます。また、当該信託終了日以前

に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため販売会社の名義で記載

または記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。なお、当該受益

者は、その口座が開設されている振替

機関等に対して委託者がこの信託の

償還をするのと引き換えに、当該償還
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に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行うものとし、社振法の規定

にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少の記載または

記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第38条第１項の受益

者の請求を受付けた日から起算して、

原則として、７営業日目から受益者に

支払います。 

⑤ 前各項（第２項を除く。）に規定す

る収益分配金、償還金および一部解約

金の支払いは、販売会社の営業所等に

おいて行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約

金にかかる収益調整金は、原則として、

受益者毎の信託時の受益権の価額等

に応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、

所得税法施行令第27条の規定による

ものとし、受益者毎の信託時の受益権

の価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数により

加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。また、前項に規定

する「受益者毎の信託時の受益権の価

額等」とは、原則として、受益者毎の

信託時の受益権の価額をいい、追加信

託のつど当該口数により加重平均さ

れ、収益分配のつど調整されるものと

します。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第37条 受益者が、収益分配金については第

36条第１項に規定する支払開始日から

５年間その支払いを請求しないとき、

ならびに信託終了による償還金につい

て同条第３項に規定する支払開始日か

ら10年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、受託者から交付

を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

（信託契約の一部解約） 

第38条 受益者は、自己に帰属する受益権に

つき、委託者に販売会社が定める単位

（別に定める契約にかかる受益権また

は販売会社に帰属する受益権について

は１口単位）をもって一部解約の実行

を請求することができます。ただし、

ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行

あるいはルクセンブルグの銀行の休業

日と同日の場合には、受益権の一部解

約の実行の請求の受付は行いません。 

② 委託者は、前項の一部解約の実行の

請求を受付けた場合には、この信託契

約の一部を解約します。なお、前項の

一部解約の実行の請求を行う受益者

は、その口座が開設されている振替機

関等に対して当該受益者の請求に係

るこの信託契約の一部解約を委託者

が行うのと引き換えに、当該一部解約

に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行うものとし、社振法の規定

にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少の記載または

記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約

の実行の請求日の翌営業日の基準価

額から当該基準価額に0.5％の率を乗

じて得た額を信託財産留保額として

控除した価額とします。 

④ 信託契約の一部解約にかかる一部

解約の実行の請求を受益者がすると

きは、販売会社に対し、振替受益権を

もって行うものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等におけ

る取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止、投資対象国における

非常事態（金融危機、デフォルト、重

大な政策変更や資産凍結を含む規制

の導入、自然災害、クーデターや重大

な政治体制の変更、戦争など）による

市場の閉鎖もしくは流動性の極端な

減少など、その他やむを得ない事情が
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あるときは、第１項による一部解約の

実行の請求の受付を中止することお

よびすでに受付けた一部解約の実行

の請求の受付を取り消すことができ

ます。 

⑥ 前項により一部解約の実行の請求

の受付が中止された場合には、受益者

は当該受付中止以前に行った当日の

一部解約の実行の請求を撤回できま

す。ただし、受益者がその一部解約の

実行の請求を撤回しない場合には、当

該受益権の一部解約の価額は、当該受

付中止を解除した後の 初の基準価

額の計算日（この計算日が解約の請求

を受付けない日であるときは、この計

算日以降の 初の解約の請求を受付

けることができる日とします。）に一

部解約の実行の請求を受付けたもの

として第３項の規定に準じて計算さ

れた価額とします。 

⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約す

ることにより、受益権の口数が30億口

を下回ることとなった場合は、受託者

と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁

に届け出ることにより、第40条の規定

にしたがってこの信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。 

 

（質権口記載又は記録の受益権の取扱い） 

第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に

記載または記録されている受益権にか

かる収益分配金の支払い、一部解約の

実行の請求の受付、一部解約金および

償還金の支払い等については、この約

款によるほか、民法その他の法令等に

したがって取り扱われます。 

 

（信託契約の解約） 

第40条 委託者は、信託期間中において、こ

の信託契約を解約することが受益者の

ため有利であると認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託契約を

解約し、信託を終了させることができ

ます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監

督官庁に届け出るものとします。 

② 委託者は、前項の事項について、書

面による決議（以下「書面決議」とい

います。）を行います。この場合にお

いて、あらかじめ、書面決議の日なら

びに信託契約の解約の理由などの事

項を定め、当該決議の日の２週間前ま

でに、この信託契約に係る知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの

事項を記載した書面決議の通知を発

します。 

③ 前項の書面決議において、受益者

（委託者およびこの信託の信託財産

にこの信託の受益権が属するときの

当該受益権に係る受益者としての受

託者を除きます。以下本項において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決

権を有し、これを行使することができ

ます。なお、知れている受益者が議決

権を行使しないときは、当該知れてい

る受益者は書面決議について賛成す

るものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使

することができる受益者の半数以上

であって、当該受益者の議決権の３分

の２以上に当たる多数をもって行い

ます。 

⑤ 第２項から前項までの規定は、委託

者が信託契約の解約について提案を

した場合において、当該提案につき、

この信託契約に係るすべての受益者

が書面または電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しま

せん。また、信託財産の状態に照らし、

真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、第２項から前項までの

手続きを行うことが困難な場合につ

いても同様とします。 
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（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契

約の解約の命令を受けたときは、その

命令にしたがい、信託契約を解約し信

託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づい

てこの信託約款を変更しようとする

ときは、第45条の規定にしたがいます。 

 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を

受けたとき、解散したときまたは業務

を廃止したときは、委託者は、この信

託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁

がこの信託契約に関する委託者の業

務を他の投資信託委託会社に引き継

ぐことを命じたときは、この信託は、

第45条の書面決議が否決となる場合

を除き、当該投資信託委託会社と受託

者との間において存続します。 

 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第43条 委託者は、事業の全部または一部を

譲渡することがあり、これに伴い、こ

の信託契約に関する事業を譲渡するこ

とがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部ま

たは一部を承継させることがあり、こ

れに伴い、この信託契約に関する事業

を承継させることがあります。 

 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてそ

の任務を辞任することができます。受

託者がその任務に違反して信託財産に

著しい損害を与えたことその他重要な

事由があるときは、委託者または受益

者は、裁判所に受託者の解任を申立て

ることができます。受託者が辞任した

場合、または裁判所が受託者を解任し

た場合、委託者は、第45条の規定にし

たがい、新受託者を選任します。なお、

受益者は、上記によって行う場合を除

き、受託者を解任することはできない

ものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できない

ときは、委託者はこの信託契約を解約

し、信託を終了させます。 

 

（信託約款の変更等） 

第45条 委託者は、受益者の利益のため必要

と認めるときまたはやむを得ない事情

が発生したときは、受託者と合意のう

え、この信託約款を変更することまた

はこの信託と他の信託との併合（投資

信託及び投資法人に関する法律第16条

第２号に規定する「委託者指図型投資

信託の併合」をいいます。以下同じ。）

を行うことができるものとし、あらか

じめ、変更または併合しようとする旨

およびその内容を監督官庁に届け出ま

す。なお、この信託約款は本条に定め

る以外の方法によって変更することが

できないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更

事項にあっては、その内容が重大なも

のに該当する場合に限ります。以下、

併合と合わせて「重大な約款の変更

等」といいます。）について、書面決

議を行います。この場合において、あ

らかじめ、書面決議の日ならびに重大

な約款の変更等の内容およびその理

由などの事項を定め、当該決議の日の

２週間前までに、この信託約款に係る

知れている受益者に対し、書面をもっ

てこれらの事項を記載した書面決議

の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者

（委託者およびこの信託の信託財産

にこの信託の受益権が属するときの

当該受益権に係る受益者としての受

託者を除きます。以下本項において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決
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権を有し、これを行使することができ

ます。なお、知れている受益者が議決

権を行使しないときは、当該知れてい

る受益者は書面決議について賛成す

るものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使

することができる受益者の半数以上

であって、当該受益者の議決権の３分

の２以上に当たる多数をもって行い

ます。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべ

ての受益者に対してその効力を生じ

ます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託

者が重大な約款の変更等について提

案をした場合において、当該提案につ

き、この信託約款に係るすべての受益

者が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しま

せん。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投

資信託において併合の書面決議が可

決された場合にあっても、当該併合に

かかる一又は複数の他の投資信託に

おいて当該併合の書面決議が否決さ

れた場合は、当該他の投資信託との併

合を行うことはできません。 

 

（反対者の買取請求権） 

第46条 第40条に規定する信託契約の解約ま

たは前条に規定する重大な約款の変更

等を行う場合には、書面決議において

当該解約または重大な約款の変更等に

反対した受益者は、受託者に対し、自

己の有する受益権を、信託財産をもっ

て買取るべき旨を請求することができ

ます。この買取請求権の内容および買

取請求の手続に関する事項は、第40条

第２項または前条第２項に規定する書

面に付記します。 

 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第47条 この信託の受益者は、委託者または

受託者に対して、次に掲げる事項の開

示の請求を行うことはできません。 

１．他の受益者の氏名または名称お

よび住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

 

（公告） 

第48条 委託者が受益者に対してする公告は、

日本経済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第49条 この信託約款の解釈について疑義を

生じたときは、委託者と受託者との協

議により定めます。 

 

 

（付則） 

この約款において、「自動けいぞく投資契約」

とは、この信託について受益権取得申込者と

販売会社が締結する「自動けいぞく投資契約」

と別の名称で同様の権利義務関係を規定する

契約を含むものとします。この場合、「自動け

いぞく投資契約」は当該別の名称に読み替え

るものとします。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成20年９月30日 

 

東京都千代田区内幸町二丁目１番８号 

委託者 新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 

東京都千代田区大手町一丁目１番２号 

受託者 りそな信託銀行株式会社 
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<信託用語集> 

運用報告書 投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価

証券売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託会社に

より作成され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付される報告

書です。 

会社型投資信託 投資信託自体が投資を目的とした投資法人（株式会社）を設立し、

投資証券（株券）を発行して投資主（株主）を募集します。投資

証券を購入した投資主が、その会社の投資運用による収益等の分

配を受ける形態の投資信託です。 

解約 

 

投資家が証券会社など販売会社を通じて投資信託委託会社（運用

会社）に対して信託契約の解除を請求する換金方法で、直接解約

請求ともよばれます。 

解約価額 投資信託を解約する際の税引き前の価額です。信託財産留保額が

ある場合は、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額にな

ります。 

為替ヘッジ 将来のある時点で事前に決められた一定の交換レートで外貨を

売り、円を買う取引を行うことで、保有する外貨建て資産の為替

変動に係るリスクを回避することをいいます。 

基準価額 投資信託の時価を表すものです。基準価額は、その日の投資信託

の純資産総額を受益権総口数で割って計算され、日々変動しま

す。なお、当初１口が１円で始まる投資信託は１万口当りの価額

で表示することが一般的です。 

繰上げ償還 信託約款に定められた信託期間（運用期間）の満了日前に投資信

託が償還されることを繰上げ償還といいます。 

クレジット債券 日本国債や米国債とは異なり、比較的信用リスクが高い債券全般

のことをいいます。 

クレジット・ 

リンク債券 

裏付けとなる資産などの信用リスクと結びついている債券です。

個別元本 受益者毎の投資信託取得時の単価をいい（申込手数料（税込）は

含まれません。）、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取

得口数に応じて加重平均されます。 

債券の格付 債券の発行体の元利金支払いに対する確実性を格付機関が評価

したものです。格付が高いほど元利金の支払いの確実性が高いこ

とを意味します。 

収益分配 投資信託の決算期に、運用の結果あげられた収益などを受益権の

口数に応じて受益者に分配することをいいます。 

純資産総額 信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控除した

ものをいいます。 
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償還 投資信託の信託期間（運用）が終了し受益者に金銭が返還される

ことをいいます。 

信託期間 各投資信託ごとに定められた投資信託の運用期間をいいます。有

期限のものと期間の定めのない無期限のものとがあります。 

信託財産 投資信託として運用される資産のことをいいます。信託財産は受

託会社により保管・管理されます。 

信託財産留保額 投資信託を中途解約する投資家から徴収する一定の金額で、信託

財産に繰り入れます。これにより、引続き投資を続ける投資家と

の公平性の確保を図っています。 

信託報酬 投資家が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財産の

中から日々間接的に負担する費用です。信託報酬は委託者（投資

信託会社）・受託者（信託銀行）・販売会社の業務に対する対価

として支払われます。 

信託約款 契約型投資信託において投資信託委託会社と受託会社との間に

締結され、信託契約が記されています。 

ストレス・テスト 相場暴落などリスクの大きな局面におけるポートフォリオの収

益率の変化をいくつかのシナリオ（ストレス状況）を作り検証す

る手法です。 

デュレーション 金利が変化したときの債券の価格変動の大きさを把握する尺度

です。固定利付債の場合、満期までの期間が長いほどデュレーシ

ョンが長くなる傾向があります。デュレーションが長い債券は金

利の動きに対して価格が大きく変動する傾向がある一方、短い債

券は価格の動きも小さくなる傾向があります。 

投資信託証券 一般に、投資信託証券とは、契約型の投資信託（投資信託または

外国投資信託）の受益証券や会社型の投資信託（投資法人および

外国投資法人）の投資証券をいいます。 

投資信託説明書 

（目論見書） 

投資信託の募集・販売の際に用いられる当該投資信託の募集要項

や費用、運用に係る内容等を記載した説明書のことです。金融商

品取引法では、投資信託会社に対し作成義務、販売会社に対し交

付義務を課し投資家の投資判断材料として提供されることにな

っています｡目論見書ともいいます。 

トラッキング・ 

エラー 

資産運用において、ベンチマークに対するリターンの乖離する可

能性を示す指標です。 

VaR（バリュー・ 

アット・リスク） 

特定の投資期間に、あらかじめ設定された目標確率レベルで発生

するであろう、ポートフォリオの金額ベースでの 大損失のこと

をいいます。 

パラメトリック 

 

観測値の母集団が、正規分布であることを前提とした解析方法の

ことをいいます。 
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ヒストリック・ 

シミュレーション 

シミュレーションを行う際に、過去のマーケット変動データを用

いて算出する方法のことをいいます。 

分配金再投資 

（累積投資） 

投資信託が収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配金を

同一の投資信託に速やかに再投資する仕組みをいいます。 

ベンチマーク 投資信託の運用を行うにあたり、目標とする指標をいいます。ア

クティブ型ファンドの場合は、ベンチマークを上回る投資成果を

めざし、インデックス型ファンドの場合はベンチマークとの連動

をめざします。 

モンテカルロ 乱数を用いたシミュレーションを何度も行うことにより近似解

を求める計算方法のことをいいます。 
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設定・運用は 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 
 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 



 

 

 

この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「エマージング・カレンシー・債券ファ

ンド（１年決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第

25 号）第５条の規定により有価証券届出書を平成 21 年８月 24 日に関東財務局長に提出し

ており、平成 21 年８月 25 日にその効力が発生しております。 

 

 

 
 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。 

・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金

の支払対象ではありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありま

せん。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客

様が負うことになります。 
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ファンドの詳細情報 

第１【ファンドの沿革】 

平成20年９月30日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 

 

第２【手続等】 

１【申込（販売）手続等】 

① 取得申込手続き 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。 

２）原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時）

までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己の

ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座

を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと

引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記

録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権に

ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社

振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、

委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、そ

の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追

加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める

方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行い

ます。 

② 取得申込不可日 

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、

取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

●ルクセンブルグの銀行休業日 

●ロンドンの銀行休業日 

●ニューヨークの銀行休業日 

③ 申込単位 

申込単位につきましては、販売会社または下記の委託会社の照会先にお問い合

わせください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問い合わせ時間(営業日)９：00～17：00(半休日となる場合は９：00～12：00) 

④ コースの選択 

収益分配金の受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」
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の２通りがあります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコ

ースのみのお取り扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わ

せください。 

「一般コース」 

お申し込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申し込みください。 

「自動けいぞく投資コース」 

お申し込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいた

だきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規

定が用いられることがあります。収益分配金は、原則として各計算期間終了日

の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。 

⑤ 申込価額と金額 

１）受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

２）取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お

申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 

３）お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

⑥ 申込手数料 

１）取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675％（税抜3.5％）を上限として、

販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

２）収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。  

⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍

結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）

による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情が

あるときは、取得のお申し込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得

申込の受付を取り消すことができます。 
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２【換金（解約）手続等】 

① 換金の請求 

１）販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。 

２）原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前

11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と

します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取り扱いとなります。 

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し

て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引

き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口

数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の請求を受益者がす

るときは、振替受益権をもって行うものとします。 

② 換金請求不可日 

販売会社の営業日であっても、換金請求申込日が下記のいずれかに該当する場

合は、換金請求のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い

合わせください。 

●ルクセンブルグの銀行休業日 

●ロンドンの銀行休業日 

●ニューヨークの銀行休業日 

③ 換金制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないよう

にするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

④ 換金単位 

販売会社が定める単位をもって換金できます。 

※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会

社にお問い合わせください。 

⑤ 解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※（当該基準価額に

0.5％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保

やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係な

く、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額（基準価額

に0.5％の率を乗じて得た額）をいい、信託財産に繰り入れられます。 

⑥ 支払開始日 

お手取額は、原則として解約申込みの受付日から起算して、７営業日目以降、

販売会社において支払います。 

⑦ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消 

１）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決

済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
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な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政

治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少な

ど、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、

および既に受付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 

２）解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびそ

の前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約

の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中

止を解除した後の 初の基準価額の計算日（この計算日が解約の請求を受け

ない日であるときは、この計算日以降の 初の解約の請求を受付けることが

できる日とします。）に解約の請求を受付けたものとして取り扱います。 
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第３【管理及び運営】 

１【資産管理等の概要】 

(１)【資産の評価】 

① 基準価額の算定 

１）基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協

会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額

を控除した金額（以下「純資産総額」と いいます。）を、計算日におけ

る受益権総口数で除した金額をいいます。 

２）ファンドは便宜上、基準価額を、１万口当りに換算した価額で表示する

ことがあります。 

② ファンドの主な投資対象の評価基準 

１）ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である

「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド」投資証券は、原則として、基準価額計算日に知りう

る直近の基準価額で評価します。 

２）証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 受益証

券は、原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 

３）外貨建て資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）

の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売

買相場の仲値によって計算します。 

４）有価証券の評価基準、信託財産に属する資産については、法令および社

団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価します。 

５）予約為替は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場

の仲値によるものとします。 

③ 基準価額の算出頻度と公表 

１）基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販

売会社などで入手することができます。 

２）基準価額につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先にお

問い合わせください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

お問い合わせ時間（営業日）９：00～17：00（半休日となる場合は９：00

～12：00） 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準

価格」欄に略称「エマ１Y」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 

(２)【保管】 

該当事項はありません。 
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(３)【信託期間】 

原則、無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解除し、信

託を終了させることがあります。 

(４)【計算期間】 

原則として、毎年５月24日から翌年５月23日までとします。ただし、各計算期

間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次

の計算期間が開始されるものとします。 

(５)【その他】 

① 信託の終了（繰上償還） 

１）委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者

のため有利であると認めるとき、信託の一部解約により当ファンドの受

益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事

情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。 

２）委託者は、前記１）について、書面による決議（以下「書面決議」とい

います。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日

ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週

間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもっ

てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

３）前記２）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財

産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての

受託者を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有

し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権

を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す

るものとみなします。 

４）前記２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上

であって、当該受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行

います。 

５）前記２）から４）までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案

をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受

益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用

しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生

じている場合であって、前記２）から４）までに規定される信託契約の

解約手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。 

② 運用報告書 

委託者は、毎年５月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会

社を通じて知れている受益者に対して交付します。 
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③ 信託約款の変更 

１）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事

情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更するこ

とまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する

法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま

す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更また

は併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、

信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができないも

のとします。 

２）委託者は、前記事項（前記の変更事項にあっては、その内容が重大なも

のに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変

更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合におい

て、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ

びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信

託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記

載した書面決議の通知を発します。 

３）前記の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産に

この信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託

者を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、

これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行

使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも

のとみなします。 

４）前記２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上

であって、当該受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行

います。 

５）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じ

ます。 

６）前記２）から５）までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について

提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべて

の受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適

用しません。 

７）前記１）から５）の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書

面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他

の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の

投資信託との併合を行うことはできません。 

④ 公告 

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑤ 反対者の買取請求権 

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一

定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に
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帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま

す。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「信

託の終了（繰上償還）」または「信託約款の変更」に規定する公告または書

面に付記します。 

⑥ 関係法人との契約の更新に関する手続 

委託者と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集等の取扱に関

する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示

のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。 

 

２【受益者の権利等】 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金・償還金受領権 

１）受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益権の口数に応

じて受領する権利を有します。 

２）ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金に

ついては支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、そ

の金銭は委託会社に帰属します。 

② 解約請求権 

受益者は、受益権の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することがで

きます。 

③ 帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する

帳簿書類の閲覧を請求することができます。 
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第４【ファンドの経理状況】 

 

（１) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信

託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成し

ております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

（２) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第１期計

算期間（平成 20 年９月 30 日（設定日）から平成 21 年５月 25 日まで）の財務

諸表について、監査法人ト－マツによる監査を受けております。 
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１【財務諸表】 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型） 

 

 

（１）【貸借対照表】 

                                       （単位：円） 

 第１期 

（平成 21年５月 25日現在）

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  投資証券 
  親投資信託受益証券 
  派生商品評価勘定 
  未収利息    

 

 

76,632,395

114,006,116

1,001,156

331,890

104

 流動資産合計 191,971,661

資産合計 191,971,661

負債の部 
 流動負債 
  未払受託者報酬 
  未払委託者報酬 
  その他未払費用 

5,067

180,727

164,103

 流動負債合計 349,897

負債合計 349,897

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   期末剰余金又は期末欠損金(△) 

205,102,141

△13,480,377

純資産合計 191,621,764

負債純資産合計 191,971,661
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

                                      （単位：円） 

 

第１期 

 （自平成 20 年９月 30日（設定日）

至平成 21年５月 25日） 

営業収益 

 受取配当金 

受取利息 

 有価証券売買等損益 

  為替差損益 

3,459,509

3,080

4,791,790

△4,410,632

営業収益合計 3,843,747

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

14,487

516,426

926,752

営業費用合計 1,457,665

営業利益又は営業損失（△） 2,386,082

経常利益又は経常損失（△） 2,386,082

当期純利益又は当期純損失（△） 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約

に伴う当期純損失金額の分配額（△） 

剰余金増加額又は欠損金減少額 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 

剰余金減少額又は欠損金増加額 

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 

分配金 

2,386,082

△557,959

58,962

58,962

                               -

16,483,380

                              -

16,483,380

-

期末剰余金又は期末欠損金(△) △13,480,377
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（３）【注記表】 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第１期 

（自平成 20 年９月 30 日（設定日） 

至平成 21年５月 25日） 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 (１)投資証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、計算期間末日 

に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評 

価しております。 

(２)親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しており 

ます。時価評価にあたっては、計算期間末日 

における親投資信託受益証券の基準価額に基 

づいて評価しております。 

２．デリバティブの評価基準及び評価 

  方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、国内における計算期間末 

日の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお 

ります。 

 当ファンドにおける派生商品勘定は、当該 

為替予約取引に係るものであります。 

３．外貨建資産・負債の本邦通貨への 

  換算基準 

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の 

円換算は、国内における計算期間末日の対顧 

客電信売買相場の仲値によって計算しており 

ます。 

４．収益及び費用の計上基準 (１)受取配当金 

 投資証券の配当落ち日において、確定配当 

金額又は予想配当金額を計上しております。 

予想配当金額を計上した場合は、入金時に入 

金額との差額を計上しております。 

(２)為替予約取引による為替損益の計上基準 

 約定日基準で計上しております。 

５．その他財務諸表作成のための基本 

となる重要な事項 

(１)外貨建資産等の会計処理 

  外貨建資産等については、投資信託財産の 

計算に関する規則第 60条の規定に基づき、 

通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産 

等と区分して整理する方法を採用しておりま 

す。従って、外貨の売買については、同規則 

第 61条の規定により処理し、為替差損益を 

算定しております。 

 (２)ファンドの計算期間 

当ファンドの計算期間は原則として、毎年 

５月 24 日から翌年５月 23 日までとしており 

ますが、第１期計算期間は期首が設定日であ 

り、また当計算期間末日及びその翌日が休業 

日のため、平成 20年９月 30日から平成 21 

年５月 25日までとなっております。 
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（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第１期 

（平成 21年５月 25日現在） 

１．当該計算期間の末日における受益権総数 

２．投資信託財産の計算に関する規則第 55条の６ 

第 10号に規定する額 

元本の欠損 

３．１口当たり純資産額 

(１万口当たり純資産額） 

205,102,141 口 

 

 

13,480,377 円 

0.9343 円 

(9,343 円)

  

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第１期 

（自平成 20 年９月 30 日（設定日） 

至平成 21年５月 25日） 

１．分配金の計算過程 

 計算期間末における経費控除後の配当等収益(2,315,696 円)、経費控除後の有価証券売買等損益

(628,345 円)、及び収益調整金（2,560,110 円）より、分配対象収益は 5,504,151 円（１口当たり 

0.0268 円)ですが、当期に分配した金額はありません。 

２．剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 

 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し

引いた純額で表示しております。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第１期 

（自平成 20 年９月 30 日（設定日） 

至平成 21年５月 25日） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第１期 

（自平成 20 年９月 30 日（設定日） 

  至平成 21 年５月 25 日） 

該当事項はありません。 

   

（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動 

項目 
第１期 

（平成 21年５月 25日現在） 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

36,576,279 円 

171,255,521 円 

2,729,659 円 
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２ 有価証券関係 

第１期（平成 21 年５月 25 日現在） 

売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
 終の計算期間の損益に 

 含まれた評価差額（円） 

投資証券 114,006,116 5,236,911

親投資信託受益証券 1,001,156 1,156

合計 115,007,272 5,238,067

 

３ デリバティブ取引関係 

Ⅰ取引の状況に関する事項 

第１期 

      （自平成 20年９月 30日（設定日） 

至平成 21年５月 25日） 

１.取引の内容 

利用している取引は、通貨関連で為替予約取引 

であります。 

２.取引に対する取組方針 

為替予約取引は、外貨の送回金を目的とする他、

ファンドの運用の効率化を図るため、将来の為替 

変動リスクの回避目的に限定せずに利用する場合 

もあります。但し、投機目的の取引は行わない方 

針であります。 

３.取引の利用目的 

為替予約取引は、原則として、外貨の送回金及 

び将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。

４.取引に係るリスクの内容 

利用している取引については、市場リスクすな 

  わち為替相場の変動リスクがあります。なお、取 

   引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて少 

   ないものであると認識しております。 

５.取引に係るリスク管理体制 

取引の執行・管理については、投資信託及び投 

  資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協 

    会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等 

を定めた社内規則に従い、運用部トレーディング 

室が決裁担当者の承認を得て行っております。 

また、管理部門が日々遵守状況を確認し、問題が 

あると判断した場合は速やかに対応できる体制と 

なっております。 

６.取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項における契約額等は、

あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元 

本であり、当該金額自体が取引のリスクの大きさ 

を示すものではありません。 
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Ⅱ取引の時価等に関する事項 

第１期（平成 21 年５月 25 日現在） 

通貨関連 

区分 種類 契約額等（円）
契約額等のう

ち１年超（円）
時価（円） 評価損益（円）

市場取引以外の取引 

為替予約取引 

 買建 

 米ドル 

 

 

73,401,510 -

 

 

73,733,400 

 

 

331,890

合計 73,401,510 - 73,733,400 331,890

（注）時価の算定方法 

   国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 

１．計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、 

当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 

２．計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合 

は、発表されている先物相場のうち当該日に も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 

したレートを用いております。 

 

(４）【附属明細表】 

   第 1 有価証券明細表 

① 株式 

該当事項はありません。 

 

② 株式以外の有価証券   

種類 銘柄 券面総額（口） 評価額 備考 

SIM BlueBay Emerging Market  

Local Currency Bond Fund 12,169.78

 

1,205,903.50

 

投資証券 

米ドル 小計 
12,169.78

1,205,903.50 

(114,006,116)

 

SIM ショートターム・マザー・

ファンド 987,042

 

1,001,156

 

親投資信託受益証券 

日本円 小計 
987,042

 

1,001,156

 

合計 
115,007,272 

(114,006,116)

 

（注）１.米ドル小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 

２.合計金額は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 

３.通貨の表示は、外貨については米ドル単位、邦貨については円単位で表示しております。 

４.外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入投資証券

 時価比率(注）

有価証券の合計額 

に対する比率 

米ドル 投資証券 １銘柄    59.5％     99.1％ 

合計    59.5％     99.1％ 

      (注)組入時価の純資産に対する比率であります。 
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第２ 信用取引契約残高明細表 

   該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

   デリバティブ取引関係注記に記載したとおりであります。 

 

第４ 不動産等明細表 

   該当事項はありません。 

 

第５ 商品明細表 

   該当事項はありません。 

 

第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 

   該当事項はありません。 

 

第７ その他特定資産の明細表 

   該当事項はありません。 

 

第８ 借入金明細表 

   該当事項はありません。 
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(参考) 

本書の開示対象ファンド（エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型）、

以下「当ファンド」といいます。）は、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ド

ル建て外国投資法人である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・

カレンシー・ボンド・ファンド」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表

の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券です。今後、主

要投資対象である同外国投資法人の計算期間末日（平成 21 年６月 30 日）時点で、現

地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が作成され、委託会社が監査を受けた

財務諸表を管理会社より入手する予定です。よって、現時点では平成 20 年６月 30 日

に終了した計算期間の財務諸表を記載しています。 

 
また、当ファンドは、「SIM ショートターム・マザー・ファンド」（以下「マザー

ファンド」といいます。）の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部

に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

当ファンドの、計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンド

の状況は次に示すとおりです。 

 

ただし、上記２点に関しては、監査意見の対象ではありません。 
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SIM ショートターム・マザー・ファンドの状況 

 

（１）貸借対照表 

                                  （単位：円） 

 (平成 21 年５月 25日現在) 

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  国債証券 
  未収利息 

108,878,810

1,019,782,130

149

 流動資産合計 1,128,661,089

資産合計 1,128,661,089

負債の部 
  流動負債 
  未払金 99,953,100

流動負債合計 99,953,100

負債合計 99,953,100

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   剰余金 

1,014,184,654

14,523,335

純資産合計 1,028,707,989

負債純資産合計 1,128,661,089
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（２）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
（自平成 20 年９月 30 日 

    至平成 21年５月 25日） 

有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 

個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価

にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等

で評価しております。 

   

（貸借対照表に関する注記） 

項目 （平成 21年５月 25日現在） 

１.計算日における受益権総数 

 

２.１口当たり純資産額 

（1万口当たり純資産額） 

    1,014,184,654 口

       1.0143 円

          （10,143 円）

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

（自平成 20 年９月 30 日 

    至平成 21年５月 25日） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

（自平成 20 年９月 30 日 

    至平成 21年５月 25日） 

該当事項はありません。 

   

（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の

内訳 

項目 （平成 21年５月 25日現在）

同計算期間の期首元本額 

同計算期間中の追加設定元本額 

同計算期間中の一部解約元本額 

同計算期間末日の元本額※ 

※上記元本額の内訳 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

新生・トロイカ ロシアファンド 

エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型）

1,042,821,391 円

 987,042 円

 29,623,779 円

1,014,184,654 円

 

993,296,826 円

19,900,786 円

987,042 円
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２ 有価証券関係 

（平成 21年５月 25日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当期間の損益に含まれた 

評価差額（円） 

国債証券 1,019,782,130 399,150

合計 1,019,782,130 399,150

 （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首（平成 20 年５月 24 日） 

    から計算日までの期間に対応するものであります。 

 

３ デリバティブ取引関係 

（自平成 20 年９月 30 日 

    至平成 21年５月 25日） 

本マザーファンドは、デリバティブ取引を行って

おりませんので、該当事項はありません。 

 

（３）附属明細表 

 （平成 21年５月 25 日現在） 

    第１ 有価証券明細表 

① 株式 

該当事項はありません。 

 

② 株式以外の有価証券 

種類 銘柄  券面総額（円）   評価額（円） 
備考 

（償還年月日） 

国債証券 

第７回国庫短期証券 

第 12回国庫短期証券 

第 13回国庫短期証券 

第 24回国庫短期証券 

第 27回国庫短期証券 

50,000,000

200,000,000

470,000,000

200,000,000

100,000,000

49,997,650 

199,978,600 

469,936,080 

199,915,600 

99,954,200 

2009 年６月８日  

2009 年６月 22日 

2009 年６月 29日 

2009 年８月 17日 

2009 年８月 24日 

合計 1,020,000,000 1,019,782,130  

 

第２ 信用取引契約残高明細表 

   該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

   該当事項はありません。 

 

第４ 不動産等明細表 

   該当事項はありません。 

 

第５ 商品明細表 

     該当事項はありません。 

 

第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 

     該当事項はありません。 



－ 22 － 

第７ その他特定資産の明細表 

   該当事項はありません。 

 

第８ 借入金明細表 

   該当事項はありません。 
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ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド 

会社型投資信託（Société d’Investissement à Capital Variable） 

2008 年 6 月 30 日時点の財務諸表への注記 

 

1. 一般情報 

 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド（「本ファンド」）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて会社型

投資信託（Société d’investissement à Capital Variable（SICAV））として組織された有限責任会社で、2005

年 5 月 19 日に設立されました（存続期間は無期限）。本ファンドは、2007 年 2 月 13 日法に基づく専門投

資ファンド（SICAV、SICAV-SIF 形式における専門投資ファンド）として承認されています。 

本ファンドは、1991 年 7 月 19 日法に基づいて設立されましたが、この法律は 2007 年 2 月 13 日付で廃止

され、その日以降、本ファンドは、専門投資ファンドに関する 2007 年 2 月 13 日法の適用を受けます。 

本ファンドは投資の選択機会を提供しており、現在は、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：エマージン

グ・マーケット・ポータブル・アルファ・ファンドおよびブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：ハイ・イールド・

ポータブル・アルファ・ファンド（いずれも 2006 年 2 月 8 日に販売開始）、ブルーベイ・ストラクチャード・ファ

ンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド（2006 年 7 月 3 日に

販売開始）ならびにブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：ハイ・イールド・エンハンスド・ファンド（2007 年 9

月 25 日に販売開始）の 4 サブ・ファンドが存在します。 

 

2. 重要な会計方針 

 

結合財務諸表は、ルクセンブルグの規制当局の要求に従って作成され、ユーロで表示されます。 

下記は、各サブ・ファンドが採用した重要な会計方針の概要です。 

 

a) 有価証券の評価額 

証券取引所に上場されているまたは証券取引所で売買される有価証券の評価額は、決算日時点の入手

可能な直近の終値、また場合に応じて、証券取引所（通常は当該証券の主要市場）における平均価格に

基づいて評価され、またその他の規制市場で取引される各有価証券は、上場有価証券に利用される方法

と可能な限り同様の方法で評価されます。非上場有価証券、証券取引所やその他の規制市場で取引・売

買されていない有価証券、評価額が入手できないその他の市場での上場・非上場有価証券、または相場

価格が適正市場価格を表さない有価証券に関しては、その評価額は、予測可能な購入・売却価格に基づ

いて取締役会により慎重かつ誠実に決定されます。 

 

b) 先物外国為替契約 

先物外国為替契約のポジションは、当該評価日時点の実勢先物為替レートに基づいて評価され、その結

果としての未実現評価益／評価損が純資産計算書に記載されます。満期が到来した先物外国為替契約

にかかる実現利益／損失は、損益および純資産変動計算書に記載されます。 

 

c) 投資有価証券の売却に関する実現利益および損失 

投資有価証券の売却に関する利益および損失は、平均原価に基づいて算定されます。 

 

d) 外貨換算 

各サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨建ての投資ならびにその他の資産および負債の市場価格は、

2008 年 6 月 30 日時点の為替レート（1 ユーロ：1.5755 米ドル）で換算されています。各サブ・ファンドの報

告通貨以外の通貨建ての経費は、取引日の為替レートで換算されています。 

これらの項目の換算による為替差損益を考慮に入れて、運用実績が判断されます。 

 

e) クレジット・デフォルト・スワップ 

クレジット・デフォルト・スワップの価格は、市場実勢のパー・マーケット・スワップと比較することにより決定さ

れるものとします。パー・マーケット・スワップは元本の交換を行わずに市場で即日開始可能なスワップであ
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り、その売買スプレッドは、スワップの市場価格がゼロに等しくなる値となります。当初のデフォルトとパー・

マーケット・スワップの間のスプレッドは、アニュイティとして関連リスク調整済み割引率を使用して割り引か

れます。パー・マーケット・スワップ・レートは、市場の当事者のクロスセクションから得られます。 

 

f) 投資からの収入 

金利収入は、日次ベースで計上されます。 

 

g) レポ契約およびリバース・レポ契約 

本ファンドは、両当事者が契約上の取り決めにおいて設定した価格および期間で売却された有価証券を

取得者から買い戻す権利または義務を売り手に留保する条項を盛り込んだ有価証券の購入・売却から成

るレポ契約を補助的に締結することができます。 

本ファンドは、レポ契約において買い手または売り手のいずれかとして行動することができます。 

 

h) オプション取引 

本ファンドに代わって投資マネージャーは、プット・オプションおよびコール・オプションを購入することがで

きます。オプションが行使されるか否かにかかわらず本ファンドがプレミアムを支払うという点がオプションの

購入に伴うリスクとなります。更に、本ファンドは、プレミアムの損失および市場価格の変動のリスクを負いま

す。 

プット・オプションおよびコール・オプションの購入は、ポートフォリオの有価証券と同じ方法で会計処理さ

れます。 

 

i) 設立費用 

本ファンドの設立費用は、5 年間にわたり定額法で償却されます。これらの費用は、当初のサブ・ファンド 2

本の間で均等に分割されます。それ以降の各サブ・ファンドは、それぞれの設立費用を負担します。 

 

j) ターム・ローン 

ターム・ローンは、非上場有価証券に分類されます。その評価額は、予想購入・売却価格に基づいて取締

役会により慎重かつ誠実に決定されます。 

 

k) 金利スワップ 

金利スワップは、計算基準となる想定元本に基づく通常は交換されない支払金利（通常、固定/変動）と、

他の支払金利を交換することに当事者同士が合意した二者間契約です。 

 

l) 金融先物契約 

金融先物契約のポジションは、決算日における約定コストで評価されます。金融先物契約の純増減は、未

実現評価益／評価損として純資産変動計算書に記載されます。 

 

3. 税務上の取り扱い 

 

現在の法律および慣習の下では、本ファンドにルクセンブルグの税金は課されません。また、本ファンドが

支払う分配金にルクセンブルグの源泉徴収税は課されません。しかしながら、本ファンドは、ルクセンブル

グにおいて、その純資産に関して年 0.01%のルクセンブルグの年次税（"taxe d'abonnement"）を課され、こ

の税金は四半期ごとに支払われるもので、該当する四半期末の本ファンドの純資産の評価総額を基に計

算されます。この税金は、本ファンドの資産のうち、その他のルクセンブルグの集団投資事業に投資された

部分には適用されません。設立時に１回のみ支払われた 1,250 ユーロの税金以外は、本ファンドの株式発

行に際して、ルクセンブルグにおいては印紙税その他の税金は課されません。 

本ファンドの資産の実現・未実現キャピタル・ゲインに対しては、ルクセンブルグでは税金は課されません。 

本ファンドが受領した金利収入は、発生国の回収不能の源泉徴収税の対象となる可能性があります。 

投資家は、国籍国または居住国の法律に基づいて適用される課税に関しては専門アドバイザーに相談し

てください。 
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4. 分配方針 
 
各サブ・ファンドおよび各クラスの方針としては、すべての収益およびキャピタル・ゲインを再投資するため、
分配金の支払いは行いません。しかし、取締役会は、いずれの会計年度においても、分配金の支払いを
行うことが適切であると取締役会が考える場合には、年次総会において各サブ・ファンドまたは各クラスの
株主に対して、各サブ・ファンドまたは各クラスの当期における純投資収益の全部または一部から分配金を
支払うよう提案することもできます。取締役会は、当該分配金を控除した後のファンドの資本金がルクセン
ブルグの法律が要求する 低資本金を上回る場合にのみ、分配金の支払いを提案することができます。 
2007 年 7 月 1 日から 2008 年 6 月 30 日までの期間、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンドの株主に対し
て、分配金が支払われました。 
2007 年 8 月 10 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.7010 米ドル 
2007 年 9 月 10 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.4129 米ドル 
2007 年 10 月 9 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.7816 米ドル 
2007 年 11 月 13 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 2.0460 米ドル 
2007 年 12 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.3561 米ドル 
2008 年 1 月 10 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 1.4924 米ドル 
2008 年 2 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.9878 米ドル 
2008 年 3 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.6543 米ドル 
2008 年 5 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.2858 米ドル 
2008 年 6 月 13 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 0.0365 米ドル 
2008 年 7 月 14 日に、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ロ
ーカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ベースクラス I に関して 1 株当たり 1.0091 米ドル 
 
5. 運用顧問報酬 
 
本ファンドは、ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーと契約を締結し、その契約に基づいて同社
は投資マネージャー兼アドバイザーに任命されました。同社は、英国で設立され、金融サービス庁（FSA）
による認可・規制を受けています。本ファンドは、投資マネージャー兼アドバイザーに対して、運用中の各
サブ・ファンドまたは各クラスの純資産の一定の割合として計算される運用顧問報酬を支払います。投資マ
ネージャー兼アドバイザーの報酬は、各評価日に発生し、下記の利率で毎月後払いで支払われます。 
 
サブ・ファンド 株式クラス* 利率 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド： 
エマージング・マーケット・ポータブル・アルファ・ファンド 

ベースクラス I 
ベースクラス III 
ベースクラス IV 

0.70% 
0.50% 
0.40% 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド： 
ハイ・イールド・ポータブル・アルファ・ファンド 

ベースクラス I 
ベースクラス III 

0.70% 
0.80% 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド： 
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ 
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 

ベースクラス I 0.80% 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド： 
ハイ・イールド・エンハンスド・ファンド 

ベースクラス I 
ベースクラスⅡ 
ベースクラス IP 

2.00% 
1.50% 
1.00% 
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6. 取締役の報酬 

 

取締役の報酬は、1 人当たり年間 5,000 ユーロであり、次の年次総会での株主の承認を必要とします。投

資マネージャー兼アドバイザーに任命された本ファンドのオフィサーである取締役会の各メンバーは、取締

役の報酬を放棄しています。 

 

7. 関係者との取引 

 

本ファンドの取締役である Nicholas Williams は、本ファンドの投資マネージャー兼アドバイザーに任命され

たブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーの 高財務責任者兼取締役です。投資マネージャー

兼アドバイザーに対して行われるすべての支払いの詳細については、上記の注記 5 および注記 6 に記載

されています。 

本ファンドの取締役である Claude Niedner は、ルクセンブルグの本ファンドのリーガル・アドバイザーである

Arendt & Medernach のパートナーです。Arendt & Medernach に対するすべての支払いは、実際に提供さ

れるサービスに対するものです。 

 

8. ポートフォリオ構成の変動報告書 

 

2008 年 6 月 30 日に終了した年度に関する投資のポートフォリオの変動を示す報告書は、本ファンドの登

記上の事務所から無料で入手することができます。 

 

9. 成功報酬 

 

投資家が成功報酬支払株式クラスの株式を購入した場合、投資マネージャーおよびアドバイザーは、株主

が所有する株式に基づいて計算される成功報酬を受け取る権利を有します。各持ち株に関する成功報酬

は日次で計算され、12 ヶ月終了時の各期間に対して、6 月の 終水曜日（以下「計算期間」といいます。）

に支払われます。 

各計算期間に対する各持ち株の成功報酬は、一株当たり基準累積相対利益を上回る計算期間中の一株

当たり累積相対利益における上昇分の 20%です。 

一株当たり基準累積相対利益は、株式発行時点の一株当たり累積相対利益の中で も大きく、かつ、か

かる持ち株が所有されていた期間のいずれの前計算期間末（もしあれば）に達成された一株当たり累積相

対利益が も高いものとします。 

成功報酬は株式クラスごとに計算され、サブ・ファンドにより投資マネージャーおよびアドバイザーに支払わ

れます。詳細はファンドの目論見書の成功報酬の項をご参照下さい。 

 

10. 投資取引 

 

各サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ管理を目的として、また市場リスクをヘッジするために、金融先

物契約およびオプション取引を含めて様々なポートフォリオ戦略を実施します。また各サブ・ファンドは、債

券・株式指数や指数ポートフォリオに関するオプション取引も行うことができます。各サブ・ファンドは、通貨

オプション、先物契約および先物外国為替契約を利用することによって、ファンドの基準通貨である各通貨

に不利な為替レートの変動に対して投資のヘッジを図ることができます。 

各サブ・ファンドは、金利変動をヘッジする目的で、金利先物契約の売却、金利のコール・オプションの売

却またはプット・オプションの購入、あるいはスワップ契約の締結を行うことができます。各サブ・ファンドは、

投資マネージャー兼アドバイザーが適切と判断する付随的流動資産を無制限に当座預金、定期預金また

は残存期間が 12 ヶ月未満のマネー・マーケット商品の形で保有することができます。また各サブ・ファンド

は、有価証券の貸付け、レポ契約およびリバース・レポ契約の締結、クレジット・デフォルト・スワップ取引の

締結を行うこともできます。 
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運用会社の取締役の報告書 
 
取締役の責任 
本ファンドの財務諸表は、取締役会の監督の下で管理者である BBH が作成します。ルクセンブルグの法
律および規則に従って、取締役は、財務諸表の作成および適正表示に関する適切な内部統制が本ファン
ドのサービス・プロバイダーにより適切に実施されるよう、また財務諸表の作成に関して行われた会計上の
判断ないし見積もりに関する監督を行うために適切な措置を講じています。取締役会は、これらの要求を
完全に充足しているものと確信しています。 
 
取締役会 ルクセンブルグ、2008 年 10 月 17 日 
 
 
独立監査人の報告書 
 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンドの株主各位 
我々は、ブルーベイ・ストラクチャード・ファンドおよびその各サブ・ファンドの添付の財務諸表の監査を行
いました。これらの財務諸表は、2008 年 6 月 30 日時点の結合純資産計算書ならびに投資明細表、同日に
終了した年度についての結合損益計算書および結合純資産変動計算書、重要な会計方針の概要、財務
諸表へのその他の注記から構成されます。 
 
財務諸表に対する SICAV の取締役会の責任 
 
SICAV の取締役会は、財務諸表の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、これ
らの財務諸表を作成し適正に表示する責任を負います。この責任には、不正によるか誤謬によるかを問わ
ず、重大な虚偽表示のない財務諸表の作成および適正表示に関する内部統制の設計、実施および維持、
適切な会計方針の選択および適用、ならびに状況に応じた合理的な会計上の見積もりを行うことが含まれ
ます。 
 
監査人の責任 
 
我々の責任は、我々の監査に基づきこれらの財務諸表に対して意見を表明することです。我々は、「公認
監査人協会」（“Institut des Réviseurs d’Entreprises”）によって適用された国際監査基準に従って監査を
実施しました。当該基準は、我々が倫理義務を遵守し、財務諸表に重大な虚偽表示がないか否かについ
ての合理的な確証を得るための監査を計画し実施することを我々に要求しています。 
監査には、財務諸表の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれます。
選択されるこの手続きは、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表上の重大な虚偽表示リスクの評
価を含む監査人の判断に依拠しています。それらのリスク評価において、監査人は、状況に適合する監査
手続きを立案するため、事業体の財務諸表の作成および適正表示に関する内部統制について考慮しま
すが、これは事業体の内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではありません。 
監査はまた、SICAV の取締役会が採用した会計方針の妥当性および行った会計上の見積もりの合理性に
ついての評価と共に、財務諸表の全体的な表示に関する評価も含んでいます。 
我々は、我々が収集した監査証拠が我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信していま
す。 
 
意見 
 
我々の意見では、これらの財務諸表は、2008 年 6 月 30 日時点のブルーベイ・ストラクチャード・ファンドお
よびその各サブ・ファンドの財政状態、ならびに同日に終了した年度についての経営成績および純資産の
変動を財務諸表の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って真実かつ公正に表示
しています。 
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独立監査人の報告書（続き） 

 

その他の事項 

本年次報告書に含まれる補足的情報は、我々に課された責務との関連において検討されたものですが、

これらは上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続きの対象ではありません。従って、我々は

これらの情報に対して意見を表明するものではありませんが、財務諸表との関連で全体として見た場合、こ

れらの情報に関して指摘事項はありません。 

 

プライスウォーターハウスクーパース S.à.r.l.  ルクセンブルグ、2008 年 10 月 17 日

監査人代表 

 

Didier Prime 
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ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ 

ボンド・ファンド 

Société d’Investissement à Capital Variable 

2008 年 6 月 30 日時点の投資明細表 

 
 

証券銘柄 

  

利率 

  

償還日 

 

通貨

額面金額

（000） 

評価額 

米ドル 

純資産

比率%)

         

公認取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 

         

債券         

         

アルゼンチン        

Banco Santander Rio, SA  11.38%  2010/5/3 ARS 2,933 822,549 0.06

Republic of Argentina  2.00%  2014/9/30 ARS 130,500 38,149,500 2.98

Republic of Argentina  2.00%  2018/2/4 ARS 27,010 9,539,032 0.75

Republic of Argentina 

,Ｖ/Ｒ 

 0.65%  2035/12/15 ARS 1,109,650 31,699,006 2.48

Tarjeta Naranja, SA, VRB  15.50%  2011/11/29 USD 2,844 2,077,411 0.16

     

     82,287,498 6.43

ブラジル     

Brazil Nota Do Tesouro 

Nacional 

 6.00%  2021/1/4 ＢＲＬ 3,000 3,967,954 0.31

Brazil Notas do Tesouro 

Nacional – Serie Ｆ 

 10.00%  2012/1/1 ＢＲＬ 30,200 17,431,694 1.36

Brazil Notas do Tesouro 

Nacional – Serie Ｆ 

 10.00%  2014/1/1 ＢＲＬ 4,364 2,390,720 0.19

Brazil Notas do Tesouro 

Nacional – Serie F 

 10.00%  2017/1/1 ＢＲＬ 127,250 66,214,804 5.17

Federal Republic of Brazil  10.25%  2028/1/10 ＢＲＬ 19,900 10,635,020 0.83

Federal Republic of Brazil  12.50%  2022/1/5 ＢＲＬ 20,020 12,445,630 0.97

     

     113,085,822 8.83

コロンビア     

Citigroup Funding Inc.  0.00%  2020/7/27 COP 36,050,000 19,113,304 1.49

Republic of Columbia  9.85%  2027/6/28 COP 12,508,000 5,123,919 0.40

Republic of Columbia  12.00%  2015/10/22 COP 10,600,000 5,332,842 0.42

Santa Fe de Bogota DC  9.75%  2028/7/26 COP 49,200,000 19,076,961 1.49

Titulos De Tesoreria B  11.00%  2020/7/24 COP 23,400,000 11,114,656 0.87

     

     59,761,682 4.67

ドミニカ共和国     

Dominican Republic  15.00%  2009/1/27 DOP 49,600 1,549,647 0.12

Dominican Republic  22.00%  2011/10/4 DOP 107,404 3,598,614 0.28

     

     5,148,261 0.40

エジプト       

Egypt Treasury Bill  0.00%  2008/12/23 EGP 6,800  1,211,498 0.10

Egypt Treasury Bill  0.00%  2009/1/13 EGP 54,530  9,654,146 0.75

      

      10,865,644 0.85
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インドネシア      

Indonesia Government  12.50%  2013/3/15 IDR 26,000,000  2,766,377 0.22

Republic of Indonesia  11.00%  2020/1115 IDR 21,500,000  1,992,015 0.15

      

      4,758,392 0.37

アイルランド      

Depfa Bank, Plc.  6.75%  2012/5/9 RON 8,000  3,035,645 0.23

Red Arrow International 

Leasing, Plc. 

 8.38%  2012/3/31 RUB 79,647  3,432,918 0.27

      

      6,468,563 0.50

イスラエル      

Israel Government 

Bond-CPI Linked 

 3.50%  2018/4/30 ILS 148,279  47,773,227 3.73

Israel Government 

Bond-Shahar 

 6.50%  2016/1/31 ILS 160,460  50,537,847 3.95

State of Israel  5.50%  2017/2/28 ILS 15,300  4,452,672 0.35

      

      102,763,746 8.03

メキシコ      

Mexican Bonos  7.25%  2016/12/15 MXN 167,000  14,357,745 1.12

Mexican Bonos  8.00%  2010/12/23 MXN 340,000  32,607,704 2.55

Mexican Bonos  10.00%  2024/12/5 MXN 682,840  70,276,438 5.49

Mexican Bonos  10.00%  2036/11/20 MXN 163,000  16,725,781 1.31

Mexican Udibonos  4.50%  2014/12/18 MXN 565,752  55,927,576 4.37

Mexican Udibonos  4.50%  2025/12/4 MXN 433,864  42,732,877 3.34

      

      232,628,121 18.18

ペルー      

Peru Bono Soberano  8.20%  2026/8/12 PEN 29,600  10,947,166 0.85

Peru Bono Soberano  12.25%  2011/8/10 PEN 18,000  7,212,608 0.56

Republic of Peru  6.90%  2037/8/12 PEN 3,871  1,231,889 0.10

      

      19,391,663 1.51

ポーランド      

Poland Government Bond  3.00%  2016/8/24 PLN 115,219  55,012,058 4.30

Poland Government Bond  5.75%  2022/9/23 PLN 212,000  91,916,937 7.18

      

      146,928,995 11.48

国際機関      

European Investment 

Bank 

 11.40%  2010/4/4 MRO 147,000  5,650,734 0.44

International Bank for  

Reconstruction & 

Development 

 13.63%  2017/5/9 TRY 5,080  3,545,011 0.28

      

      9,195,745 0.72

トルコ      

Republic of Turkey  0.00％  2009/2/4 TRY 15,000  11,000,348 0.86

Republic of Turkey  10.00%  2012/2/15 TRY 45,928  36,059,889 2.82

Republic of Turkey  14.00%  2011/1/19 TRY 18,250  12,702,012 0.99

Republic of Turkey  16.00%  2012/3/7 TRY 62,717  44,625,656 3.49

      

      104,387,905 8.16
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ウガンダ       

Republic of Uganda  0.00%  2008/9/11 USD 2,000  2,307,380 0.18

      

アラブ首長国連邦      

Jafz Sukuk Ltd.,V/R  3.29%  2012/11/27 AED 78,500  21,465,386 1.68

      

英国      

Standard Bank Plc.  0.00%  2009/3/9 USD 7,947  7,427,148 0.58

Standard Bank Plc  0.00%  2009/7/27 USD 2,423  2,184,432 0.17

      

      9,611,580 0.75

米国      

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2008/9/1 USD 3,330  3,921,142 0.31

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2008/9/15 USD 9,750  11,385,048 0.89

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2008/9/30 USD 4,000  4,614,760 0.36

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2008/10/14 USD 2,240  2,495,091 0.19

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2008/10/27 USD 5,000  5,603,250 0.44

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2008/11/21 USD 4,400  4,951,364 0.39

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2009/10/9 USD 8,500  9,031,250 0.71

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2010/1/22 USD 5,000  5,455,500 0.43

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2012/9/3 USD 9,750  10,294,343 0.80

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2012/9/4 USD 6,000  5,824,680 0.45

Citigroup Funding Inc.  0.00％  2020/7/27 USD 6,055  6,536,149 0.51

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2009/3/23 USD 5,000  5,480,500 0.43

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2010/3/15 USD 2,000  2,131,600 0.17

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2011/2/1 USD 8,199  8,663,909 0.68

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2012/2/15 USD 5,333  3,136,323 0.24

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2012/2/27 USD 3,890  4,143,399 0.32

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2012/5/29 USD 6,050  63,684,752 0.50

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2012/6/20 USD 2,700  2,317,248 0.18

Citigroup Funding Inc.  0.01％  2020/7/28 USD 2,847  2,778,399 0.22

Citigroup Funding Inc.  12.51%  2012/1/30 USD 7,605  4,494,302 0.35

Citigroup Funding 

Inc.,V/R 

 0.00%  2010/12/17 USD 16,300  15,919,232 1.24

Jp Morgan Chase & Co  0.00%  2017/10/4 TRY 35,500  6,493,187 0.51

Jp Morgan Chase & Co  6.00%  2012/10/10 PHP 516,400  9,708,021 0.76

Jp Morgan Chase & Co  8.00%  2012/7/9 INR 147,500  3,320,250 0.26

      

      145,067,419 11.34

      

ウルグアイ      

Republic of Orient 

Uruguay 

 3.70%  2037/6/26 UYU 245,238  12,288,753 0.96

Republic of Orient 

Uruguay 

 4.25%  2027/4/5 UYU 451,500  26,794,770 2.09

Republic of Orient 

Uruguay 

 5.00%  2018/9/14 UYU 93,843  6,224,010 0.49

      

      45,307,533 3.54

      

債券合計      1,121,431,335 87.62
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その他の有価証券       

       

ベネズエラ       

Republic of Venezuela 

9.25%  5/7/2028 

 2.50%  2009/6/19 USD 46,750 46,750,000 3.65

       

現先取引合計      46,750,000 3.65

       

トータル・リターン・スワップ       

       

ブラジル       

Brazil Notas do Tesouro 

National-Serie C 

 6.00%  2017/7/1 BRL 8,450  11,508,305 0.90

Brazil Notas do Tesouro 

National-Serie F 

 10.00%  2014/1/1 BRL 26,620  14,583,174 1.14

Brazil Notas do Tesouro 

National-Serie F 

 10.00%  2017/1/1 BRL 23,005  11,970,700 0.94

       

      38,062,179 2.98

コロンビア      

Titulos De Tesoreria B  13.50%  2014/9/12 COP 9,500,000  5,199,476 0.40

Titulos De Tesoreria B  11.00%  2020/7/24 COP 19,500,000  9,317,214 0.73

      

      14,516,690 1.13

ドミニカ共和国  .    

Dominican Republic  22.00%  2011/4/10 DOP 8,200  274,745 0.02

      

インドネシア      

Indonesia Government  9.50%  2015/6/15 IDR 25,000,000  2,257,321 0.18

Indonesia Government  10.25%  2027/7/15 IDR 78,300,000  6,793,926 0.53

Indonesia Government  11.00%  2025/9/15 IDR 70,000,000  6,311,009 0.49

Indonesia Government  12.80%  2021/6/15 IDR 127,850,000  13,294,597 1.04

Republic of Indonesia  10.25%  2027/7/15 IDR 81,500,000  6,872,695 0.54

      

      35,529,548 2.78

ベトナム       

Republic of Vietnam  7.05%  2012/1/26 VND 71,380,000  2,586,116 0.20

       

トータル・リターン・スワップ

合計 

     90,969,278 7.11

       

その他の有価証券合計      137,719,278 10.76

       

投資合計      1,259,150,613 98.38

（取得原価 1,267,196,732

米ドル） 

      

       

その他の資産および負債

（純額） 

     (20,606,104) (1.62)

       

純資産合計      1,279,756,717 100.00 
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用語解説： 
S/U－ステップアップ債 
VRB – 変動金利債 
V/R－変動金利 
開示されている金利は、2008 年 6 月 30 日時点の実勢金利である。 
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
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注記 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブ

ルーベイ・エマージング・マーケット・ローカ

ル・カレンシー・ボンド・ファンド 

米ドル 

資産 2  

投資証券（時価） 2,10 1,259,150,613

先物外国為替契約にかかる未実現利益  4,133,612

購入オプション（時価）  -

銀行預金  31,669,006

投資証券売却未収金  53,801,102

未収分配金および未収利息  21,550,876

株式引受未収金  5,000,000

金融先物契約にかかる未実現利益 2,10 -

繰延設立費用 2 -

その他の未収金  542,422

  

資産合計  1,375,847,631

  

負債  

売却オプション（時価） 2,10 -

先物外国為替契約にかかる未実現損失 2,10 -

金利スワップにかかる未実現損失 2,10 17,279,807

投資証券購入未払金  64,501,056

株式買戻未払金  -

ルクセンブルグの年次税（Taxe d'abonnement） 3 32,592

未払運用顧問報酬 5 852,149

未払成功報酬 9 -

未払分配金  12,117,807

未払費用およびその他の未払金  1,282,803

未払取締役報酬 6 1,960

未払専門家報酬  22,740

  

負債合計  96,090,914

純資産合計  1,279,756,717

 

添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
 



 

－ 35 － 

 
 

 

 

 

 

注記 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブ

ルーベイ・エマージング・マーケット・ローカ

ル・カレンシー・ボンド・ファンド 

米ドル 

利益   

源泉徴収税控除後分配金  -

源泉徴収税控除後利息 2 58,833,566

銀行金利  2,424,066

その他の利益  1,527,478

金利収益  26,808,279

総利益  89,593,389

  

費用  

運用顧問報酬 5 8,520,933

成功報酬 9 -

保管管理報酬  917,904

ルクセンブルグの年次税（Taxe d'abonnement） 3 114,116

専門家報酬  52,432

利払費用  7,090,452

取締役報酬 6 4,256

雑費  136,229

総費用  16,836,322

純投資利益  72,757,067

  

投資証券の売却にかかる実現純利益／（損失）  （8,243,592）

その他の資産にかかる実現純利益／（損失）  20,886,834

先物外国為替契約にかかる実現純利益／（損失）  (7,465,788)

金融先物契約にかかる実現純利益／（損失）  -

実現純利益／（損失）  77,934,521

  

 
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
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注記 ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブ

ルーベイ・エマージング・マーケット・ローカ

ル・カレンシー・ボンド・ファンド 

米ドル 

投資証券にかかる未実現評価益／（評価損）の純

変動額 

 18,793,661

投資およびオプションにかかる未実現評価益／（評

価損）の純変動額 

 （26,922,408）

先物外国為替契約にかかる未実現評価益／（評価

損）の純変動額 

 2,568,657

金利スワップにかかる未実現評価益／（評価損）の

純変動額 

 (16,818,973)

金融先物契約にかかる未実現評価益／（評価損）

の純変動額 

 -

その他の資産にかかる未実現評価益／（評価損）の

純変動額 

 647,781

本年度実績  37,409,278

株式取引にかかる純引受額  718,531,043

株式取引にかかる償還額  （6,000,000）

利益からの分配金 4 (80,803,936)

期首純資産  610,620,332

  

期末純資産合計  1,279,756,717

 
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
 
総経費率 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2008 年 6 月 30 日） 

- ベースクラス I  0.91％ 

 
発行済口数 
ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2008 年 6 月 30 日） 

 

- ベースクラス I ドル        -    11,590,569 

 

統計情報 
 
純資産合計 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2008 年 6 月 30 日） 

 

- ベースクラス I ドル       -  1,279,756,717 
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一株当たり純資産価格 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・

ボンド・ファンド（2008 年 6 月 30 日） 

 

- ベースクラス I  ドル       -      110.41 
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2008 年 6 月 30 日時点の財務諸表への注記 

a) オプション 

 該当事項はありません。 

 

b) 先物外国為替契約 

ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド：SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ 

ファンド 

 

 

先物 

  

 

購入 

   

 

売却 

 

 

償還日 

 未実現利益/ 

（損失） 

（米ドル） 

         

EUR  25,328,835  RON （98,991,419） 2009/4/14  （1,001,655）

EUR  22,560,000  RSD （1,906,025,400） 2008/7/31  （2,287,995）

USD  11,620,000  RSD （657,638,369） 2008/8/6  （1,383,884）

USD  9,820,000  RSD （569,069,000） 2008/8/8  （1,423,790）

USD  4,960,000  RSD （294,316,480） 2008/8/12  （846,132）

TZS  1,298,000,000  USD （957,594） 2008/10/6  127,226

PEN  5,535,633  USD （1,994,823） 2008/7/24  （130,692）

EUR  31,326,255  RON （115,030,009） 2008/7/21  （147,492）

USD  34,728,130  BRL （54,721,670） 2008/7/2  340,404

BRL  54,721,669  USD （32,642,206） 2008/7/2  1,745,519

USD  39,500,000  PEN （112,132,773） 2008/8/4  1,734,265

COP  13,045,501,170  USD （7,433,334） 2008/7/7  （605,374）

COP  26,090,998,830  USD （14,866,666） 2008/7/7  （1,210,747）

CLP  7,931,973  USD （3,962,020,514） 2008/7/9  418,519

CLP  4,235,583,174  USD （8,833,333） 2008/7/10  （801,739）

CLP  4,235,583,174  USD （8,833,333） 2008/7/10  （801,739）

USD  14,000,000  KRW （14,413,000,000） 2008/7/10  227,339

CLP  4,231,166,986  USD （8,833,334） 2008/7/10  （810,114）

USD  14,000,000  KRW （14,427,000,000） 2008/7/10  213,961

USD  12,000,000  KRW （12,362,400,000） 2008/7/10  186,835

USD  12,000,000  KRW （12,342,000,000） 2008/7/10  206,329

USD  9,013,605  CLP （4,497,338,215） 2008/7/9  484,991

USD  18,027,211  CLP （9,045,153,119） 2008/7/9  874,261

USD  21,851,370  COP （37,609,789,959） 2008/7/25  2,234,063

USD  17,910,959  COP （30,806,849,480） 2008/7/25  1,842,073

USD  12,537,671  COP （21,614,944,804） 2008/7/25  1,263,292

USD  19,967,920  TRY （24,269,809） 2008/7/1  （151,437）

TRY  24,269,809  USD （19,700,000） 2008/7/1  149,357

BRL  131,442,913  USD （81,823,427） 2008/8/4  59,715

HUF  24,353,627,778  USD （159,724,918） 2008/8/4  2,505,231

SKK  1,025,771,050  USD （53,191,478） 2008/8/4  196,212

HUF  12,711,769,644  USD （83,745,765） 2008/8/4  932,884

USD  13,000,000  BRL （20,878,000） 2008/8/4  （6,704）

    合計  4,133,612

 

c) 先物契約 

 該当事項はありません。 
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d) 金利スワップ契約 

        

  購入  償還日 金利 未実現利益／損失 

     

THB  433,000,000  2017/5/2 4.01 （499,027.21） 

THB  （433,000,000）  2017/5/2 3.21 （3,047,242.92） 

THB  184,000,000  2017/6/4 4.16 （987,295.22） 

THB  （184,000,000）  2017/6/4 3.72 （190,670.08） 

THB  308,000,000  2017/7/11 4.71 （1,494,271.41） 

THB  （308,000,000）  2017/7/11 4.03 （99,477.65） 

THB  200,000,000  2017/7/18 4.48 （9,823.73） 

THB  （200,000,000）  2017/7/18 3.90 （1,192,496.30） 

THB  326,000,000  2018/1/14 5.12 （1,529,246.85） 

THB  （326,000,000）  2018/1/14 3.88 82,342.73 

THB  308,300,000  2018/1/14 5.08 （1,452,723.35） 

THB  （308,300,000）  2018/1/14 3.88 77,871.97 

THB  187,500,000  2018/1/14 4.34 （877,359.70） 

THB  （187,500,000）  2018/1/14 3.39 47,359.70 

THB  39,000,000  2018/2/5 4.60 （258,067.90） 

THB  （39,000,000）  2018/2/5 3.38 18,067.90 

THB  341,000,000  2018/2/7 4.66 （2,086,436.52） 

THB  （341,000,000）  2018/2/7 3.38 164,273.31 

THB  82,000,000  2018/2/26 4.66 （512,579.90） 

THB  （82,000,000）  2018/2/26 3.16 86,179.88 

THB  340,000,000  2018/2/26 4.66 （2,156,822.30） 

THB  （340,000,000）  2018/2/26 3.22 357,331.19 

THB  324,000,000  2018/2/26 4.67 （2,060,207.99） 

THB  （324,000,000）  2018/2/26 3.22 340,515.60 

    合計 （17,279,807） 

 

11. 総経費率（TER） 

 

株式クラス通貨での営業費用合計 

 

TER =  

株式クラス通貨での平均サブ・ファンド資産 

 

x 100 
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（参考）SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド･ファンド 

有価証券明細（2009 年６月末日現在） 

国名 種別 証券銘柄 
利率
(%)

償還日 
取引
通貨

額面金額 
純資産
比率（%)

米ドル時価 

アゼルバイジ
ャン 

クレジット・リンク
債等 

CITIGROUP FDG 10.8% 
10/9/09 

10.8 2009/10/9 AZN 8,500,000 0.86 8,992,150.00

アルゼンチン 国債 REPUB ARGENT ZCPN 
12/15/35W/I 

0.0 2035/12/15 ARS 992,393,779 1.04 10,916,331.57

インド クレジット・リンク
債等 

JP MORGAN CH 8% 7/9/12 
/INR/ 

8.0 2012/7/9 INR 147,500,000 0.3 3,128,274.71

インドネシア クレジット・リンク
債等 

EUROPEAN INVT 0% 
4/24/13 /IDR/ 

0.0 2013/4/24 IDR 9,808,650,000 0.06 668,852.40

 クレジット・リンク
債等 

JP MORGAN CHASE 0% 
4/12/12 

0.0 2012/4/12 IDR 13,504,220,080 0.09 931,119.78

 トータルリターン
スワップ 

TRS INDONES GOV 10.25% 
7/15/27 

10.25 2027/7/15 IDR 81,500,000,000 0.66 6,926,402.16

 トータルリターン
スワップ 

TRS INDONES GOV 12.8% 
6/15/21 

12.8 2021/6/15 IDR 83,002,000,000 0.85 8,903,961.79

 トータルリターン
スワップ 

TRS INDONESIA 
GOVERNMENT 11% 
9/15/25 /IDR/ LONG 
CLEAN PRICING 

11.0 2025/9/15 IDR 20,000,000,000 0.17 1,822,189.57

 トータルリターン
スワップ 

TRS INDONESIA 
GOVERNMENT 10.25% 
7/15/22 /IDR/ LONG 
CLEAN PRICING 

10.25 2022/7/15 IDR 50,000,000,000 0.42 4,445,260.84

 トータルリターン
スワップ 

INDONESIA GOV 11% 
11/15/20/IDR 

11.0 2020/11/15 IDR 21,500,000,000 0.2 2,074,699.98

コロンビア クレジット・リンク
債等 

CITIGROUP FUNDING 0% 
7/27/20 

0.0 2020/7/27 COP 36,050,000,000 1.96 20,520,408.81

 クレジット・リンク
債等 

CITIGROUP FUNDING V/R 
10/29/15 

0.0 2015/10/29 COP 6,000,000 0.6 6,261,954.00

 トータルリターン
スワップ 

COLTES 13 1/2 09/12/14 
LONG 

0.0 2014/9/12 COP 21,950,187,939 1.26 13,157,953.13

 トータルリターン
スワップ 

TRS COLTES 9 1/4 
08/15/12 

0.0 2012/8/15 COP 35,467,400,000 1.79 18,678,894.20

 国債 REP COLOMBIA 12% 
10/22/15 /COP/ 

12.0 2015/10/22 COP 15,467,000,000 0.79 8,235,098.38

トルコ クレジット・リンク
債等 

JP MORGAN CHASE 0% 
10/4/17 MTN CUSIP 
JPM041017 

0.0 2017/10/4 TRY 35,500,000 0.57 5,944,898.13

 国債 INTL BK REC 13.625% 
5/9/17/TRY 

13.625 2017/5/9 TRY 2,437,000 0.15 1,599,751.11

 国債 TURKEY GO 10% 2/15/12 
/TRY/ 

10.0 2012/2/15 TRY 29,872,572 1.92 20,065,428.67

 国債 TURKEY GO 14% 1/19/11 
/TRY/ 

14.0 2011/1/19 TRY 18,736,625 1.2 12,599,190.16

 国債 TURKEY GO ZCP 02/02/11 
/TRY/ 

0.0 2011/2/2 TRY 103,880,000 5.4 56,482,129.67

ハンガリー 国債 HUNGARY(REP OF) 6.5 2019/6/24 HUF 7,544,570,000 2.98 31,161,953.73

 国債 HUNGARY G 6.75% 
2/12/13 /HUF/ 

6.75 2013/2/12 HUF 79,000,000 0.04 371,469.36

 国債 HUNGARY G 5.5% 2/12/14 
/HUF/ 

5.5 2014/2/12 HUF 1,146,940,000 0.48 5,016,345.67

 国債 HUNGARY GT 8% 2/12/15 
/HUF/ 

8.0 2015/2/12 HUF 5,293,880,000 2.42 25,264,437.23

 国債 HUNGARY G 6.75% 
2/24/17 /HUF/ 

6.75 2017/2/24 HUF 2,121,220,000 0.88 9,188,373.33

 国債 HUNGARY G 7.5% 
11/12/20 /HUF/ 

7.5 2020/11/12 HUF 2,500,720,000 1.06 11,060,101.93
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 国債 HUNGARY G 6% 11/24/23  
/HUF/ 

6.0 2023/11/24 HUF 420,220,000 0.15 1,577,265.56

フィリピン クレジット・リンク
債等 

JP MORGAN CHASE 6% 
10/10/12 /PHP/ 

6.0 2012/10/10 PHP 516,400,000 0.95 9,976,043.22

ブラジル トータルリターン
スワップ 

BNTNF 10 01/01/17 0.0 2017/1/1 BRL 26,805,000 1.2 12,580,400.85

 トータルリターン
スワップ 

NOTA DO TESOURO 10% 
1/1/14/BRL 

10.0 2014/1/1 BRL 26,620,000 1.26 13,202,681.93

 国債 REP OF BRAZIL 10.25% 
1/10/28 

10.25 2028/1/10 BRL 24,800,000 1.2 12,527,808.96

 国債 NOTA DO TES 10% 1/1/12 
/BRL/ 

10.0 2012/1/1 BRL 161,700,000 8.07 84,452,385.24

 国債 NOTA DO TESOURO 10% 
1/1/14/BRL 

10.0 2014/1/1 BRL 101,537,000 4.81 50,359,155.33

ポーランド クレジット・リンク
債等 DEPFA BANK PLC 5.0 2010/4/20 PLN 8,200,000 0.21 2,202,288.84

 国債 POLAND GOVERNMENT 
BOND 

5.75 2022/9/23 PLN 104,178,000 2.94 30,699,789.20

マレーシア 国債 MALAYSIAN 5.094% 
4/30/14 /MYR/ 

5.094 2014/4/30 MYR 75,020,000 2.15 22,538,014.22

メキシコ 国債 MEXICAN FIXED 8% 
12/17/15/MXN/ 

8.0 2015/12/17 MXN 521,360,000 3.83 40,076,010.25

 国債 MEXICAN BONO 9.5% 
12/18/14/MXN 

9.5 2014/12/18 MXN 604,500,000 4.8 50,159,996.08

 国債 MEXICAN FIXED 8% 
12/19/13 

8.0 2013/12/19 MXN 79,410,000 0.59 6,221,193.72

ルーマニア クレジット・リンク
債等 

DEPFA BANK  6.75% 
5/9/12 /RON/ 

6.75 2012/5/9 RON 26,695,000 0.59 6,197,696.95

ロシア クレジット・リンク
債等 

VTB CAPITAL 6.332% 
3/15/10/GBP 

6.332 2010/3/15 GBP 1,780,000 0.28 2,913,071.73

 クレジット・リンク
債等 

RSHB CAPTL 6.875% 
11/29/10 

6.875 2010/11/29 USD 1,780,000 0.17 1,797,438.07

 クレジット・リンク
債等 

SB CAPITAL 5.93% 
11/14/11 

5.93 2011/11/14 USD 1,780,000 0.17 1,780,000.00

 クレジット・リンク
債等 

VTB BANK 7.5% 10/12/11 7.5 2011/10/12 USD 1,630,000 0.16 1,627,881.00

 クレジット・リンク
債等 

VTB CAPITAL SA 6.609% 
10/31/12 

6.609 2012/4/12 USD 1,780,000 0.16 1,682,100.00

 クレジット・リンク
債等 

JPMORGAN CHASE V/R 
6/20/11 RUB 

0.0 2011/6/20 RUB 574,000,000 1.62 16,916,033.97

韓国 トータルリターン
スワップ 

KOREA TRE 5.75% 
09/10/18  /KRW 

5.75 2018/9/10 KRW 49,795,200,000 3.96 41,471,059.21

南アフリカ 
共和国 

国債 REPUBLIC 13.5% 9/15/15 
/ZAR/ 

13.5 2015/9/15 ZAR 650,928,600 9.98 104,363,692.20

イスラエル 金利スワップ IRS PTE03R05.50 05/14/19 
GSLDN SHORT 

0.0 2019/5/14 ILS -26,300,000 -0.64 -6,706,531.86

 金利スワップ IRS R05.50PTE03 05/14/19 
GSLDN LONG 

5.5 2019/5/14 ILS 26,300,000 0.65 6,762,647.42

 金利スワップ IRS PTE03R05.52 05/14/19 
UBSLDN SHORT 

0.0 2019/5/14 ILS -40,350,000 -0.98 -10,289,298.87

 金利スワップ IRS R05.52PTE03 05/14/19 
UBSLDN LONG 

5.52 2019/5/14 ILS 40,350,000 0.99 10,391,620.09

インド 金利スワップ IRS PIROFR05.78 05/22/14 
CITINY SHORT 

0.0 2014/5/22 INR -900,000,000 -1.8 -18,787,182.97

 金利スワップ IRS R05.78PIROF 05/22/14 
CITINY LONG 

5.78 2014/5/22 INR 900,000,000 1.78 18,661,549.69

インドネシア 金利スワップ RECV 
CCSIDR20100315DEUTLD

17.0 2010/3/15 IDR 53,865,000,000 0.53 5,552,903.40

 金利スワップ RECV 
CCSIDR20100315BCAPLD

17.0 2010/3/15 IDR 107,730,000,000 1.06 11,105,806.81
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 金利スワップ RECV 
CCSIDR20100423CITINY 
LONG 

11.7 2010/4/23 IDR 110,026,000,000 1.05 10,964,349.65

 金利スワップ PAYB 
CCISDR20100315DEUTLD

0.0 2010/3/15 USD -4,500,000 -0.43 -4,500,000.00

 金利スワップ PAYB 
CCSIDR20100315BCAPLD

0.0 2010/3/15 USD -9,000,000 -0.86 -9,000,000.00

 金利スワップ PAYB 
CCSIDR20100423CITINY 
SHORT 

9.28 2010/4/23 USD -10,150,000 -0.97 -10,150,000.00

フィリピン 金利スワップ CRS R05.60P00.00 
01/27/14 CITILDN LONG

5.6 2014/1/27 PHP 173,500,000 0.35 3,688,737.55

 金利スワップ CRS PUS6MR00.00 
01/27/14 CITILDN SHORT

0.0 2014/1/27 USD -3,660,338 -0.35 -3,660,337.55

マレーシア 金利スワップ IRS PKL3MR04.07 
04/23/19 DEUTLDN 
SHORT 

0.0 2019/4/23 MYR -39,620,000 -1.08 -11,271,692.75

 金利スワップ IRS R04.07PKL3M 
04/23/19 DEUTLDN LONG

4.07 2019/4/23 MYR 39,620,000 1.03 10,787,652.44

ロシア 金利スワップ RECV 
CCSUSD20101129JPMLDN 
LONG 

0.0 2010/11/29 RUB 58,215,612 0.19 2,027,810.14

 金利スワップ REVC 
CCSUSD20111114JPMLDN 
LONG 

0.0 2011/11/14 RUB 58,215,612 0.2 2,099,030.84

 金利スワップ RECV 
CCSGBP20100315JPMLDN 
LONG 

0.0 2010/3/15 RUB 87,695,998 0.26 2,669,307.54

 金利スワップ RECV 
CCSUSD20121031JPMLDN 
LONG 

0.0 2012/10/31 RUB 58,215,612 0.21 2,193,003.70

 金利スワップ RECV 
CCSUSD20111012JPMLDN 
LONG 

0.0 2011/10/12 RUB 53,309,802 0.18 1,889,063.98

 金利スワップ PAYB 
CCSGBP20100315JPMLDN  
SHORT 

6.33 2010/3/15 GBP -1,780,000 -0.28 -2,931,392.93

 金利スワップ PAYB 
CCSUSD201011129JPMLD
N SHORT 

6.88 2010/11/29 USD -1,780,000 -0.17 -1,780,000.00

 金利スワップ PAYB 
CCSUSD2011114JPMLDN 

5.93 2011/11/14 USD -1,780,000 -0.17 -1,780,000.00

 金利スワップ PAYB 
CCSUSD20121031JPMLDN 
SHORT 

6.61 2012/10/31 USD -1,780,000 -0.17 -1,780,000.00

 金利スワップ PAYB 
CCSUSD20111012JPMLDN 
SHORT 

7.5 2011/10/12 USD -1,630,000 -0.16 -1,630,000.00
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２【ファンドの現況】 

 

以下の運用状況は平成21年６月末日現在です。 

 

＜エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型）＞ 

 

【純資産額計算書】 

 

Ⅰ 資産総額 364,233,225 円 

Ⅱ 負債総額 21,507,688 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 342,725,537 円 

Ⅳ 発行済数量 357,922,082 口 

Ⅴ 1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9575 円 

 

（参考）SIM ショートターム・マザー・ファンド 

 

純資産額計算書 

 

Ⅰ 資産総額 1,029,899,602 円 

Ⅱ 負債総額 － 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 1,029,899,602 円 

Ⅳ 発行済数量 1,015,170,459 口 

Ⅴ 1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0145 円 

 

 

第５【設定及び解約の実績】 

計算期間 設定数量（口数） 解約数量（口数）

第１期計算期間 

（平成20年９月30日〜平成21年５月25日） 207,831,800 2,729,659

（注）第１期計算期間の設定数量（口数）は、当初設定数量（口数）を含みます。 

 



2009-08


	表紙
	訂正事項分
	中表紙（交付目論見書）
	お知らせ
	交付目論見書　目次
	ファンドの概要
	第一部　【証券情報】
	第二部　【ファンド情報】
	第１　【ファンドの状況】
	１　【ファンドの性格】
	２　【投資方針】
	３　【投資リスク】
	４　【手数料等及び税金】
	５　【運用状況】
	６　【手続等の概要】
	７　【管理及び運営の概要】

	第２　【財務ハイライト情報】
	１　【貸借対照表】
	２　【損益及び剰余金計算書】

	第３　【内国投資信託受益証券事務の概要】
	第４　【ファンドの詳細情報の項目】

	信託約款
	信託用語集

	中表紙（請求目論見書）
	請求目論見書　目次
	【ファンドの詳細情報】
	第１　【ファンドの沿革】 
	第２　【手続等】
	１　【申込（販売）手続等】
	２　【換金（解約）手続等】

	第３　【管理及び運営】
	１　【資産管理等の概要】
	２　【受益者の権利等】

	第４　【ファンドの経理状況】
	１　【財務諸表】
	２　【ファンドの現況】
	【純資産額計算書】


	第５　【設定及び解約の実績】




